
伊勢崎市行政改革推進計画取組結果報告書

［令和２年度～令和６年度］

伊 勢 崎 市



【行政改革体系図】

《伊勢崎市行政改革大綱の重点項目》

広報広聴機能の充実

行政手続の明確化、迅速化

多文化共生社会の形成と国際交流の推進

安心安全社会の実現

人財の確保と育成

人財の評価と活用

適正な定員管理

人財の育成と適正な人事管理、定員管理

窓口サービスの向上

情報公開の推進と個人情報の保護

市民サービスの向上

市民協働による施設運営の推進

男女共同参画の推進

職員出前講座の推進

安定的な財政運営 公共事業の適正な発注

財産管理の適正化

地方公営企業の経営健全化

外郭団体の経営健全化

行政コスト縮減の推進

市民協働による行政システムの確立

市民活動・ボランティアの育成支援

市民協働の推進

行政運営の効率化の推進

民間活力の活用

循環型社会の形成

地球温暖化防止への取り組みの推進

財政の健全化

自主財源の確保

使用料・手数料の見直し

補助金等の見直し

行政評価の充実

公共施設の計画的な管理と適正配置

効率的で効果的な行政運営 ＩＣＴガバナンスの強化

情報セキュリティの適正管理

環境に配慮した行政運営の推進



⑴
№
①
②
③
④
⑤

⑵
№
①
②

⑶
№
①

⑷
№
①
②
③
④

⑸
№
①
②

⑹
№
①

⑺
№
①
②

⑻
№
①

⑼
№
①

⑴
№
①

⑵
№
①
②
③

3

指定管理者制度の適正な導入・活用の推進 11
オートレース専用場外発売所の活性化 13

民間活力の活用
取　　 組　　 項　　 目 ページ

情報システムの最適化 Ｒ２追加
マイナンバーカード出張申請窓口の開設 Ｒ３追加 9

健全で効果的な予算編成 39

自主財源の確保

取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ
市税等の収納率向上対策 41

２　安定的な財政運営

財政の健全化

45

ＩＣＴの利活用推進 25
取　　 組　　 項　　 目 ページ

ＩＣＴガバナンスの強化

情報セキュリティの適正管理

情報セキュリティの適正管理 29

取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ

環境に配慮した行政運営の推進

新保健センター建設計画 17

さかい聖苑電気機械設備の更新による施設機能の維持 23

上水道管路の更新 19

取　　 組　　 項　　 目 ページ

いせさき聖苑空調設備の更新による施設機能の維持 21

取　　 組　　 項　　 目 ページ
行政評価の充実 15

公共施設の計画的な管理と適正配置

《　目　　　次　》

１　効率的で効果的な行政運営

行政運営の効率化の推進

証明書コンビニ交付サービスの推進 5

行政評価の充実

取　　 組　　 項　　 目 ページ
管路・施設情報管理台帳の一元化 1

7

伊勢崎市スリムアップ化計画（伊勢崎市業務改善運動）の推進

納税機会の拡大調査及び検討業務 43
ネーミングライツ事業の導入による自主財源の確保等 Ｒ４追加

Ｒ３追加議会活動におけるＩＣＴ活用事業 27

地球温暖化対策推進事業 37

温室効果ガスの排出削減 31

取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ

照明設備LED化事業 33

循環型社会の形成

分別収集方法の周知 35

地球温暖化防止への取り組みの推進
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男女共同参画の推進

取　　 組　　 項　　 目 ページ
協働まちづくり事業の実施 71

取　　 組　　 項　　 目 ページ
市民協働による「絣の郷」の施設運営の実施 73

取　　 組　　 項　　 目 ページ
スポーツ施設における特定規模電気事業者（PPS)からの電気購入 63

３　市民協働の推進

65公園施設における特定規模電気事業者（PPS)からの電気購入 Ｒ２追加

市民協働による施設運営の推進

患者自費未収金対策 59

外郭団体の経営健全化

53

伊勢崎市スポーツ協会の経営健全化 61

行政コスト縮減の推進

市民参加条例の進行管理 69

市民活動・ボランティアの育成支援

ページ

地方公営企業の経営健全化
取　　 組　　 項　　 目 ページ

安定経営のための財源確保 55

社会情勢に応じた総合評価落札方式の見直し 51

財産管理の適正化
取　　 組　　 項　　 目 ページ

利活用のない市有財産の処分による自主財源の確保と財産管理の適正化

診療材料等の納入価格見直しに伴う経費削減 57

取　　 組　　 項　　 目

まちづくりを市民と共有できる職員出前講座の推進 77

職員出前講座の推進

市民協働による行政システムの確立
取　　 組　　 項　　 目 ページ

伊勢崎市行政改革推進及び行政評価市民委員会の開催 67

取　　 組　　 項　　 目 ページ
審議会等における女性登用の促進 75

取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ
補助金等の検証及び見直し 49

公共事業の適正な発注
取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ
使用料・手数料の見直し

使用料・手数料に係る料金設定の分析検証及び見直し 47

補助金等の見直し
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４　人財の育成と適正な人事管理、定員管理

人財の確保と育成

取　　 組　　 項　　 目 ページ
行政手続の処分における審査基準等の管理 93

多文化共生社会の形成と国際交流の推進
取　　 組　　 項　　 目 ページ

広報広聴機能の充実
取　　 組　　 項　　 目

安心安全社会の実現

人事評価制度を活用した適材適所の人事配置の推進 81

適正な定員管理

合理的な組織運営の推進

火災予防対策の推進 107

消費者意識向上のため講座や啓発イベント等の実施 103
消防団員の確保対策の推進 105

地域の情報やサービスの多言語化の推進 95

交通安全施設整備の推進 101

取　　 組　　 項　　 目 ページ
防災情報伝達事業 97
防犯灯及び防犯カメラ内蔵防犯灯事業

職員研修事業の推進 79

人財の評価と活用

取　　 組　　 項　　 目 ページ
市民サービスセンター事業の充実 85
がん検診受診率向上対策 87

５　市民サービスの向上

窓口サービスの向上

情報公開の推進と個人情報の保護
取　　 組　　 項　　 目 ページ

情報公開の推進と個人情報の保護 89

行政手続の明確化、迅速化

ページ
行政情報の共有と市民ニーズの把握 91

83
取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ

取　　 組　　 項　　 目 ページ

109空家等対策推進事業 Ｒ３追加



○

№ ○ 取組項目

◇　行政改革推進計画の表の見方　◇

　行政改革推進計画における具体的な取り組みは、行政改革大綱に掲げる５つの重点項目に
沿って分類し、記載しています。

具体的な取組事項

・□□□□□□□

・□□□□□□□

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

取
組
工
程

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　□□□部□□□□課

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□□□□□□□

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□。

取組内容

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

　□□□□□□□□□□□□□

担当部課

重点項目　○　□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□

□□□ □□□ □□□

行政改革大綱に掲げる重

点項目番号と重点項目名

取組項目の目的を達成す

るために取り組む内容を記

載しています。

令和6年度までの間に、どのような状態、状況に

するかなど、指標・目標値または目指すべき姿を

記載しています。

重点項目の基本的な

方針を記載しています。

推進項目の方向性を記

載しています。

取り組みを実施する担

当部課名または取り組み

を統括する部課名

重点項目を推進するた

めの項目番号と項目名

推進項目における取組

番号と取組項目名

どういう手法で、いつまでに実施するか

など、具体的な取組事項、取組工程、財

政効果等を記載しています。



令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

       取組状況
※継続した取組の場合年
度ごとに取組の状況を表
示

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□

取組課題と次年度以降の
方針
（取組達成度が△、×の場
合は達成できなかった理由
も記載）
※取組における課題及び
課題を踏まえた次年度以
降の展開の方針を表示

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□
□□□□□
□□□□□
□□□

       取組成果
※継続した取組の場合年
度ごとに取組の成果を表
示

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□
□□□□□
□□□□□
□□□

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○

各年度ごとの歳入・歳出の効

果額を記載しています。

各年度に実施した取組内容を

記載しています。

実施した取り組みにより得られた

成果を記載しています。

各年度に実施した取り組みについ

ての達成状況を表しています。

各年度の取り組みに対する課題と次

年度以降の方針を記載しています。



⑴

№

令和6年度

・管路台帳シ
ステムの構築

・施設台帳シ
ステムの構築

・アセットマ
ネジメントシ
ステムの構築

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　上下水道局総務課

取組内容

　令和４年１０月からの改正水道法の施行に対応した管路・施設台帳を一元管理す
るシステムを令和２年度・令和３年度の２カ年で構築し、資産管理の強化や事務の
効率化、窓口対応の効率化による市民（業者）サービスの向上を図ります。また、
アセットマネジメントを併せてシステム化することにより更新需要等を的確に把握
するとともに、将来的に下水道事業との一体的な共同利用が可能となるシステムを
構築することで、業務の効率化とより効果的な事業運営を図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　現行の管網管理システム等からデータ移行するとともに、不明資産等については
再調査し資産データの精緻化を図り、固定資産台帳と紐づけた管理を行うことで業
務の効率化を図ります。また、アセットマネジメントシステムを構築することで今
後の経営戦略の見直しや水道料金改定時等の根拠資料として活用していきます。

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

　社会経済情勢の変化や多様化する市民のニーズに合った新たな行政需要に適切に対応し、限られた財
源の中で費用対効果を十分に踏まえた質の高い市民サービスを提供するため、事務事業の見直しや民間
活力の活用など、合理的な組織運営づくりと効率的で効果的な行政運営を目指します。

行政運営の効率化の推進

組織・機構の再編に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げていくため、業務内容や業務
量を踏まえて、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる組織運営づくり
を目指します。また、効率的で効果的な行政組織に向け、職員配置及び事務分掌の見直しを行
い、行政運営の迅速化、効率化に努めます。

① 取組項目 　管路・施設情報管理台帳の一元化

システム構築等

システム構築等

運用開始

運用開始

システム構築等 運用開始

1



取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

東京都に事務所を置
く委託業者が新型コ
ロナウィルス感染症
の影響を大きく受
け、打合せ等業務が
制限され、一部業務
が令和3年度へ繰り
越すこととなった。
工程を短縮できるよ
う作業体制を整え、
令和3年度の早期で
の業務完了を目指
す。

令和２年度からの繰
越分も含めて、計画
期間内に完了するこ
とができた。

引き続き管路台帳・
施設台帳システムの
安定的な運用を図
り、業務の効率化を
進めていく。

引き続き管路台帳・
施設台帳システムの
安定的な運用を図
り、業務の効率化を
進めていく。

引き続き管路台帳・
施設台帳システムの
安定的な運用を図
り、業務の効率化を
進めていく。

－ － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・管路台帳システム
の構築
①構築内容の協議
担当者同士の打合
せを実施
②現行の管網管理
システム等からデー
タ移行
構築状況に合わせて
既存データの提供
③不明資産等の現
地調査

・施設台帳システム
の構築
該当施設の資料収
集及び資料整理

・管路台帳システム
運用開始
①業者との定例会議
を実施
②直近の管路布設
データ等の反映
③不明資産の現地
調査
・施設台帳システム
構築
①構築内容の協議
②現地調査による保
有資産の把握
・アセットマネジメント
システム構築
①構築内容の協議

・管路台帳システム
運用継続
直近の管路布設
データ等の反映
・施設台帳システム
運用開始
直近の施設更新
データ等の反映
・アセットマネジメント
システム運用開始

・管路台帳システム
運用継続
直近の管路布設
データ等の反映
・施設台帳システム
運用開始
直近の施設更新
データ等の反映
・アセットマネジメント
システム運用開始

・管路台帳システム
運用継続
直近の管路布設
データ等の反映
・施設台帳システム
運用継続
直近の施設更新
データ等の反映
・アセットマネジメント
システム運用継続

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・管路台帳システム
の構築
①Web会議を含め5
回実施（7月、9月、11
月、1月、3月）
②年度内にすべての
データ提供を完了
③新型コロナウィル
ス感染症の影響から
翌年度実施とする

・施設台帳システム
の構築
該当施設の資料収
集と資料整理を行い
予定通り進捗してい
る

・管路台帳システム運
用開始
①Web会議を含め9回
実施（4月、5月、6月、7
月、9月、11月、12月（2
回）、1月）
②直近の工事台帳を渡
しシステムに反映
③赤堀地区で不明資産
の現地調査を実施
・施設台帳システム構
築
①管路台帳システムと
同時開催、9回実施
②複数班に分かれて浄
水場や配水場等を現地
調査
・アセットマネジメントシ
ステム構築
①管路台帳システムと
同時開催、9回実施

・管路台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・施設台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・アセットマネジメント
システムの運用を開
始し効率的な維持管
理の仕組みづくりが
進められた。

・管路台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・施設台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・アセットマネジメント
システムの運用を開
始し効率的な維持管
理の仕組みづくりが
進められた。

・管路台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・施設台帳システム
運用を継続し、直近
の工事台帳をシステ
ムに反映することが
できた。
・アセットマネジメント
システムの運用を開
始し効率的な維持管
理の仕組みづくりが
進められた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

△ ○ ○ ○ ○

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ －
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№

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　本市独自の業務改善運動である「伊勢崎市スリムアップ化計画（伊勢崎市業務改
善運動）」が組織全体における継続的な運動として定着し、本計画が普及・拡大さ
れ改善の組織風土を醸成します。

・業務改善事
項の取りまと
め

② 取組項目 　伊勢崎市スリムアップ化計画（伊勢崎市業務改善運動）の推進

令和6年度

・各所属から
業務改善リー
ダーを選任

・ハンドブッ
クの見直し・
改善事項共有
化

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　企画部事務管理課

取組内容

　各所属の業務改善リーダーから、業務における改善事項を報告してもらい、定期
的に「伊勢崎市スリムアップ化計画（伊勢崎市業務改善運動）ハンドブック」に改
善事項を追記します。改善事項は全庁的に共有を図り、組織全体としての更なる業
務改善を推進します。

実施 実施 実施 実施 実施

見直し・共有 見直し・共有 見直し・共有 見直し・共有 見直し・共有

実施 実施 実施 実施 実施

3



　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

業務改善制度につい
ては、職員提案制度
の一部門として、審
査に関する手順や活
用方法について制度
改正を行うとともに、
各所属において積極
的な活動が行われる
よう、引き続き制度
の周知を図っていき
たい。

業務改善制度につい
ては、職員提案制度
の一部門として、より
一層、全庁的な取組
として浸透するよう、
新しい啓発方法等を
検討していくなど、引
き続き、各所属にお
いて積極的な活動が
行われるよう制度の
周知を図っていくとと
もに、全庁的な事務
の効率化につながる
よう努めていく。

業務改善制度につい
ては、職員提案制度
の一部門として、より
一層、全庁的な取組
として浸透するよう、
新しい啓発方法等を
検討していくなど、引
き続き、各所属にお
いて積極的な活動が
行われるよう制度の
周知を図っていくとと
もに、全庁的な事務
の効率化につながる
よう努めていく。

職員提案制度におけ
る業務改善に関する
取組が「市民が手続
しやすい環境づく
り」、「経費削減」、
「業務処理のスピー
ドアップ」等を主眼と
して、各所属におい
て積極的に行われて
いる。引き続き制度
の周知等による啓発
活動を行うともに、好
事例の紹介等を通じ
て全庁的に事務改善
が底上げされるよう
努めていく。

職員提案制度に基
づく業務改善が、全
庁的に浸透し、各所
属において積極的に
行われている。引き
続き制度の周知等に
よる啓発活動を行う
ともに、好事例の紹
介等を通じて全庁的
に事務改善が底上
げされるよう努めて
いく。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

業務改善リーダーを
選任し、令和2年度
中に取組んだ業務改
善について、各課の
取組を取りまとめ、
新たな取組について
ハンドブックに追記し
た。また、取組事例
を種類ごとに分類し、
事例集の改善を図っ
た。
業務改善リーダーに
アンケートを依頼し、
改善取組についてラ
ンク付をして庁内に
公表した。
※各課からの改善取
組報告件数　126件

令和２年度までの取
組に加えて、職員提
案制度の見直しを行
い、業務改善を本制
度の一部門として取
扱い、本制度におけ
る職員の意欲向上の
機会等を増やした。
また、職員提案規程
の一部改正を行い、
業務改善報告につい
ての優秀賞を新設す
るとともに、段階的な
審査を経て、３件の
業務改善について該
当職員の表彰を実施
した。
※各課からの業務改
善報告件数　126件

令和３年度に実施し
た職員提案制度の
見直しに基づき、本
制度における職員の
意欲向上の機会等を
増やした。
なお、業務改善にお
ける審査方法につい
て、効率的かつ簡素
化な審査方法に改善
した。
また、段階的な審査
を経て、２件の業務
改善について該当職
員の表彰を実施し
た。
※各課からの業務改
善報告件数　115件

職員提案制度につい
ての周知内容の見直
しを行い、本制度にお
ける職員の理解促進
を図るとともに、定期
的に提案募集を行い、
なお意識の向上を
図った。
業務改善における審
査方法について、引き
続き効率的かつ簡素
化な審査方法に努め
た。
また、段階的な審査を
経て、４件の職員提案
が採用されるととも
に、２件の業務改善に
ついて表彰を実施し
た。
※各課からの業務改
善報告件数　100件

職員提案制度に基
づく業務改善につい
て、業務改善リー
ダーを選任し、業務
改善の取組みを取り
まとめ、伊勢崎市ス
リムアップ化計画（伊
勢崎市業務改善運
動）ハンドブックに追
記し共有した。
業務改善の取組み
については、段階的
な審査を経て、１件
の業務改善を優秀賞
として該当職員の表
彰を実施した。
※各課からの業務改
善報告件数　104件

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

各課において、ハン
ドブックの実践事例
を活用するなど、業
務改善の取組推進
につながった。

26課でハンドブック
が活用され、11課で
30事例が取り入れら
れた。

職員提案制度の一
部門として制度化し、
全庁的に取組事項を
募集したことで制度
の周知につながった
とともに、優秀賞の
新設により、職員の
意欲向上の機会の
増加につながった。

業務改善に係る審査
方法を改善したこと
で、審査を担当する
行政改革推進本部
員等の関係職員の
負担軽減につながっ
たとともに、審査の集
計の迅速化が図れ
た。

職員提案制度につい
ての周知内容の見
直しを行い、制度に
対する職員の理解が
促進されたとともに、
定期的に提案募集を
行い、提案に対する
意識の向上が図られ
た。

継続した職員提案制
度の運用により、制
度に対する職員の理
解や業務改善に対
する意識が醸成され
たとともに、実施した
取組の共有により好
事例の拡がりが見ら
れた。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －
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№ 取組項目 　証明書コンビニ交付サービスの推進

担当部課 　市民部市民課

取組内容

　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスを平成２８年
１０月から導入し、証明発行サービスの提供時間の拡大及び発行拠点数が飛躍的に
増加したことから、その利用促進のため、マイナンバーカードの周知と交付の迅速
化を図ります。これに並行し、効率的な窓口運営のための検討を進めながら事務の
効率化及び市民サービスの向上を図ります。

【対象証明書】
　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄（抄）本、戸籍の附票、所得証明書、所
得課税証明書

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　証明書コンビニ交付サービスの市民への周知及び啓発のほか、マイナンバーカー
ドの交付を迅速化することにより、コンビニ交付率の向上に努めます。また、サー
ビスの導入効果を踏まえ、休日窓口等のあり方について検討し、効率的かつ効果的
な窓口サービスの実現を目指します。

【指数・目標値】
　対象証明書のコンビニ交付率　　10.0％（令和６年度）

取
組
工
程

令和4年度

③

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和5年度 令和6年度

・マイナン
バーカードの
交付

・市民への周
知及び啓発

・効率的な窓
口サービスの
検討

実施

実施

検討
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

①　市民課来庁者へ
の啓発用品の配布、
市のHPによる周知
等により証明書コン
ビニ交付サービスの
市民への啓発を行っ
た。
②　交付時来庁方式
による来庁時におけ
る事務手順の簡素化
を行い、マイナン
バーカードの速やか
な交付に努めた。

マイナンバーカード
運用実績（累計）
交付件数 53,124 枚
申請件数 71.,553 件

①　市民課来庁者へ
の啓発用品の配布、
市のHPによる周知
等により証明書コン
ビニ交付サービスの
市民への啓発を行っ
た。
②　スマーク伊勢崎
に出張申請窓口を開
設、市内の企業等に
勤務地等経由申請
方式の受付を行いマ
イナンバーカードの
普及促進に努めた。

マイナンバーカード
運用実績（累計）
交付件数 79,856 枚
申請件数 93,172件

①　市民課来庁者へ
の啓発用品の配布、
市のHPによる周知
等により証明書コン
ビニ交付サービスの
市民への啓発を行っ
た。
②　大規模集客施設に
出張申請窓口及び委
託業者による申請サ
ポート窓口を開設、企
業等に勤務地等経由申
請方式の受付を行いマ
イナンバーカードの普
及促進に努めた。

マイナンバーカード実
績（累計）
交付件数 132,714枚
申請件数 174,436件

①　証明書コンビニ交付
サービスの利用促進を図
るため、窓口来庁者に対
し、キオスク端末への誘
導及び操作説明を行っ
た。
市のHP等による周知を
行った。
②　大規模集客施設に委
託業者による申請サポー
ト窓口を開設、企業等に
勤務地等経由申請方式
の受付、本庁舎での申請
時来庁方式による受付を
行いマイナンバーカード
の普及促進に努めた。
マイナンバーカード実績
（累計）
交付件数 166,022件
申請件数 187,986件

①　証明書コンビニ交
付サービスの利用促進
を図るため、窓口来庁
者に対し、キオスク端末
への誘導及び操作説明
を行った。
市のHP等による周知を
行った。
②　大規模集客施設に
委託業者による申請サ
ポート窓口を開設、企
業等に勤務地等経由申
請方式の受付、本庁舎
での申請時来庁方式に
よる受付を行いマイナ
ンバーカードの普及促
進に努めた。
マイナンバーカード実績
（累計）
交付件数 187,924件
申請件数 196,536件

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

マイナンバーカード
の交付件数の増加と
ともに、証明書コンビ
ニ交付サービスによ
る証明交付件数は増
加している。

証明交付件数
　　14,354件
交付率
　　6.1%

マイナンバーカード
の交付件数の増加と
ともに、証明書コンビ
ニ交付サービスによ
る証明交付件数は増
加している。

証明交付件数
　　24,156 件
交付率
　　10.5 ％

マイナンバーカード
の交付件数の増加と
ともに、証明書コンビ
ニ交付サービスによ
る証明交付件数は増
加している。

証明交付件数
　　35,464件
交付率
　　15.5%

マイナンバーカードの交
付件数の増加、及びキ
オスク端末の利用促進
を図った結果、証明書
コンビニ交付サービス
による証明交付件数は
増加している。

証明交付件数
　　57,888件
交付率
　　22.7％

マイナンバーカードの交
付件数の増加、及びキ
オスク端末の利用促進
を図った結果、証明書
コンビニ交付サービス
による証明交付件数は
増加している。

証明交付件数
　　59,789件
交付率
　　27.1％

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ◎ ◎ ◎ ◎

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

①マイナンバーカー
ドの保有者に対する
広報啓発、外国人住
民に対する案内等を
行うことにより、証明
書コンビニ交付サー
ビスの利用を促進
し、窓口サービスの
見直し・改善を行う。
②勤務地等経由申
請方式や大学等の
出張受付窓口の効
率的な運用を検討す
る。
③マイナンバーカー
ド未受領者に対し、
督促・催告を行い受
取りに来庁しない
カードを廃棄すること
により、未受領者の
件数の削減を図る。

①マイナンバーカー
ドの保有者及び窓口
来庁者に対する広報
啓発、外国人住民に
対する案内等を行う
ことにより、証明書コ
ンビニ交付サービス
の利用を促進し、窓
口サービスの見直
し・改善を行う。
②勤務地等経由申
請方式による受付や
大規模集客施設の
窓口を開設しマイナ
ンバーカードの交付
を促進する。また公
民館等の出張申請を
検討する。
③マイナンバーカー
ドの利活用について
庁内で連携し周知活
動を行っていく。

①マイナンバーカー
ドの保有者及び窓口
来庁者に対する広報
啓発、外国人住民に
対する案内等を行う
ことにより、証明書コ
ンビニ交付サービス
の利用を促進し、窓
口サービスの見直
し・改善を行う。

②マイナンバーカード
の委託による申請サ
ポートを積極的に活用
するとともに、大規模集
客施設の窓口を開設
し、マイナンバーカード
の交付を促進する。ま
た、公民館等の出張申
請や勤務地等経由申
請方式による受付も継
続して行う。

①マイナンバーカードの
保有者及び窓口来庁者
に対する広報啓発、外
国人住民に対する案内
等を行うことにより、証
明書コンビニ交付サー
ビスの利用を促進し、
窓口サービスの見直
し・改善を行う。

②マイナンバーカードの
委託による申請サポー
トを積極的に活用し、マ
イナンバーカードの交
付を促進する。また、勤
務地等経由申請方式に
よる受付も継続して行
う。他にコロナウイルス
感染症予防のため休止
していた申請時来庁方
式による受付を本庁舎
で再開し、申請方法の
拡大を図る。

①マイナンバーカードの
保有者及び窓口来庁者
に対する広報啓発、外
国人住民に対する案内
等を行うことにより、証
明書コンビニ交付サー
ビスの利用を促進し、
窓口サービスの見直
し・改善を行う。

②マイナンバーカードの
委託による申請サポー
トを積極的に活用し、マ
イナンバーカードの交
付を促進する。また、勤
務地等経由申請方式に
よる受付も継続して行
う。他にコロナウイルス
感染症予防のため休止
していた申請サポートを
本庁及び各支所で再開
し、申請方法の拡大を
図る。
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№ ④ 取組項目 　情報システムの最適化

担当部課 　企画部情報政策課

取組内容

　国が加速している基幹系情報システムの標準化・共通化に合わせて、効率的で効
果的な行政運営を行うため、システムの調達や運用に当たっては、共通化や一元
化、共同利用など、効率的な取り組みを推進し、情報システムに係る経費や業務処
理時間の削減等を図り、情報システムの最適化を進めます。
　また、国が作成する標準仕様への意見を取りまとめながら業務プロセス標準化の
重要性を啓発し、滞りなく標準準拠システムへ移行できる環境を整えていきます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

・標準技術の採用や共通化を進め、情報システムの費用対効果を高めます。
・自治体クラウドや仮想化等の効率的な調達方法を推進します。
・業務システムの延命化を図ります。
・基幹系情報システム標準化への円滑な移行を図ります。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・情報システ
ム台帳の作成

・共通基盤の
整備

・最適化の推
進

・基幹系情報
システム標準
化

運用・見直し

見直し・整備

内部情報SYS構築

財務会計システム構築

運用

運用

仕様策定・仕様調整 移行準備・検討

調査・検討

調査・検討
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

104,307 132,373 118,869 125,374 75,817

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・全庁のシステム状
況調査を実施（1月）
・前橋市・高崎市と共
に基幹情報システム
を運用（通年）
・内部情報システム
では業者選定委員
会を開き、プロポー
ザルを実施。
・財務会計システム
では行政情報化推
進委員会の専門部
会を立ち上げた。
・基幹情報システム
標準化への対応

・全庁のシステム状
況調査を実施（1月）
・前橋市・高崎市と共
に基幹情報システム
を運用（通年）
・内部情報システム
を構築
・財務会計システム
では令和４年度のプ
ロポーザル実施準
備。
・基幹情報システム
標準化への対応

・全庁のシステム状
況調査を実施（1月）
・前橋市・高崎市と共
に基幹情報システム
を運用（通年）
・財務会計システム
では業者選定委員
会を開き、プロポー
ザルを実施。構築業
務を開始。
・基幹情報システム
標準化への対応

・全庁のシステム状
況調査を実施（1月）
・前橋市・高崎市と共
に基幹情報システム
を運用（通年）
・財務会計システム
を構築。
・文書管理システム
では業者選定委員
会を開き、プロポー
ザルを実施。
・市民向け通知等プ
リント委託事業では
前橋市と共同でプロ
ポーザルを実施。
・基幹情報システム
標準化への対応

・全庁のシステム状
況調査を実施（1月）
・前橋市・高崎市と共
に基幹情報システム
を運用（通年）
・財務会計システム
を運用。
・文書管理システム
を構築。
・市民向け通知等プ
リント委託事業では
前橋市と共同で更
改。
・住基、税、福祉など
の基幹情報システム
標準化・ガバメントク
ラウドへ移行

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・情報システム台帳
を整備。
・基幹情報システム
及び帳票印刷業務を
安定運用（10年間で
10億円の予算削減
効果を見込む）
・内部情報システム
では業者を選定。
・財務会計システム
ではRFIを行い情報
収集をした。
・基幹情報システム
標準化では国からの
調査に対応し、3市協
議会等で調査検討し
た。

・情報システム台帳
を整備。
・基幹情報システム
及び帳票印刷業務を
安定運用（10年間で
10億円の予算削減
効果を見込む）
・内部情報システム
を構築。
・財務会計システム
では２回目のRFIを行
い情報収集をした。
・基幹情報システム
標準化では国からの
調査に対応し、3市協
議会等で調査検討し
た。

・情報システム台帳
を整備。
・基幹情報システム
及び帳票印刷業務を
安定運用（10年間で
10億円の予算削減
効果を見込む）
・財務会計システム
では業者を選定。
・基幹情報システム
標準化ではRFIを行
い情報収集をした。
庁内ではFit&Gap分
析を行い、標準化後
の業務と比較検討を
開始した。

・情報システム台帳を
整備。
・基幹情報システム及
び帳票印刷業務を安定
運用（10年間で10億円
の予算削減効果を見込
む）
・財務会計システムを
構築。
・文書管理システムで
はRFIを行い、プロポー
ザルを実施した。
・市民向け通知等プリン
ト委託事業ではRFIを行
い、プロポーザルを実
施した。
・基幹情報システム標
準化ではベンダと交渉
しコスト削減と課題解決
にむけて調整を進め
た。

・情報システム台帳を
整備。
・基幹情報システム及
び帳票印刷業務を安
定運用（10年間で10
億円の予算削減効果
を見込む）
・財務会計システムを
運用。
・文書管理システムを
構築。
・市民向け通知等プリ
ント委託事業では事業
者を決定した。
・基幹情報システム標
準化ではベンダと交渉
しコスト削減と課題解
決にむけて調整を進
めた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・情報システム台帳
を毎年整備する。
・最適化の推進とし
て内部情報システム
は令和4年度中に構
築し、財務会計シス
テムでは令和4年度
予算要求時までに的
確な情報を得られる
ように仕様を固めRFI
に臨む。

・情報システム台帳を
毎年整備する。
・最適化の推進として
財務会計システムの
構築を２か年かけて行
う。文書管理システム
の更改では令和6年度
予算要求時までに的
確な情報を得られるよ
うに仕様を固めRFIに
臨む。
・基幹情報システムの
標準化に備えて推進
体制を構築し的確な
情報を得られるように
調査検討する。

・情報システム台帳を
毎年整備する。
・最適化の推進として
財務会計システムの
構築を２か年かけて行
う。文書管理システム
の更改では令和6年度
予算要求時までに的
確な情報を得られるよ
うに仕様を固めRFIに
臨む。
・基幹情報システムの
標準化に備えて令和
６年度予算要求時ま
でに的確な情報を得ら
れるように調査し、関
係課に情報提供す
る。

・情報システム台帳を
毎年整備する。
・最適化の推進として
文書管理システムの
構築を行う。
・市民向け通知等プリ
ント委託事業の更改を
行う。
・基幹情報システムの
標準化のコスト面での
課題を解消するため、
ベンダと協議を進め
る。

・情報システム台帳
を毎年整備する。
・最適化の推進とし
て文書管理システム
の運用開始。
・市民向け通知等プ
リント委託事業の安
定運用。
・基幹情報システム
の標準化のコスト面
での課題を解消する
ため、ベンダと協議
を進める。
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№ ➄ 取組項目 　マイナンバーカード出張申請窓口の開設

担当部課 　市民部市民課

取組内容

　マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、平常の申請窓口（本庁及び３支
所）以外の商業施設を含む市内の施設において、マイナンバーカード出張申請窓口
を開設し、マイナンバーカードの交付促進を図ります。

5年後までの目標
（目指すべき姿）

　マイナンバーカードが広く市民に行き渡ることになれば、マイナンバーカードを
利用したオンライン申請等の利用環境の拡充が期待できます。マイナンバーカード
の交付拡大に伴う市民の利便性向上及び市庁における申請受付業務に係る事務処理
効率向上の両立を目指します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・マイナン
バーカード交
付円滑化計画
（市民課）

・マイナン
バーカード出
張申請窓口

実施

実施 実施 実施 実施
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

計画した見込人数を
上回る受付件数で
あったため、引き続
き次年度以降も同様
に当該事業を継続拡
大していきたい。

計画した見込人数を
上回る件数となっ
た。次年度以降も引
き続き、当事業を継
続し交付拡大を目指
すとともに、事務処
理の効率化を図りな
がら円滑な窓口業務
に努めていきたい。

計画した見込人数を
上回る件数となっ
た。
次年度以降も引き続
き、当事業を継続し
交付拡大を目指すと
ともに、事務処理の
効率化を図りながら
円滑な窓口業務に努
めていきたい。

勤務地等経由申請
方式による個人番号
カード一括申請申込
は昨年度数を下回っ
たが、委託による申
請サポートは計画し
た見込人数を上回る
件数となった。
次年度以降も引き続
き、当事業を継続し
交付拡大を目指すと
ともに、事務処理の
効率化を図りながら
円滑な窓口業務に努
めていきたい。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

市民課と共同で市内
商業施設において出
張窓口を開設した。

・スマーク伊勢崎
　10日間
（期間）R4.3.4～
R4.3.13（全日）10:00
～18:00

また、マイナポイント
第2弾の開始に伴い
伊勢崎市役所及び3
支所において、委託
事業によるマイナポ
イント申込等支援窓
口を開設した。

<マイナンバーカード
申請出張窓口>
R4.7.16ほか実施
・赤堀/境公民館
・スマーク伊勢崎
・いせさきガーデンズ
・群馬県庁
・白十字伊勢崎工場
・伊勢崎福島病院
・日野自動車
<委託による申請サ
ポート>
オートレース場等、計
40カ所
<マイナポイント申し込
み支援>
昨年度同様に継続実
施。

<勤務地等経由申請方式に
よる個人番号カード一括申
請申込>
R5.5.23ほか実施
・（株）ニップン
・ケアハウスみさとハイツ
・桑の実
・特養ことぶきの郷
・特養ささら子の里
・こころの蔵くれよんにしの
・特養ぶどうの郷
有料老人ホームベル
<委託による申請サポート>
オートレース場・スマーク伊
勢崎等、計100回
<マイナポイント申し込み支
援>
申込期限の9月末まで継続
実施。

<勤務地等経由申請方式に
よる個人番号カード一括申
請申込>
R6.5.11ほか実施
・こころの蔵くれよんあいの
や
・社会福祉法人明清会
・（株）ニップン
・住宅型有料老人ホームた
んぽぽ
・特別養護ホームぶどうの
郷
・住宅型有料老人ホーム楽
寿苑
・住宅型有料老人ホームパ
ルクルーチェ
・介護付き有料老人ホーム
ラポール伊勢崎
<委託による申請サポート>
いせさきガーデンズ・スマー
ク伊勢崎等、計80回

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・スマーク伊勢崎
（受付見込）560名
（受付実績）1,681名

・マイナポイント申込
等支援窓口（委託）
（期間）R4.1.11～
R4.3.31
（申込実績）105件
（対応件数）1,389件

<マイナンバーカード
申請出張窓口>
受付見込　2,000件
受付実績　2,824件

<委託による申請サ
ポート>
受付見込　2,000件
受付実績　2,684件

<マイナポイント申し
込み支援>
対応見込　24,000件
対応件数　36,327件

<勤務地等経由申請
方式による個人番号
カード一括申請申込>
・事業所数
　申請見込　　10件
　申請実績　　10件
・申請数
　申請見込　300件
　申請件数　336件
<委託による申請サ
ポート>
　受付見込　2,000件
　受付実績　1,444件
<マイナポイント申し込
み支援>
対応見込　12,000件
対応件数　18,162件

<勤務地等経由申請
方式による個人番号
カード一括申請申込
>
・事業所数
　申請見込　　10件
　申請実績　　 8件
・申請数
　申請見込　300件
　申請件数　133件
<委託による申請サ
ポート>
　受付見込　2,000件
　受付実績　3,094件

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

◎ ◎ ◎ ◎

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円） － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円） － － － －
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⑵

№

・導入済みの
施設の検証

・導入施設に
おける再選定
事務の実施

・指針の見直
し

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　指定管理者制度を導入している施設については再選定年度の前年度までに、ま
た、新規導入を予定する施設については導入年度の前々年度までに、公の施設の指
定管理者制度に係る指針に基づき検証を行うことにより、指定管理者制度の適正な
導入・活用を図ります。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・公の施設の
指定管理導入
検証

① 取組項目 　指定管理者制度の適正な導入・活用の推進

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

民間活力の活用

　広範にわたる事務事業を効率的かつ効果的に推進していくためには、行政が行うべきものであ
るかどうかを十分に検討した上で、経費の削減や市民サービスの向上が図れるものについては、
指定管理者制度の活用や民間委託、民営化等の民間活力の活用を積極的に図ります。

担当部課 　企画部事務管理課、施設所管課

取組内容

　公の施設については、その意義や必要性について総合的に検討を行う中で、管理
運営を民間事業者等に委ねることで、多様化する市民サービスへの対応や効率的な
施設管理運営が期待できると認められる場合は、指定管理者制度の導入・活用を推
進します。

検証 検証 検証 検証 検証

検証 検証 検証 検証 検証

再選定3施設 再選定1施設 再選定16施設 再選定20施設

実施調査・見直し
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

引き続き、指定管理
者制度導入施設所
管課と連携し適正な
制度活用に努めると
ともに、各施設にお
ける制度活用の妥当
性について調査研究
を行う。

引き続き、指定管理
者制度導入施設所
管課と連携し適正な
制度活用に努めると
ともに、各施設にお
ける制度活用の妥当
性について調査研究
を行う。
また、適正な執行に
向けて、所管課と意
見交換等を行い、指
定管理者制度に係る
指針の見直しを進め
る。

引き続き、指定管理
者制度導入施設所
管課と連携し適正な
制度活用に努めると
ともに、各施設にお
ける制度活用の妥当
性について調査研究
を行う。
また、適正な執行に
向けて、所管課と意
見交換等を行い、指
定管理者制度に係る
指針の見直しを進め
る。

指定管理者制度で
は、導入施設及び導
入を検討している施
設所管課と連携し、
より効率的で適正な
制度活用に努め、各
施設における制度活
用の妥当性について
調査研究を行うととも
に、事業の実績評価
の公表による透明性
の確保を図っていく。

導入施設及び導入を
検討している施設所
管課と連携し、より効
率的で適正な制度活
用に努める。
また、各施設におけ
る制度活用の妥当性
について調査研究を
行うとともに、実績評
価の公表による透明
性の確保を図ってい
く。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

令和２年度で指定期
間が満了する３施設
について再選定を行
い指定管理者を指定
した。

・導入施設数 40施設

令和３年度で指定期
間が満了する１施設
については、来年度
からの管理運営方法
を見直した結果、直
営による管理運営と
なったため、再選定
に係る事務について
は該当がなかった。

・導入施設数 40施設

令和４年度で指定期
間が満了する施設は
なかったが、令和５
年度再選定予定施
設の事前の現地視
察を施設を抜粋して
実施した。
また、現状の事務の
状況等を踏まえた指
針の見直しを実施し
た。

・導入施設数 39施設

令和５年度で指定期
間が満了する１６施
設について再選定を
行い指定管理者を指
定するとともに、令和
６年度に再選定を予
定する施設の現地視
察を抜粋して実施し
た。
また、制度改正や事
務の状況等を踏まえ
た指針の見直しを実
施した。

・導入施設数 38施設

令和６年度で指定期
間が満了する１８施
設について再選定を
行い指定管理者を指
定した。なお、当初計
画から廃止及び統合
により２施設が減と
なっている。
また、令和７年度で
指定期間が満了する
３施設について、指
定管理者制度に係る
指針をもとに施設管
理の検証を行った。

・導入施設数37施設

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

指定管理者制度の
導入・活用により民
間事業者の有するノ
ウハウや専門的な人
材を活用することが
でき、市民サービス
向上を図ることがで
きた。

指定管理者制度の
導入・活用により民
間事業者の有するノ
ウハウや専門的な人
材を活用することが
でき、市民サービス
向上を図ることがで
きた。

コロナ禍の状況等に
より、事前の現地視
察の施設数を厳選し
たことで、効率的な
選定審議会の開催
ができたとともに、委
員の負担軽減が図
れた。
また、指針を一部見
直したことで、指定管
理者制度に係る関係
課の事務の効率化
につなげることがで
きた。

指定管理者制度の
導入・活用により民
間事業者の有するノ
ウハウや専門的な人
材を活用することが
でき、市民サービス
向上を図ることがで
きた。
また、制度改正等に
伴い、指針を一部見
直したことで、指定管
理者制度に係る関係
課の事務の効率化
につなげることがで
きた。

指定管理者制度の
導入・活用により民
間事業者の有するノ
ウハウや専門的な人
材を活用することが
でき、市民サービス
向上を図ることがで
きた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○
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№ 　オートレース専用場外発売所の活性化

担当部課 　公営事業部事業課

取組内容
　既設の専用場外発売所の活性化施策を、民間事業者と協同して実施することによ
り、販売網の拡大、売上の向上を図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　現在全国に9箇所ある伊勢崎オートレースが管理する専用場外発売所において
オートレース事業認知のための各種イベントなど施策の実施や、新規専用場外発売
所の開設により、新規顧客の開拓や販売網の拡大を図り売上の向上に努めたい。

② 取組項目

令和6年度

・活性化施策
の実施

・新規専用場
外発売所の検
討・開設

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

施策の実施 施策の実施 施策の実施 施策の実施 施策の実施

検討・開設 検討・開設 検討・開設 検討・開設 検討・開設
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

令和2年度は、コロナ
禍による発売中止や
時短営業などを余儀
なくされたが、感染症
予防対策及び活性
化施策への協力によ
り、売上の維持が図
れた。また、今後のコ
ロナ感染状況を注視
し、既存施設の予防
対策を強化するとと
もに、誘客イベントの
実施など、売上向上
に努めるとともに、関
係機関と協働し新規
専用場外発売所の
検討を推進する。

感染症予防対策の
徹底及び活性化施
策の実施により、コ
ロナ禍においては一
定の成果が図れた。
また、今後のコロナ
感染状況を注視し、
既存施設の予防対
策をより強化するとと
もに、誘客イベントの
実施など、売上向上
に努めたい。
新規専用場外発売
所の検討について
は、情勢を注視し進
めたい。

次年度においては、
コロナ感染症5類移
行に伴い、感染防止
対応等に大きな変化
が見込まれる。今後
の国県等の動向を注
視し発売所の安定的
な運営継続に努めた
い。また、イベント実
施についても、オート
レース事業の認知や
新規顧客開拓に繋
がる内容を企画し、
更なる売上向上を目
指したい。新規専用
場外発売所の設置
については、継続し
て検討を行っていく。

コロナ禍以降のイン
ターネット投票の利
用者増に伴い、今後
の専用場外場の売
上等については厳し
い状況になると想定
される。これまで主に
実施してきた既存
ファン向けイベントに
加え、新規顧客開拓
や来場促進に繋がる
イベントについても専
用場外場と共に積極
的に企画し、活性化
及び売上の向上に
繋げていきたい。

インターネット投票の
利用者増に伴い、今
後の専用場外場の
売上等については厳
しい状況になってる。
これまで主に実施し
てきた既存ファン向
けイベントに加え、新
規顧客開拓や来場
促進に繋がるイベン
トについても専用場
外場と共に積極的に
企画し、活性化及び
売上の向上に繋げて
いきたい。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

令和2年度は、コロナ
禍の中、既設の専用
場外発売所の発売
中止に伴う対応、感
染症予防対策への
協力などを実施し
た。また、既設専用
場外発売所の時短
営業に対応するた
め、レース時間の前
倒しを実施した。な
お、情勢的に新規専
用場外発売所の検
討を行うことが出来
なかった。

前年度に引き続きコ
ロナ禍であったもの
の、既設の専用場外
発売所は年間を通し
て発売することがで
きた。
既設専用場外発売
所の売上は回復基
調ではあるがコロナ
前の令和元年度まで
は回復しきれていな
い。
なお、新規専用場外
発売所の検討は、今
年度も情勢的に行う
ことが出来なかった。

今年度も引き続きコロ
ナ禍であったが、専用
場外発売所において
は徹底した感染予防
対策を行い、年間を通
して発売することがで
きた。また、イベント実
施については、感染状
況の少ない地域より
再開、抽選会や予想
会等を企画し、競輪等
のファンも多く参加し
た。なお、新規専用場
外発売所の設置につ
いては、情勢的に行う
ことが出来なかった。

競輪場外発売におい
ても全国上位の来場
者を誇る施設「館林場
外競輪車券売場」に
オートレース併売を可
能とする「館林場外
場」を開設した。また、
イベント実施について
は、公営競技ファンで
はない一般市民が主
な参加者であるス
ポーツ等総合イベント
に専用場外場と共に
参加する等、新規ファ
ン獲得やオートレース
事業の認知拡大を
図った。

伊勢崎所属のオート
レーサー・解説者を専
用場外場に派遣しイ
ベントを実施すること
で専用場外の来場者
のファンの獲得をに努
めた。
また、公営競技ファン
ではない一般市民が
主な参加者であるス
ポーツ等総合イベント
に専用場外場と共に
参加し、SNS等により
情報を拡散させること
で新規ファン獲得や
オートレース事業の認
知拡大を図った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

4月から6月までの2
か月以上の発売中
止や時短営業等の
影響を受けたもの
の、感染症予防対策
及び活性化施策の
実施により、一定の
財政効果額(歳入)を
達成することができ
た。

徹底した感染症予防
対策の実施と感染の
少ない時期に行った
活性化施策により、
財政効果額(歳入)は
前年度と比較して増
加し、ある程度の回
復基調がみられた。

コロナ情勢の影響等
により、民間ポータル
を利用した投票が急
速に拡大している状況
にあるが、上記取組に
より発売を継続できた
こと、また、イベント実
施による事業認知や
新規顧客拡大の効果
により、一定の財政効
果額（歳入）を達成す
ることができた。

「館林場外場」の新
規開設により、県全
域でのオートレース
ファンの拡充、販売
網の拡大に繋げるこ
とができた。また、上
記イベント実施等、
事業認知や新規顧
客拡大の効果によ
り、前年度を上回る
財政効果を上げるこ
とができた。

専用場外場と連携し、
イベントを実施するこ
とで、オートレースファ
ンの拡充、販売網の
拡大に繋げることがで
きた。また、上記イベ
ント実施し、SNS等に
より情報を拡散するこ
とで事業認知や新規
顧客拡大の効果によ
り、一定の財政効果額
（歳入）を達成すること
ができた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

105,854 134,060 110,076 125,869 130,660

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円） (専用場外発売所勝車

投票券売上合計額 )-
(払戻金及び委託料)

(専用場外発売所勝車
投票券売上合計額 )-
(払戻金及び委託料)

(専用場外発売所勝車
投票券売上合計額)-
(払戻金及び委託料)

(専用場外発売所勝車
投票券売上合計額)-
(払戻金及び委託料)

(専用場外発売所勝車
投票券売上合計額)-
(払戻金及び委託料)
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⑶

№

令和6年度

・事務事業評
価の実施

・事務事業の
見直し

・評価シート
の見直し

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　企画部企画調整課

取組内容

　行政評価を有効に活用していくため、評価対象事務事業や評価シートの見直しの
実施、評価に対する意識の向上を図り、総合計画の進行管理や予算策定との連携強
化などを通じて、行政運営の効率性を高めていきます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　行政評価により、継続的に事務事業を見直し、改善を図ることで、市民サービス
を充実させていきます。

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

行政評価の充実

　限られた予算や人員等を有効に活用するため、事務事業の必要性、有効性、効率性等の評価を
行い、新たな行政課題を明確にし、事業の整理・統合や事務改善などの見直しを行います。
　また、行政評価は、総合計画の進行管理においてＰＤＣＡサイクルのＣｈｅｃｋ（評価）機能
の一つとして位置づけられていることから、総合計画や予算策定との連携を図りながら、事務事
業のマネジメントサイクルの強化に努めます。

① 取組項目 　行政評価の充実

令和2年度

実施 実施 実施 実施 実施

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

見直し
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

- - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

行政評価の実施
・事後評価：255事業

評価対象事業の見
直し
・総合計画の進行管
理において、効率的
な活用が図れるよ
う、評価対象事業を
総合計画実施計画
事業に揃えた。ま
た、評価シートの見
直しを行った。

行政評価の実施
・事後評価：325事業

事後評価実施方法の
見直し
・第２次伊勢崎市総合
計画後期基本計画との
連携強化を図るため、
原則、実施計画に掲載
されている事業を評価
対象とした。
・総合計画ローリングと
の事務の重複が指摘さ
れていた≪事前評価≫
を廃止した。
・二次評価者を行政評
価委員会から担当部局
長に変更した。

行政評価の実施
・事後評価：322事業

事業所管課の見直し
・総合計画ローリン
グと一体的に実施
し、行政評価の結果
をローリングでの査
定に反映させるた
め、本事務を事務管
理課から企画調整課
に移管した。

行政評価の実施
・事後評価：357事業

事務事業単位の見直し
・事務事業の単位を、
新財務会計システム上
の「中事業」と原則とし
て一致させる整理を
行った。

ローリング手法の見直
し
・総合計画ローリングの
手法を、ロジックモデル
等を用いてより精度の
高い調書が作成できる
よう見直しを行った。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

○ ○

- - - - -

●令和２年度事後評
価
「一部改善」事業　15
事業

事後評価結果を事業
担当課へフィードバッ
クするとともに、総合
計画担当課及び予
算編成担当課に情
報提供することで、
総合計画の進行管
理及び予算編成との
連携を図ることがで
きた。また、評価シー
トを効率的に簡素化
し、全庁的な事務作
業の軽減が図れた。

●令和３年度事後評
価
「一部改善」事業　13
事業

評価対象事業を原則
として総合計画実施
計画に記載されてい
る事業としたことで、
総合計画との更なる
連携強化を図ること
ができた。
また、二次評価者を
各部局長とすること
で、担当部局の意識
を醸成するとともに
事務の効率化にもつ
ながった。

●令和４年度事後評
価
「一部改善」事業　10
事業

本事務を総合計画
ローリングの所管課
である企画調整課へ
移管したことで、行政
評価とローリングを
一体的に実施し、効
率化及び総合計画と
の連携強化を図るこ
とが出来た。

●令和５年度事後評
価
「一部改善」事業　8
事業
「大幅な改善」事業
1事業

事務事業単位の見
直しを行い、新財務
会計システムとの整
合性を高めたこと
で、行政評価の結果
を新年度の予算査定
に反映しやすくなっ
た。

●令和６年度事後評
価
「一部改善」事業　9
事業

従前の実施計画ロー
リング調書に当た
る、第３次総合計画
における重点事業調
書と、事務事業評価
シートの作成を、新
財務会計システム上
で行うことで、一体的
な見直しを行うことが
できた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

行政評価の実施
・事後評価：316事業

事務事業評価のシステム
導入
・新財務会計システム上で
調書を作成。令和７年度か
らの予算・決算データとの
連携に向けて、検証を行っ
た。

ローリング手法の見直し
・第3次総合計画の策定に
合わせて様式の見直しを行
い、前期アクションプランに
位置づくすべての事業につ
いて、ロジックモデル等を用
いながら新様式での調書作
成を行った。
・調書の作成を新財務会計
システム上で行い、令和７
年度当初予算編成との
データ連携を行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

行政評価をどのよう
に予算編成につなげ
るかが課題となって
いる。総合計画の進
行管理として連携を
図るとともに、より予
算編成との連携を図
れる手法を検討して
いく。

総合計画との連携強
化をより一層図り、効
果的な行政評価とな
るよう、令和４年度か
らは、総合計画の所
管課である企画調整
課に事務移管を行う
こととした。

次期総合計画の策
定や、新財務会計シ
ステムの導入を勘案
しながら、より効率的
かつ効果的な行政評
価の手法について検
討していく。

総合計画ローリング
の手法について見直
しを図り、令和６年度
から新たな手法での
実施となる。
新たな手法が適切に
機能するよう、事業
担当課への周知・説
明を図る。

従前の実施計画ロー
リングに代わる重点
事業調書の作成は、
新財務会計システム
の導入により、当初
予算編成との連携が
図られた。事務事業
《事後》評価について
も、決算データとの
連携を進め、より効
果的・効率的な評価
手法について検討し
ていく。
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⑷

№

令和6年度

・新保健セン
ターの基本構
想・基本計画
の作成

・基本設計・
実施設計

・建設工事

取組内容

　現在４箇所の保健センターで保健サービスを行っていますが、老朽化が激しい健
康管理センター、あずま保健センター、境保健センターについては長期的に、維持
管理費の削減、将来の財政負担の軽減という観点から、機能を統合し、住民ニーズ
に合わせた健康づくりの基幹センターとして建替えの整備を行います。比較的新し
い赤堀保健福祉センターについては、維持管理を基本とし、引き続き保健サービス
の提供を行います。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　新保健センターは、令和２年度に基本構想・基本計画等を作成し、令和３年度か
ら４年度にかけて基本設計、実施設計を実施、５年度から６年度に建設工事、令和
７年度の供用開始を目指します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　健康推進部保健センター

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

公共施設の計画的な管理と適正配置

　公共施設の老朽化に対応するため、計画的に維持修繕、改修工事を行い、施設の長寿命化を図
るとともに、機能に留意しつつ施設の統廃合などの検討を進め、計画的な管理と適正な配置に努
めます。

① 取組項目 　新保健センター建設計画

基本構想・

基本計画

基本設計・実施設計

建設工事
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新施設の詳細な設
計である実施設計を
進める。保健セン
ター機能の拡充部分
である子育て支援機
能の運営について庁
内で検討予定。必要
に応じて庁内関係部
長による建設推進会
議、関係課長による
建設委員会、市への
聞き取り等も実施予
定。

令和5～6年度にて建
設工事を実施し、令
和7年度に新施設供
用開始とできるよう、
ハード面について契
約手続きを含めた建
設工事発注手続きを
滞りなく進めるととも
に、ソフト面につい
て、保健センター機
能、子育て世代包括
支援センター機能双
方の運営内容の検
討等を適宜進める予
定。

令和7年4月の供用
開始に向け、建物建
設の進捗状況の確
認と、細部について
監理者や施行業者と
調整し、完工させる。
また、外構工事の契
約・発注・着工、第2
駐車場・公用車駐車
場の整備を行う。ソフ
ト面については、保
健センター機能、子
育て世代包括支援セ
ンター機能の円滑な
運用のため、課内に
おける調整や、子育
て支援に係る民間業
者の選定等進める。

新施設の運用を開始
し、市民が安心安全
に利用できるよう、設
備の点検や、危険箇
所の把握と対策が必
要と思われる。
3施設の対策につい
ては、検討をし、決定
する。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ －

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

建設基本構想の策
定、建設基本構想
（案）の作成を行っ
た。また、建設に利
用可能な補助金の
調査・検討を進め、
都市構造再編集中
支援事業費補助交
付金にかかる都市再
生整備計画変更案
の作成を進めた。

建設基本計画を策
定。公募型プロポ―
ザルにより、基本設
計・実施設計・工事
監理業務委託業者を
決定。庁内建設会議
やデザイン会議を開
催し、意見を反映し
ながら基本設計を進
めた。

検討が必要な事項に
ついては適宜庁内建
設推進会議に諮り検
討、決定し、建設実
施設計を進めた。

関係部署との調整を
経て、建設に係る各
工事に着工した。施
設供用開始に向けた
情報収集を進め、運
営に係る検討を深め
た。

建築・電気・空調・給
排水の4工事は3月
13日に竣工、外構工
事は3月25日に竣工
した。第2駐車場、公
用車駐車場の整備も
完了した。
全ての工事が完了
し、予定通り和7年4
月1日に供用開始し
た。
赤堀保健福祉セン
ターは利活用が決定
した。3施設は検討を
継続する。

－ － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

庁内建設推進会議
において、建設地の
決定、建設基本構想
案を作成。建設予定
地近隣住民への説
明会及び基本構想
案のパブリックコメン
ト実施。

庁内建設会議や外
部委員による公共施
設あり方検討委員会
の意見を受け、市の
方針を４箇所の保健
施設を新保健セン
ターに統合することと
し、基本計画案を作
成。その設計にあた
り、設計候補者を選
定するため、公募型
プロポ―ザルを実
施。基本設計は、庁
内の建設推進会議
や地域関係団体や
有識者によるデザイ
ン会議で協議を行い
ながら実施した。

基本設計に基づく実
施設計を行った。検
討を要する各事項に
ついては、庁内建設
推進会議に諮ること
で、協議、決定した。

建築、電気、空調、
給排水について契
約、発注手続きを経
て、7月から建設工事
を着工。定例的に監
理者、主管課・建築
課・各共同企業体と
進捗状況の確認や
細部の調整、情報共
有を行っている。ま
た、令和7年4月の供
用開始に向け、備品
業者や民間の子育
て支援運営業者、警
備委託業者、庁内関
係各課から、保健セ
ンター運用に関する
情報収集を行った。

令和5年度に引き続
き、建築・電気・空
調・給排水の工事を
行うとともに、外構工
事を着工した。本体
工事と外構工事で構
造のバランスをとる
ため、工期が延長と
なった。他に第2駐車
場・公用車駐車場の
整備を行った。
また、4箇所の保健
センターは、利活用
について庁内に諮っ
た。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

新設される公共施設
あり方検討委員会
へ、赤堀保健福祉セ
ンターを含めた適切
な運営体制について
諮り、答申を頂く。ま
た、新施設設計につ
いてプロポーザル手
続を実施し、最適な
設計者の選定を行
う。加えて、デザイン
会議を開催し、出さ
れる意見を適宜反映
させながら、新施設
基本設計を進める。
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№

・管体・土壌
調査

・目標使用年
数の検討 （経
営戦略見直
し）

② 取組項目 　上水道管路の更新

担当部課 　上下水道局上水道整備課

取組内容

　埋設から時間が経過し更新時期を迎えた水道管を、地震に強く長寿命のものに更
新することにより、地震などの災害による破損を防ぎ、安定した水道水の供給を目
指します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　高度経済成長期に整備した管路の多くが法定耐用年数を迎えますが、法定耐用年
数とは別に、実際に使用可能な更新周期（目標使用年数）を定め、事業費の平準化
を図りながら計画的な更新を行い、老朽化の抑制を図ります。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・管路更新工
事 更新工事

調査

更新周期の見直し

調査

更新工事 更新工事 更新工事 更新工事

調査
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       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

水道管の更新延長
14.4ｋｍ

耐震性能のある継手
を有する管種を採用
したことにより、地震
などの災害による破
損を防ぎ、安定した
水道水の供給に寄
与した。

水道管の更新延長
15.2ｋｍ

耐震性能のある継手
を有する管種を採用
したことにより、地震
などの災害による破
損を防ぎ、安定した
水道水の供給に寄
与した。

水道管の更新延長
16.2ｋｍ

耐震性能のある継手
を有する管種を採用
したことにより、地震
などの災害による破
損を防ぎ、安定した
水道水の供給に寄
与した。

水道管の更新延長
13.2ｋｍ

耐震性能のある継手
を有する管種を採用
したことにより、地震
などの災害による破
損を防ぎ、安定した
水道水の供給に寄
与した。

水道管の更新延長
11.5ｋｍ

耐震性能のある継手
を有する管種を採用
したことにより、地震
などの災害による破
損を防ぎ、安定した
水道水の供給に寄
与した。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

更新時期を迎えた水
道管が毎年生じるた
め、継続的に取組む
必要がある。
水道事業経営戦略
に基づき、引き続き
管路更新を推進して
いく。

更新時期を迎えた水
道管が毎年生じるた
め、継続的に取組む
必要がある。
水道事業経営戦略
に基づき、引き続き
管路更新を推進して
いく。

更新時期を迎えた水
道管が毎年生じるた
め、継続的に取組む
必要がある。
水道事業経営戦略
に基づき、引き続き
管路更新を推進して
いく。

更新時期を迎えた水
道管が毎年生じるた
め、継続的に取組む
必要がある。
水道事業経営戦略
に基づき、引き続き
管路更新を推進して
いく。

更新時期を迎えた水
道管が毎年生じるた
め、継続的に取組む
必要がある。
水道事業経営戦略
に基づき、引き続き
管路更新を推進して
いく。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

更新時期を迎えた水
道管の更新工事を
行った。

[更新前の管種]
鋳鉄管、塩化ビニル
管等

[更新後の管種]
耐震性能のある継手
を有する管（ダクタイ
ル鋳鉄管、ポリエチ
レン管）

更新時期を迎えた水
道管の更新工事を
行った。

[更新前の管種]
鋳鉄管、塩化ビニル
管等

[更新後の管種]
耐震性能のある継手
を有する管（ダクタイ
ル鋳鉄管、ポリエチ
レン管）

更新時期を迎えた水
道管の更新工事を
行った。

[更新前の管種]
鋳鉄管、塩化ビニル
管等

[更新後の管種]
耐震性能のある継手
を有する管（ダクタイ
ル鋳鉄管、ポリエチ
レン管）

－ －

更新時期を迎えた水
道管の更新工事を
行った。

[更新前の管種]
鋳鉄管、塩化ビニル
管等

[更新後の管種]
耐震性能のある継手
を有する管（ダクタイ
ル鋳鉄管、ポリエチ
レン管）

更新時期を迎えた水
道管の更新工事を
行った。

[更新前の管種]
鋳鉄管、塩化ビニル
管等

[更新後の管種]
耐震性能のある継手
を有する管（ダクタイ
ル鋳鉄管、ポリエチ
レン管）

－ － －
財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示
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№

令和6年度

・空調設備更
新工事

・総合計画計
上

・改修工事の
実施

・通年点検と
修繕

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設、設備
の老朽化に伴
う改修箇所調
査及び優先順
位決定

担当部課 　環境部環境政策課いせさき聖苑

取組内容

　いせさき聖苑は建築後３２年を経過していることから、令和２～５年度の間に大
規模改修として空調設備の更新工事を行い、令和４年度より、屋上の防水、雨水排
水など、設備の修繕や改修を計画しながら長寿命化を進め、更新費の縮減を図る施
設利用の円滑化を促進します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　令和２年度は、第1工区　聖苑西半分（全式場、告別室1、およびエントランス西
半分）、令和３年度は、第2工区　聖苑東半分（事務所部分を除く全待合室、告別
室2、およびエントランス東半分）1階機械室機器、および屋外室外機、令和４年度
は、第3工区　炉回り、炉前ホール含む2階機械室全機器、令和５年度は、第4工区
事務室廻り、2階屋上室外機、および屋上機械置場機器半分の設備更新完了。
新規に令和４年度から屋上の防水、雨水排水など、施設の老朽化度を保守点検時に
確認し、調査計画を行い更新する箇所の優先順位を決め、５年度に、総合計画計上
し、令和６年以降に長寿命化計画による設備の維持管理を目標としています。

③ 取組項目 　いせさき聖苑空調設備の更新による施設機能の維持

調査（検討、調整）

制定

（第1工区） （第2工区） （第3工区） （第4工区）

施行

施行
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4ヵ年計画の３ヵ年が
終了し、ほぼ計画通
りに進んでいる。令
和5年度（最終年）に
おいても老朽化対策
としての空調設備関
係等の更新工事を行
い、利用者の利便性
に努める。

4ヵ年計画の４ヵ年が
終了し、令和5年度
（最終年）においても
老朽化対策としての
空調設備関係等の
更新工事を行い、計
画通りに完了した。
　利用者の利便性、
快適性に努める。

今後においても、施
設の維持管理、設備
改修の更新工事等を
行い、施設の長寿命
化、利用者の利便
性、快適性に努め
る。

経年劣化による故障
や機能低下を起こし
ている空調設備の更
新工事を段階的に行
うことで、利用者に対
し、快適性の維持を
図ることができた。

経年劣化による屋根
防水、照明等の更新
工事を段階的に行
い、エントランス建具
改修工事を行ったこ
とで施設の維持、長
寿命化を図ることが
できた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

4ヵ年計画の初年度
はほぼ計画どおりに
取り組むことができ
た。令和3年度から
令和5年度にかけて
も、段階的に空調設
備の更新工事を行
い、利用者の利便性
の確保に努める。

4ヵ年計画の2ヵ年が
終了したが、計画通
りに進んでいる。令
和4年度から令和5年
度にかけて老朽化対
策として空調関係の
設備の更新工事を集
中して行い、利用者
の利便性に寄与する
よう努めていく。

○

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－

令和2年度より4ヵ年
計画で空調設備の
更新工事を行う。令
和2年度は第1工区と
していせさき聖苑の
全式場、告別室の1
部及びエントランス
の1部の工事を行っ
た。

令和3年度は利用頻
度の高い、待合室6
部屋と待合ホール及
び待合ロビーの空調
設備更新工事を行
い、照明のLED化も
行った。

令和4年度は機械室
において、経年劣化
した空調設備を全面
的に改修する工事を
行った。主にロビー・
式場・炉室・炉前・収
骨室系統を実施し
た。

令和５年度は、聖苑
の事務室及び２階屋
上機械室において、
経年劣化した空調設
備を全面的に改修す
る工事を行い、主に
事務室及び機械室
系統を実施した。
　工事は、令和５年
度で完了。.

令和6年度において
は、経年劣化した屋
根防水、エントランス
建具、照明等更新改
修工事を実施した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

経年劣化による故障
や機能低下を起こし
ている空調設備の更
新工事を段階的に行
うことで、利用者に対
し、快適性の維持を
図ることができた。

経年劣化による故障
や機能低下を起こし
ている空調設備の更
新工事と照明をLED
に交換することで、
利用者にとっての快
適性の向上を図るこ
とができた。

経年劣化による故障
や機能低下を起こし
ている空調設備の更
新工事を段階的に行
うことで、利用者に対
し、快適性の維持を
図ることができた。

○

- - - -

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -
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№

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・更新機器の
優先順位決定

・工事時期の
決定及び工事
の実施

・適切な保守
点検による設
備機器管理

・通年点検と
修繕

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度

④ 取組項目 　さかい聖苑電気機械設備の更新による施設機能の維持

担当部課 　環境部環境政策課さかい聖苑

取組内容

　さかい聖苑は平成１０年に建設され、平成１１年４月より業務を開始し、２１年
が経過しました。施設内の電気機器や機械設備の老朽化による故障のリスクが大き
いため、設備機器の更新を優先箇所から行い、施設利用の円滑化を促進します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　令和２年度は設備の老朽化度を保守点検時に確認し、更新する設備機器の優先順
位を決め、令和３年度・４年度に工事期間の決定と工事を行い、令和５年以降に保
守点検による設備の維持管理を目標としています。

優先順位決定

工事時期決定及び実施

管理

点検及び修繕
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○ ○ △ ○ ○

10年ごとに実施され
ている火葬炉の大規
模修繕の時期を迎え
ていることから令和4
年度から6年度の間
で検討する。また、経
年劣化に伴う電気及
び機械設備工事の
実施も併せて検討し
ていく。

火葬炉は、令和４年
度に１号炉の大規模
修繕が決まり、修繕
時期と火葬停止期間
の影響を踏まえ、事
前に業者に通知する
などの対策を検討し
ていく。

厳しい財政状況の
中、電気機械設備更
新工事は、令和６年
度以降に延長となっ
た。次年度以降も、
保守点検や修繕によ
り、設備機器の機能
を維持していく。ま
た、火葬炉の機能維
持のための修繕を行
う。

今後も保守点検や修
繕により設備機器の
機能を維持するとと
もに、継続的かつ安
定的な施設の維持
管理に努める。

今後も保守点検や修
繕により設備機器の
機能を維持するとと
もに、継続的かつ安
定的な施設の維持
管理に努める。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

式場系統送風機整
備工事（空調関係）
及びPAS外交換工事
（送電設備関係）を実
施し、施設機能の維
持を図った。また、将
来更新工事が必要
な優先箇所を選定
中。

空調フィルターの交
換や燃料計測機器
の修繕及び非常灯
の修繕を行い施設機
能の維持を図った。

当初の計画どおり、
令和４年度年に電気
機械設備の更新工
事は、実施できな
かったが、空調機Ｖ
ベルト交換修繕を行
い、施設機能の維持
を図った。

夏季の高温に対応
するため、冷温水発
生機の修繕を行っ
た。また、火葬炉上
の照明器具や式場
の自動扉修繕を行
い、施設機能の維持
に努めた。

聖苑の建物を維持す
るため、屋根防水改
修工事を行った。ま
た、苑内の照明器具
や玄関の非常灯修
繕を行い、施設機能
の維持に努めた。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

今年度実施した2件
の工事により施設機
能を維持することが
できた。

今年度実施した修繕
により、燃料系統の
機能維持や、非常時
の場合の避難通路
の安全確保を維持す
ることができた。

今年度実施した修繕
により、施設内の設
備機器の機能を維持
することができた。

今年度実施した設備
機器の修繕により、
火葬施設としての機
能を維持することが
できた。

今年度実施した工事
及び設備機器の修
繕により、火葬施設
としての機能を維持
することができた。
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⑸

№ 取組項目 　ＩＣＴの利活用推進

担当部課 　企画部情報政策課

取組内容

　外部委託や業務システム化などのこれまでの考え方にとらわれず、ＡＩやＲＰＡ
等を活用した定型事務等の自動化、省力化などの事務効率向上につながる新たなＩ
ＣＴの導入について、費用対効果を検証したうえで推進します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　新たなＩＣＴを活用し事務処理の改善を図るとともに、業務効率の向上及び事務
処理精度の向上を目指します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・ＩＣＴの検
討

・ＩＣＴの導
入、管理

・効果の検証

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

ＩＣＴガバナンスの強化

　ＩＣＴの進化は社会への幅広い場面で変化をもたらしています。さらなる行政事務の高度化・
効率化を推進するため、強化したＩＣＴガバナンスのもとＡＩやＲＰＡなどの新たなＩＣＴの導
入について積極的に取り組んでいきます。

①

検討 検討 検討 検討 検討

導入・管理 導入・管理 導入・管理 導入・管理導入・管理

検証 検証 検証 検証 検証
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○ ○

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・国のモデル事業「自
治体スマートプロジェ
クト」に参加し、前橋
市、高崎市、豊橋
市、岡崎市と連携し、
AI、RPA等の技術を
駆使して業務プロセ
スの団体間比較の
実証事業を行った。
・RPAソフトウェアの
独自調達を行った。

・国のモデル事業で
獲得したRPA活用の
ノウハウを活かし、情
報化推進会議や情
報化リーダー等に対
しRPAの必要性及び
導入効果について、
説明等を行った。

・RPAの活用につい
て、情報化推進会議
や電算調整WGで説明
を行う機会を設け、各
業務担当者に庁内の
RPA導入事例や導入
効果を説明した。
・導入を要望する業務
に対し、導入作業がス
ムーズに進められるよ
う作業支援を行った。
・簡易オンライン申請
ツールについて、情報
化リーダー説明会等
による庁内周知を行
い、利用促進を図っ
た。

・RPA及び簡易オン
ライン申請ツールの
活用について、デジ
タル化推進担当者会
議などで庁内の導入
事例や導入効果を説
明し、利用促進を
図った。
・生成ＡＩの導入を行
い、業務利用を開始
した。導入にあたって
は、デジタル化推進
担当を中心とした実
証実験の実施や庁
内説明会を開催し利
用方法等の庁内周
知を図った。

・RPA及び簡易オン
ライン申請ツールの
活用について、デジ
タル化推進担当者会
議などで庁内の導入
事例や導入効果を説
明した。また、新規に
導入を希望する業務
にはシナリオ作成等
の伴走支援を行っ
た。
・生成AIでは本市独
自のAIを活用した事
務の効率化に向け、
デジタル化推進担当
を中心として実証実
験を行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・市民税及び資産税
業務において、日常
業務の中で大量、定
型的な業務の洗い出
しを行い、連携自治
体において同一の
RPAプログラムを適
用して実証実験を
行った。
・実施する業務によ
るが、一定の効率
化・省力化効果が見
込めることを確認で
きた。

・市民税及び収納業
務の一部において
RPAの導入を行っ
た。ヒアリングでは、
当該業務に係る時間
外勤務の削減効果
が認められた。
・上記業務につい
て、手処理と比較し
て年間で142時間が
削減し、削減率は
41％となった。

・市民税課、収納課、
国民健康保険課、市
民課、選挙課、学校
教育課が実施する事
務の一部でRPAの導
入を行った。
・上記業務につい
て、手処理と比較し
て1,105時間の削減
効果が認められ、お
よそ96%の削減率と
なった。
・簡易オンライン申請
ツールの利用は429
件となり、およそ
2,100時間の削減効
果を見込むことがで
きた。

・RPAでは年金医療
課、商工労働課、事
務管理課が行う事務
の一部で新たに導入
を行い、全体で1,343
時間の事務時間の
削減効果が認めら
れ、およそ99.5%の削
減率となった。
・簡易オンライン申請
ツールの利用では
43,985件の申請をオ
ンラインで受付け、お
よそ2,200時間の事
務時間の削減効果を
見込むことができた。

・RPAを導入した各
業務ではシステム標
準化に対応し、これ
まで導入したRPAの
見直しを行ったことに
より、継続してRPAを
利用することが可能
となった。令和6年度
は全体で689時間の
事務時間の削減効
果であった。
・簡易オンライン申請
ツールの利用では
64,325件の申請をオ
ンラインで受付け、お
よそ2,600時間の事
務時間の削減効果を
見込むことができた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・次年度も国のモデ
ル事業「自治体ス
マートプロジェクト」へ
の参加を計画してい
る。
・当年度実施したモ
デル事業で蓄積した
経験、ノウハウを庁
内に横展開する手法
等について検討を行
う。

・RPAの導入効果は
認められたことから、
今回の成功事例を
ベースとして、他部
署へ波及させる取り
組みを行っていく。

・RPAについて、新規
部署への導入に向
けた取り組み、導入
済み部署への適用
事務の拡大に向けた
取り組みを進めてい
く。また、導入部署を
起点とした他部署へ
の波及が進むよう、
効果的な手法を検討
する。

・RPAについては、新
規部署への導入に
向けた取り組みを継
続して実施するととも
に、OCRの導入を行
い、紙ベースの業務
についてもRPAの効
果的な導入が進むよ
う取り組みを進める。
・生成AIの業務利用
について、庁内の活
用事例を周知する
等、幅広く業務で活
用できるようにするた
めの検討を行う。

・簡易オンライン申請
ツールについて、こ
れまで対応できな
かった案件にも利用
できるよう、新たな機
能を導入し、庁内周
知や活用支援の取
組みを継続して実施
する。
・生成AIについて、独
自AIの実証実験を進
め、庁内での活用に
向けて取り組む。
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№ ② 取組項目 議会活動におけるＩＣＴ活用事業

担当部課 議会事務局庶務課、議事調査課

取組内容

　ＬＴＥ契約のタブレット型情報端末を導入し、議員と事務局との情報伝達やスケ
ジュール管理、文書共有システムによる文書管理の効率化とペーパーレス化を推進
します。

5年後までの目標
（目指すべき姿）

情報共有のスピード化などの効率的かつ効果的な議会運営や議員活動の更なる充実
を目指します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・タブレット
端末等の導入
検討

・タブレット
端末の導入

・文書共有シ
ステムの導入

・タブレット
端末等の活用

導入の検討

導入

導入

活用
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

タブレット端末に関す
る規程の策定に向け
調整を行う。また、タ
ブレット端末導入に
向けた各種調整を行
う。今後は、活用方
法についても、検討・
研究を進める。

定例会、委員会等に
おいて、ﾃﾞｰﾀによる
資料配付を更に進め
るとともに、その他活
用方法についても、
検討・研究を進める。

・タブレット端末のＬＴ
Ｅ３年契約が令和７
年６月に満了するこ
とに伴い、令和６年
度に契約内容の検
証を行い、調査・研
究し、令和７年度予
算に反映させる。
・感染症や災害等に
備えて、オンライン会
議による委員会の開
催が出来るよう、タブ
レット端末の活用方
法の検討を進める。
・議場における電源
確保の検討

・オンライン会議を実
際に行う際に必要と
なる申し合わせ及び
操作マニュアルの作
成に向け、検討を進
める。
・市長提出の議案の
データ化への対応を
進める。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

各会派より選考され
た議員１１人による
伊勢崎市議会タブ
レット端末導入検討
会を計９回開催し、
導入について検討を
重ねた後、検討結果
報告書を、議会運営
委員会に提出した。

・伊勢崎市議会ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末
の管理等に関する規程を
策定した。
・LTE3年契約で議員30台、
事務局6台、執行5台の計
41台のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を導入し
た。
・ﾁｬｯﾄｱﾌﾟﾘ及び文書管理ｼ
ｽﾃﾑを導入した。
・議員に対する情報提供ｽ
ｷｰﾑを執行と調整し変更し
た。
・議員へ配付する通知や資
料をﾃﾞｰﾀによる配信に変更
するとともに、ﾀﾌﾞﾚｯﾄを活用
した委員会運営によりﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾚｽを推進した。
・議長公務のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理
を共有化した。

・情報提供のスキーム
について、現状の検証
を行った結果、改善す
べき課題があったた
め、総務部総務課と協
議し、見直しを依頼し
た。また、議会事務局
からも情報提供につい
ての注意点をガルーン
で周知するとともに実
績を報告した。
・紙冊子で配付していた
会議録をタブレットでの
配信とした。
・議案付託表、陳情送
付表及び請願文書表を
タブレットでの配信とし
た。

・新年度予算要求時
に、導入から３年が
経過したタブレット端
末の入れ替えや料
金プランについて、
県内及び同規模自
治体の状況を調査し
た。
・オンライン会議によ
る委員会を開催でき
るよう議会改革推進
特別委員会で協議を
行った。また、機器の
整備及び動作確認を
行った。
・議員提出議案をタ
ブレット端末での配
信とした。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

議会運営委員会に
おいてタブレット端末
の導入が決定された
後、使用ソフト及びタ
ブレット端末・付属品
の選定並びに契約
方法、契約期間及び
導入台数の検討を
し、その結果に基づ
き、令和４年度予算
要求を行い、財源を
確保することができ
た。

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末導入に伴い、
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽの推進及び事務
処理の効率化が図れた。ま
た、情報提供については、
ﾁｬｯﾄｱﾌﾟﾘをﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末と議
員の携帯電話にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
することにより、どこにいて
も情報提供を受信できるよ
うになった。
<ﾍﾟｰﾊﾟｰ削減実績>
情報提供：251件
　　　　　 　25,736枚
本会議、委員会における配
付資料：6,741枚
計画等策定の情報提供：
19,523枚
例月出納検査結果等の報
告：3,645枚
合計　55,645枚

情報提供スキームの
見直し及び周知によ
り、事務処理の効率
化が図れた。

<ﾍﾟｰﾊﾟｰ削減実績>
情報提供：308件
　　　　　 　26,580枚
本会議、委員会にお
ける配付資料：7,415
枚
計画等策定の情報
提供：30,960枚
例月出納検査結果
等の報告：14,334枚

合計　79,289枚

・検討の結果、タブレッ
ト端末の継続使用及び
料金プランの継続契約
をすることとした。
・オンライン会議による
委員会に係る委員会条
例及び会議規則の改正
を行った。

<ﾍﾟｰﾊﾟｰ削減実績>
情報提供：
342件　41,100枚
本会議、委員会におけ
る配付資料：8,082枚
計画等策定の情報提
供：26,370枚
例月出納検査結果等
の報告：14,985枚

合計　90,537枚

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － －
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⑹

№

担当部課 　企画部情報政策課

取組内容
　教育研修による職員のセキュリティ意識の向上、最適なセキュリティシステムの
構築等により、情報セキュリティを適正に管理します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

令和4年度 令和5年度

・組織全体の情報リテラシー向上
・最適なネットワーク及びセキュリティシステムの構築、維持
・情報漏えい対策の徹底
・効率的で効果的な情報システムの運用
・内部監査の実施、外部監査の実施

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

情報セキュリティの適正管理

　市が保有する個人情報や情報機器等の情報資産を適正に保護・管理するため、マイナンバー法
や個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー等に基づき、情報保護対策の強化に引き続き努
めています。
　技術の発展に適した情報機器の検討や管理体制の見直し、教育研修による職員の意識向上を図
り、組織全体として情報セキュリティを管理します。

① 取組項目 　情報セキュリティの適正管理

令和6年度

・情報セキュ
リティポリ
シーの見直し

・ネットワー
ク基盤構築

・情報リテラ
シー向上

・セキュリ
ティ監査の実
施

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度

管理

見直し 見直し 見直し 見直し 見直し

検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施

実施 実施 実施 実施 実施

管理 管理 管理 管理
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・伊勢崎市情報セキュ
リティポリシーの見直
しのため、デジタル化
推進担当から意見聴
取を行ったうえでデジ
タル化推進本部の了
承を得た。
・デジタル化推進会議
を定期開催し、庁内課
題の解決に向けた取
り組みを行った。
・eラーニング研修の
ほか、群馬県警察本
部等と連携した標的
型メール攻撃の模擬
訓練を実施した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・R4年度より稼働する
次期群馬自治体情報
セキュリティクラウド
の移行も視野に入れ
た本市の情報セキュ
リティポリシーの改定
について検討を行っ
ている。
・警察組織とのメール
訓練は初の試みであ
り、小規模実施とし
た。また、情報化推進
会議及びｅラーニング
研修を通じ、職員のＩ
CT利活用やセキュリ
ティ意識の喚起に努
められた。

・伊勢崎市情報セ
キュリティポリシーの
見直しを図った。（令
和4年4月1日施行）
・警察組織とのメー
ル訓練は前年度より
対象を拡大して実施
した。また、情報化推
進会議、ｅラーニング
研修、階層別研修を
通じ、ＩCT利活用やセ
キュリティに係る職員
の意識向上に努め
た。

・伊勢崎市情報セキュ
リティポリシーの見直
しを図った。（令和5年
4月1日施行）
・第2期群馬自治体情
報セキュリティクラウド
への移行を完了した。
・InternetExplore11の
ChromeまたはEdgeへ
の環境移行を完了し
た。
・情報セキュリティ研
修や情報セキュリティ
ニュースの定期配信
を行い、ＩCT利活用や
セキュリティに係る職
員の意識向上に努め
た。

・伊勢崎市情報セ
キュリティポリシーの
見直しを図った。（令
和6年4月1日施行）
・警察を講師に招き、
サイバー犯罪につい
ての研修会を実施し
た。また、eラーニン
グ研修や情報セキュ
リティニュースの定期
配信を行い、ＩCT利
活用やセキュリティ
に係る職員の意識向
上に努めた。

・伊勢崎市情報セ
キュリティポリシーの
見直しを図った。（令
和7年4月1日施行）
・eラーニング研修や
情報セキュリティ
ニュースの定期配信
を行い、ＩCT利活用
やセキュリティに係る
職員の意識向上に
努めた。
・業務用パソコンの
更改を実施し、最新
のOSである
Windows11を導入し
た。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○

・令和5年3月にセ
キュリティポリシーの
ガイドラインが改定さ
れており、適正なセ
キュリテイポリシーの
改定と運用を行って
いく。
・eラーニングや定期
的なセキュリティ
ニュースの配信によ
り、継続した意識喚
起を行い、各職員の
セキュリティ意識向
上を図っていく。

・ネットワークの3層
の対策について、国
より新たなモデルが
示されるという情報も
出ており、本市に最
適な環境を検討して
いくことが必要である
ため、引き続き検討
を進める。
・警察との連携によ
る研修会の開催やe
ラーニング研修の実
施、定期的なセキュ
リティニュースの配信
により、継続した意
識喚起を行い、各職
員のセキュリティ意
識向上を図っていく。

・3層の対策につい
て、国より新たなモデ
ルが示されており、本
市にとって最適な環
境の検討を引き続き
進める。
・eラーニング研修の
実施、定期的なセ
キュリティニュースの
配信により、継続した
意識喚起を行い、各
職員のセキュリティ意
識向上を図っていく。
・Winodws10のサポー
ト期限が令和7年10
月であるため、庁内
パソコンの更改を引
き続き進めていく。

○

－ － － －
財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－

・伊勢崎市情報セ
キュリティポリシーの
見直しのため、改正
概要について情報化
リーダーから意見聴
取を行ったうえで行
政情報化推進委員
会の了承を得た。
・ｅラーニングのほ
か、群馬県警察本部
等と連携した標的型
メール攻撃の模擬訓
練を実施した。
・情報化リーダーで
構成する情報化推進
会議を開催した。

・伊勢崎市情報セキュ
リティポリシーの見直
しのため、改正概要に
ついて情報化リーダー
から意見聴取を行った
うえで行政情報化推
進委員会の了承を得
た。
・情報化リーダーで構
成する情報化推進会
議の定期開催を行
い、庁内課題の解決
に向けて継続的な議
論を実施した。
・eラーニング研修の
ほか、情報セキュリ
ティ研修会を開催し
た。

・伊勢崎市情報セキュ
リティポリシーの見直
しのため、改正概要に
ついてデジタル化推
進担当から意見聴取
を行ったうえでデジタ
ル化推進本部の了承
を得た。
・デジタル化推進会議
を定期開催し、庁内課
題の解決に向けて継
続的な議論を実施し
た。
・eラーニング研修の
ほか、群馬県警を講
師に招きセキュリティ
研修会を開催した。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・ネットワーク強靭化
対策の見直しを踏ま
えた国の情報セキュ
リティポリシーガイド
ラインの改定が行わ
れ、これに関連する
情報収集を行った。
・ｅラーニングのほ
か、群馬県警察本部
等と連携した標的型
メール攻撃の模擬訓
練を実施した。
・情報化リーダーで
構成する情報化推進
会議を開催した。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・情報セキュリティの
適正管理には、職員
一人ひとりの情報リ
テラシー向上が不可
欠であるため、警察
との合同訓練、情報
化推進会議、eラーニ
ング等を継続実施に
より、粘り強く取り組
んでいく。
・次期群馬自治体情
報セキュリティクラウ
ドへの移行に向けた
庁内セキュリティ実
施手順の変化点の
整理及び検討を行
う。

・コンピューターウィ
ルス(emotet)の影響
は著しく、技術的な
対応には限界があ
り、予防には各職員
の意識向上が重要と
なる。引き続き、警察
機関との連携や、e
ラーニング等に取り
組んでいく。
・令和4年4月より第2
期群馬自治体情報
セキュリティクラウド
へ移行する。引き続
きユーザが円滑に業
務利用できるよう、適
宜情報提供等を行っ
ていく。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －
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⑺

№

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

環境に配慮した行政運営の推進

　環境にやさしい社会を実現するためには、市民、事業者、行政が一体となって様々な環境政策
を展開していく必要があります。自然環境との共生に配慮した持続的発展が可能な社会の実現を
目指し、省資源・省エネルギー、グリーン購入の推進など環境負荷の低減と、職員一人ひとりの
環境保全への意識啓発と効率的な事務執行が図れるよう取り組みを実施していきます。

① 取組項目 　温室効果ガスの排出削減

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　電気やガソリン等化石燃料の使用量の削減、グリーン購入等の推進、施設等の改
修に伴う省エネルギーの推進をすることで、温室効果ガスの削減を目指します。

令和6年度

・電気使用量
の削減

・ガソリン等
使用量の削減

・グリーン購
入等の推進

・施設等の改
修に伴う省エ
ネルギーの推
進

・地球温暖化
対策実行計画
（事務事業
編）の見直し

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　環境部GX推進課

取組内容 　本市の事務・事業からの温室効果ガス排出量を削減します。

実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

計画の見直し
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　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ◎ ◎ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

新たな実行計画（事
務事業編）により、現
状認識、目標内容、
取組の基本方針及
び具体的な取組を職
員一人ひとりに周知
し、全庁を挙げて地
球温暖化対策を推進
していく。

引き続き、実行計画
（事務事業編）を職員
に周知し、全庁で地
球温暖化対策を推進
しなければならない。
特に電気や燃料使
用量、一般廃棄物中
の廃プラスチックの
削減が温室効果ガス
の排出抑制に大きく
繋がるため、重点的
に取り組む必要があ
る。

温室効果ガス排出量
が減少したのは、一
般廃棄物中の廃プラ
スチック割合が減少
したことと電力会社
の排出係数が減少し
たことが主な要因で
あり、活動量が減少
しているわけではな
い。電気の使用量と
いった活動量を減ら
していく必要があり、
新たに庁内検討部会
を設置して全庁的な
取組を進めていく。

太陽光発電設備及び
ＬＥＤ化について、
2030年度までに方針
を達成できるよう全庁
的に取り組んでいく。
伊勢崎市公用車への
次世代自動車導入計
画に基づき、引き続き
次世代自動車の導入
に取り組んでいく。
令和7年度の地球温
暖化対策実行計画
（事務事業編）の見直
しに向けて、来年度か
ら準備を進めて行く。

引き続き、太陽光発電
設備及びＬＥＤ化につい
て、2030年度までに方
針を達成できるよう全
庁的に取り組んでいくと
ともに、伊勢崎市公用
車への次世代自動車
導入計画に基づき、次
世代自動車の導入に取
り組んでいく。
ＲＣ２１発電電力・地産
地消プロジェクトが開始
されたのち、対象施設
を増やす取組を進め
る。第４次伊勢崎市地
球温暖化対策実行計
画（事務事業編）の策
定を行う。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

伊勢崎市地球温暖
化対策庁内検討部
会を設置し、全庁
横断的な地球温暖
化対策の仕組みを
導入した。
伊勢崎市次世代自
動車導入計画に基
づき、計画的な次
世代自動車の導入
に取組んだ。
全庁的に省エネや
エコドライブの要請
を行った。

ＧＸ推進課を新設し、
全庁的にいせさきＧ
Ｘを更に推進した。伊
勢崎市地球温暖化
対策庁内検討部会を
引き続き開催し、全
庁横断的な地球温
暖化対策について議
論した。
伊勢崎市次世代自
動車導入計画に基
づき、計画的な次世
代自動車の導入に
取組んだ。
全庁的に省エネやエ
コドライブの要請を
行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

二酸化炭素に換算し
た直近の温室効果ガ
スの総排出量は令
和元年度で、53,721ｔ
-CO2であった。
省エネの実践に伴う
電気使用量の減少
や廃プラスチックの
焼却の削減、化石燃
料使用量の削減など
により、温室効果ガ
スの総排出量を削減
することができた。

二酸化炭素に換算し
た直近の温室効果ガ
スの総排出量は令
和2年度で、55,038ｔ-
CO2であった。
前年度より若干増加
し、令和2年度の計
画目標値に対し、
0.7％増加となったも
のの、基準年度に比
べ電気及び燃料使
用の削減などによ
り、温室効果ガスの
総排出量を削減する
ことができた。

二酸化炭素に換算し
た直近の温室効果ガ
スの総排出量は令
和3年度で、50,480ｔ-
CO2であった。
前年度より減少し、
中期目標値（令和7
年度値）である
53,614ｔ-CO2を下回
り、中期目標を達成
することができた。

二酸化炭素に換算した
直近の温室効果ガスの
総排出量は令和4年度
で、48,005ｔ-CO2であ
り、中期目標値（令和7
年度53614t-CO2）を下
回ることができた。
庁内検討部会におい
て、「2030年度までに公
共施設の50％以上に太
陽光発電設備の導入」
及び「2030年度までに
公共施設の100％ＬＥＤ
化」の方針を定めた。
今年度電気自動車を2
台導入した。

二酸化炭素に換算した
直近の温室効果ガスの
総排出量は令和５年度
で、54,701ｔ-CO2であ
り、中期目標値（令和7
年度53,614t-CO2）を上
回る結果となった。
庁内検討部会におい
て、「エネルギー地産地
消」の取組である「ＲＣ２
１発電電力・地産地消
プロジェクト」を実施す
る方針が決定され準備
を進めた。
今年度電気自動車を6
台導入した。

地球温暖化対策とし
て、新たにエコドライ
ブステッカーを作成し
本庁、各支所等に配
布し、職員にエコドラ
イブの実施を促し
た。
特に電力消費の多
い夏季及び冬季にお
いて、電気、ガソリ
ン・軽油、紙類使用
量の削減やごみの
削減・再資源化への
取組について職員に
周知を行った。

今年度、運輸部門に
おける温室効果ガス
削減のために、「伊
勢崎市公用車への
次世代自動車導入
計画」を策定し、公用
車への買い替え等の
取組を強化した。ま
た、前年度に引き続
き、電力消費の多い
夏季及び冬季におい
て節電などの省エネ
の要請を職員に行っ
た。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

国の地球温暖化対
策実行計画や前計
画の進捗状況を踏ま
えつつ数値目標等を
再度見直し、本市で
実施する事務事業に
伴い排出される温室
効果ガスを抑制する
ため「第３次伊勢崎
市地球温暖化対策
実行計画（事務事業
編）」を策定した。令
和７年度までに温室
効果ガスを基準年度
（平成25年度）と比較
して13.7％削減する
新たな目標を設定し
た。
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№

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・照明設備LED
化工事

・対象施設の
検討

② 取組項目 　照明設備LED化事業

担当部課 　健康推進部スポーツ振興課

取組内容

　国際条約「水銀に関する水俣条約」が、令和２年に発行されることにより、現在
使用しているランプが今後入手困難になることが見込まれること及び設備の長寿命
化や経費節減のため、老朽化している照明設備のLED化を実施します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　令和２年度に第二市民体育館照明灯改修工事を実施し、他の運動施設についても
経費や老朽具合に応じ順次改修工事を実施します。

取
組
工
程

・第二市民体育館
照明灯改修

・伊勢崎市庭球場
照明灯改修工事

・あずま総合運動
場照明設備改修工
事

・伊勢崎市野球場
照明灯改修工事

１施設 ２施設 １施設

検討 検討 検討 検討 検討
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令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・第二市民体育館ア
リーナ照明器具79基
について、水銀灯・メ
タルハライド器具を
撤去しLED器具へ交
換した。

・当初の計画どおり、
令和３年度に伊勢崎
市庭球場及び伊勢
崎市野球場照明灯
改修工事は実施でき
なかったが、現時点
における緊急性等を
考慮した施設整備を
検討することができ
た。

・当初の計画を変更
し、赤堀体育館ア
リーナ照明器具25基
をLED器具へ交換し
た。

・境体育館アリーナ
照明器具56基をLED
器具へ交換した。

・境武道館の照明器
具36基をLED器具へ
交換した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・消費電力１基あたり
約360ｗ～400ｗが、
約130ｗに減少。照
度も体育館中央にて
7801ｘが8321ｘに上
昇。また、光源の寿
命も約18000時間か
ら60000時間となり、
経費節減や設備の
長寿命化を図れた。

・本事業において、
令和２年度に実施し
た第二市民体育館
照明灯の改修につい
ては、年度末の竣工
であったため、継続
した効果として、令和
３年度からの照度の
上昇による利用者の
利便性の向上が図
れている。

・消費電力１基あたり
約360ｗ～400ｗが約
130ｗに減少し、平均
照度も298ｌｘが364ｌｘ
に上昇した。また、光
源の寿命も約18000
時間から60000時間
となり、経費節減や
設備の長寿命化を図
れた。

・消費電力１基あたり
約360ｗ～400ｗが約
83.6ｗに減少し、平均
照度も283ｌｘが815ｌｘ
に上昇した。また、光
源の寿命も約18000
時間から60000時間
となり、経費節減や
設備の長寿命化を図
れた。

・消費電力１基あたり
約360ｗ～400ｗが約
103ｗに減少し、平均
照度も208ｌｘが685ｌｘ
に上昇した。また、光
源の寿命も約18000
時間から60000時間
となり、経費節減や
設備の長寿命化を図
れた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ △ ○ ○ ○

令和2年度

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

次年度以降も継続し
ていき、外体育施設
についても導入する
方向で検討していく。

・厳しい財政状況の
中、次年度以降も工
事費等を考慮しなが
ら、限られた予算の
中で、緊急性等を考
慮した優先的な施設
から照明設備LED化
を実施し、更なる利
用者の利便性の向
上及び環境に配慮し
た行政運営の推進に
努めていく。

・厳しい財政状況の
中、次年度以降も工
事費等を考慮しなが
ら、限られた予算の
中で、緊急性等を考
慮した優先的な施設
から照明設備LED化
を実施し、更なる利
用者の利便性の向
上及び環境に配慮し
た行政運営の推進に
努めていく。

・厳しい財政状況の
中、次年度以降も工
事費等を考慮しなが
ら、限られた予算の
中で、緊急性等を考
慮した優先的な施設
から照明設備LED化
を実施し、更なる利
用者の利便性の向
上及び環境に配慮し
た行政運営の推進に
努めていく。

・厳しい財政状況の
中、次年度以降も工
事費等を考慮しなが
ら、限られた予算の
中で、緊急性等を考
慮した優先的な施設
から照明設備LED化
を実施し、更なる利
用者の利便性の向
上及び環境に配慮し
た行政運営の推進に
努めていく。
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⑻

№

担当部課 　環境部資源循環課

取組内容

　ごみの発生を抑制し分別意識の向上を図るため、ごみ分別辞典やごみ出しカレン
ダーなどのリーフレット等を作成し、毎戸配布を行い市民に周知を図ります。
　また、ごみの減量化や再資源化について理解を得るため、市ホームページ及びご
み分別アプリ等を活用した情報発信、市職員の出前講座による周知を図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市民に分別収集方法を周知し、ごみ分別の徹底とリサイクル意識の向上を図り、
ごみの減量と再資源化を推進します。

【指標・目標値】
　　リサイクル率　　　２５．０％（令和６年度）
　　ごみの排出量　７０，０００ｔ（令和６年度）
　　１人１日あたりのごみの排出量　９００ｇ（令和６年度）

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　市民、事業者と協力して、ごみの発生を抑制し、ごみの減量化や再資源化を推進するとともに
ごみの適正処理を行い、環境負荷を低減した循環型社会の形成を推進します。

① 取組項目 　分別収集方法の周知

令和6年度

・リーフレッ
トの配布

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

循環型社会の形成

・ごみ分別辞
典の配布

・出前講座の
実施

作成・配布

作成・配布 作成・配布 作成・配布 作成・配布 作成・配布

実施 実施 実施 実施 実施
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

　新聞や雑誌の発行
減や容器の軽量化、
資源の店頭回収など
の影響もあり、資源
物の回収量が延びな
かった。
　今後もリユース食
器貸出事業、資源や
集団回収奨励事業、
枝葉破砕機や生ご
み処理器購入費助
成事業などの周知、
ごみ分別アプリや分
別ガイドブックなどの
活用促進に努め、資
源とごみの分別によ
る更なるごみ減量と
再資源化を図る。

コロナウィルスの感染
拡大による巣ごもり需
要の影響で飲食店のテ
イクアウトが急速に拡
大したことなどから、弁
当容器等のプラスチッ
ク製容器包装の回収量
が増加した。また、令和
３年９月には全行政区
を対象に、区独自の資
源回収活動に関するア
ンケート調査を実施、各
区の取り組みの好事例
を吸い上げ集計結果を
通知し、今後の啓発活
動で活用してもらい町
内資源回収活動がより
活性化するように働き
かけ、ごみの減量と再
資源化を図る。

リサイクル率向上の
ため、行政区等に出
向き,出前講座などで
資源の再資源化を積
極的に推進していき
たい。また、リユース
食器貸出事業、町内
資源回収や集団回
収奨励事業、枝葉破
砕機や生ごみ処理
器購入費助成事業
などの周知を行い更
なるごみ減量と再資
源化を図る。

ごみ分別アプリの外
国語対応の実施や
外国人向けの出前
講座に取り組むこと
で分別意識の普及
啓発に取り組むとと
もに、リユース食器
貸出事業をはじめと
した施策により、ごみ
の発生抑制と市民の
リユース意識向上に
取り組む。また、生ご
み処理器等の購入
費助成事業の利用
促進により、更なる
ごみの減量化と再資
源化を図る。

外国人向けの出前講
座に取り組むことで分
別意識の普及啓発に
取り組むとともに、リ
ユース食器貸出事業
をはじめとした施策に
より、ごみの発生抑制
と市民のリユース意識
向上に取り組む。ま
た、生ごみ処理器等
の購入費助成事業の
利用促進、町内資源
回収奨励金事業、集
団回収奨励事業によ
り、ごみの減量化と再
資源化を図る。更に、
赤堀地区のプラスチッ
ク製容器包装分別収
集を開始することによ
り、更なるごみの減量
化と再資源化を図る。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

- - - - -

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

- - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

　ごみ分別アプリ、市広
報紙及びホームページ
等による情報発信を行
うとともに、資源とごみ
の分別ガイドブックや収
集カレンダーを作成し、
３月に毎戸配布を行い
分別や収集方法の周
知を図った。
　また、コロナ禍であっ
たが市内の公立高等学
校の事務長を対象に市
職員出前講座を行うと
ともに、在校生への分
別啓発について協力依
頼を行った。

　ごみ分別アプリ、市広
報紙及びホームページ
等による情報発信を引
続き行うとともに、家庭
の資源とごみの収集カ
レンダーを作成、3月に
毎戸配布を行い分別方
法等の周知を図った。
また、消費生活センター
と共催事業として、放課
後子ども教室における
消費者教育の出前授
業の中で職員を派遣、
ごみの減量と再資源化
の啓発活動を行った。

　ごみ分別アプリ、市広
報紙及びホームページ
等による情報発信を引
続き行うとともに、家庭
の資源とごみの収集カ
レンダーを作成、裏面
に家庭の資源とごみの
分け方と出し方を掲載
し、3月に毎戸配布を行
い更なる分別方法等の
周知を図った。また、消
費生活センターと共催
事業として、放課後子ど
も教室での出前授業や
国際課と連携を図り外
国人向けの出前講座を
行い、ごみの減量と再
資源化に取り組んだ。

　ごみ分別アプリ、市広
報紙及びホームページ
等による情報発信を引
続き行うとともに、家庭
の資源とごみの収集カ
レンダーを作成、3月に
毎戸配布を行い分別方
法等の周知を図った。
また、消費生活センター
及び国際課と連携を図
り、放課後子ども教室
における消費者教育の
出前授業や外国人生
活オリエンテーションの
中で職員を派遣し、ご
みの減量と再資源化の
啓発活動を行った。

　ごみ分別アプリ、市広
報紙及びホームページ
等による情報発信を引
続き行うとともに、家庭
の資源とごみの収集カ
レンダーを作成、3月に
毎戸配布を行い分別方
法等の周知を図った。
　ごみ分別アプリについ
ては、外国語（６か国
語）に対応することで、
外国人への周知啓発
の強化を図った。更に、
赤堀地区のプラスチッ
ク製容器包装分別収集
開始に向け、リーフレッ
トを毎戸配布し、周知を
行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

枝葉破砕機購入費助
成件数は48件、生ごみ
処理器購入費助成件
数は78件、リユース食
器貸出件数はコロナ禍
のため6件であった。
　ごみ分別アプリの利
用件数は、３月末現在
で登録が3,873件、アク
セス数が190,492件で順
調に推移している。
直近実績値(R1年度)
・リサイクル率10.7％
・ごみ排出量75,944t
・1人1日当たりのごみ
排出量973g

枝葉破砕機購入費助
成件数は前年と同数の
48件、生ごみ処理器購
入費助成件数は予算を
補正し111件、リユース
食器貸出件数はR3年
度もコロナ禍のため2件
であった。
　ごみ分別アプリの利
用件数は、３月末現在
で登録が4,278件、アク
セス数が232,907件で順
調に推移している。
直近実績値(R2年度)
・リサイクル率10.5％
・ごみ排出量76,524t
・1人1日当たりのごみ
排出量983g

枝葉破砕機購入費助
成件数は48件、生ご
み処理器購入費助成
件数は91件、リユー
ス食器貸出件数6件
でした。
　ごみ分別アプリの利
用件数は、３月末現
在で登録が3,623件、
アクセス数が247,362
件で順調に推移して
いる。
直近実績値(R3年度)
・リサイクル率10.1％
・ごみ排出量74,018t
・1人1日当たりのごみ
排出量954g

枝葉破砕機購入費助
成件数は61件、生ご
み処理器購入費助成
件数は97件、リユース
食器貸出件数27件で
昨年度より大幅に増
加した。
　ごみ分別アプリの利
用件数は、３月末現在
で新規登録が3,439
件、アクセス数が
268,092件で順調に推
移している。
直近実績値(R4年度)
・リサイクル率10.0％
・ごみ排出量72,305t
・1人1日当たりのごみ
排出量933g

枝葉破砕機購入費助
成件数は53件、生ご
み処理器購入費助成
件数は86件、リユース
食器貸出件数53件で
昨年度より大幅に増
加した。
　ごみ分別アプリの利
用件数は、３月末現在
で新規登録が3,420
件、アクセス数が
285,078件で順調に推
移している。
直近実績値(R5年度)
・リサイクル率10.1％
・ごみ排出量71,312t
・1人1日当たりのごみ
排出量917g

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○

-
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⑼

№

令和3年度 令和4年度 令和5年度

　市民、事業者、行政等が連携して、本市地域の温室効果ガス排出の削減のため策定した「伊勢
崎市地球温暖化対策実行計画」に基づき、再生可能エネルギーの利用促進、省エネ型ライフスタ
イルの実践、低炭素型のまちづくりの推進などの施策を展開します。

① 取組項目 　地球温暖化対策推進事業

担当部課 　環境部GX推進課

・地球温暖化
対策実行計画
（区域施策
編）の見直し

重点項目　１　効率的で効果的な行政運営

地球温暖化防止への取り組みの推進

取組内容

　平成２３年３月に策定した「地球温暖化対策実行計画」や改正省エネルギー法に
基づくエネルギー使用量の削減計画と連動し、温室効果ガスの排出抑制に向けた取
り組みとして太陽光発電等の新エネルギーの活用など、効果的な地球温暖化対策を
進めます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　エコドライブステッカー及び温暖化対策啓発用品の配布を行い、地球温暖化防止
の継続的な啓発を行うことで、温室効果ガス排出量の削減を目指します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和6年度

・エコドライ
ブステッカー
の配布

・地球温暖化
対策啓発用品
配布

実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施

計画の見直し
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－ - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

市民・事業者アン
ケートや意見公募の
実施、環境審議会の
開催を経て、前計画
の見直しを行い、「第
２次地球温暖化対策
実行計画（区域施策
編）」を策定した。
環境省の推進する国
民運動「クールチョイ
ス」に賛同登録し、市
HPで周知するととも
に家庭でできる省エ
ネ活動についての内
容を更新した。エコド
ライブステッカーを新
たに作成した。

温室効果ガス排出抑
制に向けた取り組み
として、環境の日パ
ネル展や環境フェス
ティバルを開催し、省
エネ意識の啓発、エ
コドライブステッカー
及び地球温暖化対
策啓発用品の配布を
行うとともに、同フェ
スティバルでは、走
行中に二酸化炭素を
排出しない電気自動
車の普及啓発のた
め、展示説明を行っ
た。

本市における地球温
暖化対策の推進のた
め、「伊勢崎市地球温
暖化対策市民協議
会」を立ち上げ具体的
な取組について協議
を重ね、幼少期の環
境教育に関する意見
をいただいた。また、
前年度に引き続き、啓
発イベントを開催し、
啓発用品の配布を行
うとともに、省エネ意
識の啓発や走行中に
二酸化炭素を排出し
ない電気自動車の普
及啓発のための展示
説明を行った。

伊勢崎市地球温暖
化対策市民協議会を
引き続き開催すると
ともに、新規事業とし
て親子環境教室を実
施した。
イベントや出前講座
などで地球温暖化対
策について啓発を行
い、啓発用品の配布
を行った。
事業者と脱炭素化に
係る連携協定を締結
し、地域の脱炭素化
に係る取組について
検討を進めている。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

伊勢崎市地球温暖化
対策市民協議会の活
動を広げ、いせさきＧＸ
を更に推進できるよう名
称を伊勢崎市いせさき
ＧＸ推進市民協議会に
変更するとともに、全３
回会議を開催し、親子
環境教室、環境フェア
などに参加した。
イベントや出前講座な
どで、いせさきＧＸ及び
地球温暖化対策につい
て啓発を行い、啓発用
品の配布を行った。
事業者と脱炭素化に係
る連携協定を締結し、
地域の脱炭素化に係る
取組について検討を進
めている。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

市全体から排出され
る二酸化炭素に換算
した直近の温室効果
ガスの総排出量は平
成30年度、1,640千t-
CO2で基準年度（平
成25年度）以下かつ
前年度より削減と
なった。

環境の日パネル展に
100人以上の来場、
環境フェスティバル
には6,000人が来場
し、環境意識の向上
に資することができ
た。
市全体から排出され
る二酸化炭素に換算
した直近の温室効果
ガスの総排出量は令
和元年度、1,514千t-
CO2で基準年度（平
成25年度）以下かつ
前年度より削減と
なった。

市全体から排出され
る二酸化炭素に換算
した直近の温室効果
ガスの総排出量は令
和２年度、1,491千t-
CO2で基準年度（平
成25年度）以下かつ
前年度より削減と
なった。
例年開催していた環
境フェスティバルは、
緑化イベントと統合し
て「花と緑と環境フェ
ア」として開催し、
10,000人が来場した
ことになっている。

市全体から排出される二酸化
炭素に換算した直近の温室
効果ガスの総排出量は令和3
年度、1,520千t-CO2で基準
年度（平成25年度）以下で
あった。
伊勢崎市地球温暖化対策市
民協議会の会議を2回開催
し、課題の洗い出しなどを
行った。
親子環境教室を4回開催し、
32組77人の児童と保護者が
参加し、地球温暖化対策など
について学んだ。
イベント等でエコドライブス
テッカーを232枚、グリーン
カーテン用種子を5,000袋、水
切りダイエットを202個配布し
た。
民間事業者と地域の脱炭素
に係る連携協定を2件締結で
きた。

市全体から排出される二酸
化炭素に換算した直近の
温室効果ガスの総排出量
は令和4年度、1,526千t-
CO2で基準年度（平成25年
度）以下であった。
伊勢崎市いせさきＧＸ推進
市民協議会の会議を３回開
催し、３年間の活動実績を
纏めた。
親子環境教室を4回開催
し、28組64人の児童と保護
者が参加し、地球温暖化対
策などについて学んだ。
イベント等でエコドライブス
テッカーを455枚、グリーン
カーテン用種子を5,000袋、
水切りダイエットを222個配
布した。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ◎ ◎

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

今後の地球温暖化
対策に関わる国の動
向や関係計画、技術
開発など社会情勢を
踏まえ、本市ででき
る地球温暖化対策に
取り組んでいく。

今後の地球温暖化
対策に関わる国の動
向や関係計画、技術
開発など社会情勢を
踏まえ、本市ででき
る地球温暖化対策に
取り組んでいく。
温室効果ガス排出抑
制に向けて、新たな
取り組みの調査研究
が必要と考える。

今年度設置した「伊
勢崎市地球温暖化
対策市民協議会」か
ら様々な意見をいた
だくとともに、具体的
な事業を実施してい
く。来年度は、親子
環境教室を開催し、
幼少期からの環境教
育を推進していくほ
か、国の動向や関係
計画、技術開発など
社会情勢を踏まえ、
本市でできる地球温
暖化対策に取り組ん
でいく。

引き続き伊勢崎市地球
温暖化対策市民協議
会から意見をいただき、
具体的な事業に取り組
んでいく。
親子環境教室を引き続
き実施するとともに、出
前講座メニューを増や
したり、事業者と連携し
た環境教育の事業や啓
発事業を検討する。
地域の脱炭素に係る連
携協定を活用し、新た
な取組を検討していく。
令和7年度の地球温暖
化対策実行計画（区域
施策編）の中間見直し
に向けて、来年度から
準備を進めて行く。

引き続き伊勢崎市いせ
さきＧＸ推進市民協議
会から意見をいただき、
具体的な事業に取り組
んでいく。
親子環境教室を開催数
を増やすこと、出前講
座の対応、環境教育の
充実、啓発を検討す
る。
地域の脱炭素に係る連
携協定を活用し、新た
な取組を検討していく。
第２次伊勢崎市地球温
暖化対策実行計画（区
域施策編）の中間年に
併せ、ゼロカーボンシ
ティ宣言に対応する見
直しを行う。
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⑴

№

・重点的・効
果的な予算編
成

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　財政部財政課

取組内容

　行政活動の自主性と安定性を確保するため、限られた財源を有効に活用するとと
もに新たな財源確保についても検討し、収支のバランスを考慮しながら重点的・効
果的な予算編成を行います。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　将来にわたり持続可能な財政運営を図るため、経常的経費については、既存事業
の必要性・有効性を検証し、市民ニーズに即した選択と集中による事業の効率化を
図ります。投資的経費については、継続事業に重点を置き、総合計画実施計画ロー
リング事業を踏まえ、最少の経費で最大の効果が生まれるような事業費となるよう
努めます。
【成果指標目標値（令和６年度）】
　実質公債費比率　5.0％以下、実質収支比率　3.0％～5.0％

重点項目　２　安定的な財政運営

　高齢化の進展に伴う社会保障費や市有施設の老朽化に伴う維持補修費などの経費の増大に対応する
ため、市税などの公平かつ適正な課税や自主財源の確保と増収のための対策を強化します。
　また、市民ニーズに即した、選択と集中による事業の効率化を図り、計画的な予算の編成と執行により、
健全で安定的な財政運営を目指します。

財政の健全化

　行政活動の自主性と安全性を確保するため、限られた財源を有効に活用するとともに新たな財
源確保についても検討し、収支のバランスを考慮しながら重点的・効果的な予算編成を行いま
す。また、自治体の責務として、計画的・安定的な財政運営に努め、財政の健全化を図ります。

① 取組項目 　健全で効果的な予算編成

令和6年度

実施 実施 実施 実施 実施
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

新型コロナウイルス
感染症の収束の見
通しが立たない中、
更なる収入状況の悪
化が続くと、今後の
予算編成や執行に
大きな影響を及ぼす
ことになる。子育て施
策や障害福祉施策
等の扶助費は増加
し、施設の更新費用
も多額となっており、
事業の必要性、適正
規模等の見直しを進
め、健全な財政運営
に努めていく必要が
ある。

新型コロナウイルス感
染症に加え、ウクライ
ナ情勢の緊迫化や原
油価格の高騰等、新
たな社会問題も発生し
ており、これらが長期
化すると今後の予算
編成や執行に大きな
影響を及ぼすことにな
る。子育て施策等の
扶助費は増加し、施
設の更新費用も多額
となっており、事業の
必要性、適正規模等
の見直しを進め、健全
な財政運営に努めて
いく必要がある。

原油価格・物価高騰
の影響により、光熱水
費等の経常的経費を
はじめ、多くの経費が
増加しており、物価高
の状況が長期化する
と今後の予算編成や
執行に大きな影響を
及ぼすことになる。障
害福祉施策等の扶助
費は増加し、施設の
更新費用も多額となっ
ており、事業の必要
性、適正規模等の見
直しを進め、健全な財
政運営に努めていく必
要がある。

長期化するウクライ
ナ情勢や円安の影
響により、物価高の
状況が更に続くと今
後の予算編成や執
行に大きな影響を及
ぼすことになる。人
件費や扶助費は増
加し、施設の更新費
用も多額となってい
ることから、事業の
必要性、適正規模等
の見直しを進め、健
全な財政運営に努め
ていく必要がある。

長期化するウクライ
ナ情勢や円安の影
響により、物価高の
状況が更に続くと今
後の予算編成や執
行に大きな影響を及
ぼすことになる。人
件費や子育て施策
等の扶助費は増加
し、施設の更新費用
も多額となっているこ
とから、事業の必要
性、適正規模等の見
直しを進め、健全な
財政運営に努めてい
く必要がある。

令和3年度当初予算
編成については、新
型コロナウイルス感
染症の影響に伴う経
済の見通しが不透明
な状況にある中、一
般会計及び学校給
食センター事業費特
別会計において、2
段階方式により経常
的な既存事業の見
直しを図りながら、一
般財源が前年度予
算の範囲内となるよ
う各部局で調整を行
い、可能な限り財源
の確保に努めた。

令和4年度当初予算
編成については、新
型コロナウイルス感
染症の影響に伴う経
済の見通しが未だ不
透明な状況にある
中、一般会計及び学
校給食センター事業
費特別会計におい
て、2段階方式により
経常的な既存事業
の見直しを図りなが
ら、一般財源が前年
度予算の範囲内とな
るよう各部局で調整
を行い、可能な限り
財源の確保に努め
た。

令和5年度当初予算
については、一般会
計及び学校給食セン
ター事業費特別会計
において、2段階方
式による編成を実施
し、可能な限り財源
の確保に努めなが
ら、民間活力の活用
推進を視野に入れ、
限りある財源の有効
配分及びＳＤＧｓを踏
まえ、またＤＸとＧＸを
推進するため、デジ
タル化及び環境に対
する施策にも取り組
む予算編成とした。

令和6年度当初予算
については、新市誕
生20周年という大き
な節目を迎え、地域
経済の活性化を図り
ながら、市民の生活
を守るとともに、激甚
化・頻発化する自然
災害への対策や、誰
一人取り残さないた
めの多文化共生に
対する施策にもしっ
かりと取り組む予算
とした。

令和7年度当初予算
については、第3次
伊勢崎市総合計画
の初年度であり、え
がお咲く未来へ持続
可能な共生都市いせ
さき実現予算として、
自然災害に対する更
なる防災力強化への
取組や市民生活・地
域経済への支援の
ほか、持続可能な多
文化共生都市を目指
すための施策を着実
に推進していく予算
とした。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

一般会計の歳入で
は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に
伴う市税の減収分を
臨時財政対策債の
発行で補い、なお不
足する財源について
は財政調整基金から
の繰入金の増額によ
り対応し、対前年度
比0.6％増、745億
3,000万円の予算を
編成した。
実質公債費比率
（R元）：4.9％
実質収支比率
（R元）：5.9％

一般会計の歳入で
は、市税や地方交付
税のほか、国や県か
らの補助金等につい
ても、できる限り財源
の捕捉に努め、なお
不足する財源につい
ては財政調整基金
からの繰入金の増額
により対応し、対前
年度比4.3％増、777
億7,000万円の予算
を編成した。
実質公債費比率
（R２）：5.1％
実質収支比率
（R２）：6.2％

一般会計の歳入で
は、市税や地方交付
税のほか、国や県か
らの補助金等につい
ても、できる限り財源
の捕捉に努め、なお
不足する財源につい
ては財政調整基金
等からの繰入金の増
額により対応し、対
前年度比3.3％増、
803億1,700万円の予
算を編成した。
実質公債費比率
（R３）：5.2％
実質収支比率
（R３）：7.0％

一般会計の歳入で
は、市税や地方交付
税のほか、国や県か
らの補助金等につい
ても、できる限り財源
の捕捉に努め、なお
不足する財源につい
ては財政調整基金
等からの繰入金の増
額により対応し、対
前年度比10.8％増、
889億7,100万円の予
算を編成した。
実質公債費比率
（R４）：5.5％
実質収支比率
（R４）：6.9％

一般会計の歳入で
は、市税や地方交付
税のほか、国や県か
らの補助金等につい
ても、できる限り財源
の捕捉に努め、なお
不足する財源につい
ては財政調整基金
等からの繰入金の増
額により対応し、対
前年度比3.3％増、
919億1,000万円の予
算を編成した。
実質公債費比率
（R５）：5.3％
実質収支比率
（R５）：7.2％

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示
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⑵

№

　市税の期限内納付の推進と滞納対策の強化、市有財産の活用と適正な処分等により、自主財源
の確保に努めます。

① 取組項目 　市税等の収納率向上対策

担当部課 　財政部収納課

重点項目　２　安定的な財政運営

自主財源の確保

令和6年度

・滞納対策実
施

取組内容

　不動産の他、動産や債権等の財産調査を徹底し、納付する資力が有るにもかかわ
らず納付する意思が無いと判断される場合は、財産の差押えを行います。
　また、換価可能な財産もなく、著しい生活困窮等の事情がある等、納付する資力
が無いと判断される場合は、滞納処分の執行停止を行います。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　適正かつ的確な滞納対策を実施し、市税収入の確保と、収納率の向上を目指しま
す。

【指標・目標値】
　市税収納率　97.0％（令和6年度）

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

実施 実施 実施 実施 実施
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生活実態の把握や
財産調査を行い、滞
納者の状況を個別事
案ごとに踏まえた上
で、納税資力があり
ながらも納税意思が
ない滞納者には、法
令の規定に厳格に
照らして差押処分を
執行した。
また、資力がないと
判断される場合は滞
納処分の執行停止を
行った。

生活実態の把握や
財産調査を行い、滞
納者の状況を個別事
案ごとに踏まえた上
で、納税資力があり
ながらも納税意思が
ない滞納者には、法
令の規定に厳格に
照らして差押処分を
執行した。
また、資力がないと
判断される場合は滞
納処分の執行停止を
行った。

生活実態の把握や
財産調査を行い、滞
納者の状況を個別事
案ごとに踏まえた上
で、納税資力があり
ながらも納税意思が
ない滞納者には、法
令の規定に厳格に
照らして差押処分を
執行した。
また、資力がないと
判断される場合は滞
納処分の執行停止を
行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

適正かつ公正な滞納
整理を実施した結
果、市税収入額を確
保するとともに収納
率も向上した。

市税調定額
33,022,413,669円
市税収入額
31,719,235,943円
市税収納率96.1％

適正かつ公正な滞納
整理を実施した結
果、市税収入額を確
保するとともに収納
率の向上に努めた。

市税調定額
31,792,566,667円
市税収入額
30,906,143,853円
市税収納率　97.2％

令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

生活実態の把握や
財産調査を行い、滞
納者の状況を個別事
案ごとにを踏まえた
上で、納税資力があ
りながらも納税意思
がない滞納者には、
法令の規定に厳格
に照らして差押処分
を執行した。
また、資力がないと
判断される場合は滞
納処分の執行停止を
行った。

生活実態の把握や
財産調査を行い、滞
納者の状況を個別事
案ごとに踏まえた上
で、納税資力があり
ながらも納税意思が
ない滞納者には、法
令の規定に厳格に
照らして差押処分を
執行した。
また、資力がないと
判断される場合は滞
納処分の執行停止を
行った。

令和2年度 令和3年度

適正かつ公正な滞納
整理を実施した結
果、市税収入額を確
保するとともに収納
率の向上に努めた。

市税調定額
32,893,940,808円
市税収入額
32,112,509,310円
市税収納率　97.6％

適正かつ公正な滞納
整理を実施した結
果、市税収入額を確
保するとともに収納
率の向上に努めた。

市税調定額
33,230,474,824円
市税収入額
32,527,556,945円
市税収納率　97.8％

適正かつ公正な滞納
整理を実施した結
果、市税収入額を確
保するとともに収納
率の向上に努めた。

市税調定額
32,619,831,164円
市税収入額
31,991,754,652円
市税収納率　98.1％

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ◎ ◎ ◎ ◎

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

差押えや公売並びに
滞納処分の執行停
止により滞納繰越分
の圧縮に努めると共
に、課題である連帯
納税義務や高額滞
納など処理困難案件
の解決に向け、更な
る滞納圧縮を図る。

差押えや公売並びに
滞納処分の執行停
止により滞納繰越分
の圧縮に努めると共
に、課題である高額
滞納繰越案件等処
理困難案件の解決
に向け、更なる滞納
圧縮を図る。

差押えや公売並びに
滞納処分の執行停
止により滞納繰越分
の圧縮に努めると共
に、課題である高額
滞納繰越案件等処
理困難案件の解決
に向け、更なる滞納
圧縮を図る。
現年課税分について
は、一層の早期着手
による初期段階での
滞納解消を図るた
め、令和５年度から
SMS催告を実施す
る。

差押えや公売並びに
滞納処分の執行停
止により滞納繰越分
の圧縮に努めると共
に、課題である高額
滞納繰越案件等処
理困難案件の解決
に向け、更なる滞納
圧縮を図る。
現年課税分について
は、一層の早期着手
による初期段階での
滞納解消を図るため
SMS催告を実施す
る。

差押えや公売並びに
滞納処分の執行停
止により滞納繰越分
の圧縮に努めると共
に、課題である高額
滞納繰越案件等処
理困難案件の解決
に向け、更なる滞納
圧縮を図る。
現年課税分について
は、文書、電話、訪
問、SMSによる催告
を実施し、早期着手
による初期段階での
滞納解消を図る。
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№

令和6年度

・市税納付方
法の検討

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　財政部収納課

取組内容

市の納付窓口（市役所収納課、税証明総合窓口、日曜納税相談窓口、各支所市民
サービス課、市民サービスセンター）収納、金融機関窓口収納、口座振替収納、コ
ンビニエンスストア収納、ペイジー収納やクレジットカード収納等、現在実施して
いる市税納付方法に加え、市民サービスの向上の観点から、納税者が納付しやすい
納税環境について調査及び検討を行います。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　納税者にとって納付しやすい環境を検討のうえ整備し、現年度課税分の納期内納
付の向上を目指します。

【指標・目標値】
　市税収納率　97.0％（令和6年度）

② 取組項目 　納税機会の拡大調査及び検討業務

調査、検討 調査、検討 調査、検討 調査、検討 調査、検討
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － - - -

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － - - -

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

既存の納付方法に
ついては、関係各課
との細部にわたる調
整を図りながら更な
る改善を探り、よりよ
い運用を目指してい
く。また、新規納付方
法の調査、研究に努
める。

既存の納付方法につい
ては、関係各課との細
部にわたる調整を図り
ながら更なる改善を探
り、よりよい運用を目指
していく。また、次年度
から全国統一でQRコー
ドを活用した地方税共
通納税システムによる
納付を実施するため、
準備を進める。また、市
独自の収納業務のデジ
タル化及び納期内納付
の推進のため、口座振
替のWEB申込等新たな
取り組みについて研究
を進める。

既存の納付方法に
ついては、関係各課
との細部にわたる調
整を図りながら更な
る改善を探り、よりよ
い運用を目指してい
く。また、令和６年度
中の口座振替WEB
申込サービス開始を
目指し、準備を進め
る。

既存の納付方法に
ついては、関係各課
との細部にわたる調
整を図りながら更な
る改善を探り、よりよ
い運用を目指してい
く。また、口座振替
WEB申込サービスに
ついてサービス導入
準備と市民への周知
を行い、令和６年１０
月からサービスを開
始する。

既存の納付方法に
ついては、関係各課
との細部にわたる調
整を図りながら更な
る改善を探り、よりよ
い運用を目指してい
く。また、口座振替
WEB申込サービスの
利用推進のための
取り組みを継続して
いく。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

納付方法について
は、広報やチラシ、
ホームページなどに
より周知を図った。令
和3年3月1日からス
マートフォンアプリに
よる収納サービスを
開始。スマートフォン
収納を開始するにあ
たり、システムへの
取り込み状況や入金
状況の調整などを細
部にわたり、関係機
関、関係各課と協議
し、更なる改善、安定
した収納管理に取り
組んだ。

納付方法について
は、広報やチラシ、
ホームページ等によ
り周知を図り、コンビ
ニ、ペイジー、クレ
ジット、スマートフォン
収納等納税環境の
拡大により安定した
収納管理に取り組ん
だ。

納付方法について
は、広報やチラシ、
ホームページ等によ
り周知を図り、コンビ
ニ、ペイジー、クレ
ジット、スマートフォン
収納等納税環境の
拡大により安定した
収納管理に取り組ん
だ。また、令和５年度
より全国統一でQR
コードを活用した地
方税共通納税システ
ムによる納付を実施
するための準備を
行った。

納付方法について
は、広報やチラシ、
ホームページ等によ
り周知を図り、コンビ
ニ、ペイジー、クレ
ジット、スマートフォン
収納等納税環境の
拡大により安定した
収納管理に取り組ん
だ。また、地方税共
通納税システムによ
る納付を開始し、口
座振替ＷＥＢ申込
サービス導入事業実
施計画を策定した。

納付方法について
は、広報やチラシ、
ホームページ等によ
り周知を図り、コンビ
ニ、ペイジー、クレ
ジット、スマートフォ
ン、地方税共通納税
システムによる納付
等、納税環境の拡大
により安定した収納
管理に取り組んだ。
また、令和６年１０月
より口座振替ＷＥＢ
申込サービスを開始
し、口座振替による
納付を推進した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

納付方法の周知を
図ったものの、現年
度課税分の調定額
及び収入額並びに収
納率は新型コロナウ
イルスの影響により
減少したが、滞納繰
越分を合わせた市税
収納率は向上した。

現年度分収入額
31,368,114,618円
現年度分収納率
98.9％
市税収納率　96.1％

納付方法の周知を図
り、納期内納付の向
上に努めた。

現年度分収入額
30,532,527,741円
現年度分収納率
99.3％
市税収納率　97.2％

納付方法の周知を図
り、納期内納付の向
上に努めた。

現年度分収入額
31,900,460,022円
現年度分収納率
99.3％
市税収納率　97.6％

納付方法の周知を図
り、納期内納付の向
上に努めた。

現年度分収入額
32,350,128,996円
現年度分収納率
99.3％
市税収納率　97.8％

納付方法の周知を図
り、納期内納付の向
上に努めた。

現年度分収入額
31,824,365,205円
現年度分収納率
99.4％
市税収納率　98.1％

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ◎ ◎ ◎ ◎
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№ ③ 取組項目 ネーミングライツ事業の導入による自主財源の確保等

担当部課 　総務部管財課

取組内容
　市有施設に企業名や商品名等を冠した愛称を付与するネーミングライツ事業を実
施し、新たな財源確保や施設の知名度の向上を図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　スポーツ施設、文化施設等の公共施設にネーミングライツ事業を導入し、自主財
源の確保等を図ります。

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・新たな導入
施設の検討

取
組
工
程

・ネーミング
ライツ事業の
導入実施

検討 検討 検討

導入 導入 導入
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令和６年度は新たに
８施設に導入できた
ことにより、自主財源
の確保につなげるこ
とができた。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,421 19,360 19,558

ネーミングライツ料 ネーミングライツ料 ネーミングライツ料

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

令和５年度以降も新
たな施設を含めて、
引き続き導入を積極
的に進めていくことで
安定的な財政運営に
努めていきたい。

ネーミングライツ事業
ついて、令和６年度
より各施設所管課へ
移管することとしてお
り、施設の特性を生
かした自由度の高い
方法で募集すること
により、今までよりも
効果的に事業を実施
することが可能とな
る。

ネーミングライツ事業
について、令和６年
度より各施設所管課
へ移管し、施設の特
性を生かした自由度
の高い方法で募集す
ることにより、今まで
よりも効果的に事業
を実施することが可
能となった。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

文化会館外１０施設
にネーミングライツ事
業を導入した。
・令和４年１０月から
　９施設
文化会館、華蔵寺公
園遊園地、いせさき
市民のもり公園、あ
ずまウォーターラン
ド、波志江沼環境ふ
れあい公園、市民体
育館、市野球場、市
民プラザ及びあずま
スタジアム

・令和５年１月から
　２施設
境総合文化センター
及び市庭球場

西部公園外４施設に
ネーミングライツ事業
を導入した。
・令和５年１０月から
　４施設
西部公園、赤堀せせ
らぎ公園、赤堀いこ
いの森公園、赤堀結
婚の森

・令和６年４月から
　１施設
平塚公園

ラブリバー親水公園
うぬき外７施設に
ネーミングライツ事業
を導入した。
・令和６年１０月から
　７施設
ラブリバー親水公園
うぬき、利根川水辺
プラザ公園、とね公
園、宮子東公園、国
定公園、グリーン
パーク、境公園

・令和７年４月から
　１施設
あずまサッカースタ
ジアム

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

令和４年度は新たに
１１施設に導入でき
たことにより、自主財
源の確保につなげる
ことができた。

令和５年度は新たに
５施設に導入できた
ことにより、自主財源
の確保につなげるこ
とができた。
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⑶

№

担当部課 　財政部財政課

重点項目　２　安定的な財政運営

使用料・手数料の見直し

令和6年度

・他団体の使
用料・手数料
の把握・分析
等

・本市の使用
料・手数料の
状況把握・分
析等

・必要に応じ
た見直しの検
討

　使用料・手数料は、受益者負担の適正化の観点から不断の見直しが必要であり、行政の説明責
任の観点から算出根拠の明確化を図るとともに、引き続き見直しに努めます。

① 取組項目 　使用料・手数料に係る料金設定の分析検証及び見直し

取組内容

　使用料・手数料のうち使用料については、施設等利用に係る公平性・公正性の確
保や施設等の長寿命化など総合的に分析検証し、必要に応じて料金を見直します。
また、手数料については、算定方法の透明性を図り必要に応じて料金を見直しま
す。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　使用料については、受益と負担の公平性の確保を目的とし、利用する人と利用し
ない人との均衡に配慮するとともに、後年世代まで安心して継続利用できるよう維
持管理等経費も含めた料金設定の分析検証を行います。また、手数料については、
サービス提供に要するコストなどを含めた料金設定の分析検証を行います。なお、
必要に応じ料金の見直しを行う場合は、受益者負担の公正性や算定根拠の透明性を
確保します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

把握・分析等

状況分析等 状況分析等

検討・見直し 検討・見直し
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地方公会計制度によ
るセグメント分析を活
用し、個別施設計画
等に分析結果を掲載
することにより、施設
の維持管理に対する
費用について広く周
知できることが確認
できた。

新たな財務会計シス
テムの導入により、
財務書類作成の簡
易化が図れるととも
に、施設別の財務書
類を作成することが
できるため、セグメン
ト分析の簡易化も図
れることが確認でき
た。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

令和3年度も引き続
き調査を継続し、他
市との比較の中で本
市の使用料・手数料
の状況の把握を進め
るとともに先進地を
参考に見直しの手法
を検討する必要があ
る。

使用料・手数料の見
直しを実効的に進め
るため、具体性があ
り、実現可能性も考
慮した基準の策定が
必要となる。
全庁調査で把握した
本市の現状を引き続
き分析し、見直しに
向けて実効性のある
基準案の検討を進め
る必要がある。

使用料・手数料の見
直しに向けた基準案
と策定に向けた具体
的手続をまとめた
が、原油価格・物価
高騰等が市民生活
に与える影響を考慮
し、実施時期につい
てはあらためて適切
なタイミングを見極め
る必要がある。

原油価格・物価高騰
等が市民生活に与え
る影響や社会情勢等
を考慮し、使用料・手
数料の見直しについ
ては、引き続き適切
なタイミングを慎重に
見極め、実施時期を
検討する。

使用料・手数料の見
直しについては、引
き続き原油価格・物
価高騰等が市民生
活に与える影響や社
会情勢等を十分に考
慮しながら、適切なタ
イミングを慎重に見
極め、実施時期を検
討する必要がある。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

他団体の状況を、イ
ンターネットや照会
（県内11市、施行時
特例市23市及び地
方公会計の先進地5
市の計39市）により
情報収集を行った。

使用料・手数料の見
直しに向けて、本市
の現状を把握・分析
するための全庁調査
を行った。

使用料・手数料の見
直しに向けた基準案
の検討と、市民参加
を含む策定に向けた
具体的手続の検討を
行った。

原油価格・物価高騰
等が市民生活に与え
る影響を考慮し、見
直しは当面見送るこ
ととしたが、施設に係
るコストを適正に把
握し、公表していくた
めの方策について情
報収集を行った。

原油価格・物価高騰
等が市民生活に与え
る影響を考慮し、見
直しは当面見送るこ
ととしたが、今後の見
直しに備え、事務の
スキーム等について
研究を行った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

情報収集の結果、使
用料・手数料の見直
しを行っている団体
の多くが、受益者負
担の考え方や算定
方法を定めた基本方
針を定めていること
が確認できた。

全庁調査の結果、使
用料・手数料の本市
の現状（収入実績、
必要コスト、受益者
負担割合など）が把
握できた。

使用料・手数料の見
直しに向けた基準案
を作成するとともに、
策定過程で有識者
意見を求めるための
検討委員会の設置
など具体的手続をま
とめることができた。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －
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⑷

№

令和6年度

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

取組項目 　補助金等の検証及び見直し

担当部課 　財政部財政課

取組内容
　市が単独で交付している補助金等については、対象事業の目的や補助期間、その
効果を検証し、補助期間の終期を設定の上、定期的な見直しに努めます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市が単独で交付している補助金等については、補助金等検討委員会の意見書など
を踏まえ、補助金等の見直し基準を活用したセルフチェックを行うとともに、補助
の目的や補助が必要な期間、補助に対する事業効果を定期的に検証し、予算に反映
させます。

重点項目　２　安定的な財政運営

補助金等の見直し

　補助金等は、目的やその効果を精査し、公益性が高いものに重点化するため財政的支援のあり
方を再検討し、定期的な見直しに努めます。

①

・補助金等の
検証及び見直
し

検証・見直し 検証・見直し 検証・見直し 検証・見直し 検証・見直し
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　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

令和6年度一般会計
当初予算の市単独
補助金等の交付件
数は対前年度比6件
の増であるが、交付
額は一般財源ベース
で対前年度比約2億
6,600万円の減となっ
ている。

令和7年度一般会計
当初予算の市単独
補助金等の交付件
数は対前年度比5件
の増であるが、交付
額は一般財源ベース
で対前年度比約200
万円の減となってい
る。

－ － － － －

－ － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

当初予算要求の際
に各所管課において
作成している「補助
金等に関する調書」
に新たにチェック項
目を設け、平成28年
度の補助金等検討
委員会で示された見
直し基準に照らし合
わせながら、事業内
容と効果の検証を促
し、令和3年度当初
予算要求に反映させ
た。

当初予算要求の際
に各所管課における
「補助金等に関する
調書」の作成に当た
り、平成28年度の補
助金等検討委員会
で示された見直し基
準に照らし合わせな
がら、事業内容と効
果の検証を促し、令
和4年度当初予算要
求に反映させた。

当初予算要求の際
には、各所管課に対
し、公益上の必要性
に留意するとともに、
「補助金等に関する
調書」を活用し、見直
し基準に照らし合わ
せながら、事業内容
と効果の検証を促
し、令和5年度当初
予算要求に反映させ
た。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

令和3年度に終期を
迎える補助金等の所
管課に対し、令和4年
度以降の補助金等
の在り方について検
証を促すとともに、予
算要求の際には、補
助金等に関する調書
を引き続き活用しな
がら、事業内容と事
業効果の検証を行
い、補助金等の適正
化に努めていく必要
がある。

予算要求の際には、
補助金等に関する調
書を引き続き活用し
ながら、事業内容と
事業効果の検証を行
うとともに、令和5年
度以降の補助金等
の在り方についても
検討を促し、補助金
等の適正化に努めて
いく必要がある。

予算要求の際には、
補助金等に関する調
書を引き続き活用し
ながら、事業内容と
事業効果の検証を行
うとともに、令和6年
度以降の補助金等
の在り方についても
検討を促し、補助金
等の適正化に努めて
いく必要がある。

予算要求の際には、
補助金等に関する調
書を引き続き活用し
ながら、事業内容と
事業効果の検証を行
うとともに、令和7年
度以降の補助金等
の在り方についても
検討を促し、補助金
等の適正化に努めて
いく必要がある。

予算要求の際には、
補助金等に関する調
書（市単独費補助金
等見直し状況一覧）
を引き続き活用しな
がら、事業内容と事
業効果の検証を行う
とともに、令和8年度
以降の補助金等の
在り方についても検
討を促し、補助金等
の適正化に努めてい
く必要がある。

当初予算要求の際
には、各所管課に対
し、公益上の必要性
に留意するとともに、
「補助金等に関する
調書」を活用し、見直
し基準に照らし合わ
せながら、事業内容
と効果の検証を促
し、令和6年度当初
予算要求に反映させ
た。

当初予算要求の際
には、各所管課に対
し、公益上の必要性
に留意するとともに、
「補助金等に関する
調書（市単独費補助
金等見直し状況一
覧）」を活用し、見直
し基準に照らし合わ
せながら、事業内容
と効果の検証を促
し、令和7年度当初
予算要求に反映させ
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

令和3年度一般会計
当初予算の市単独
補助金等の交付件
数は対前年度比3件
の増であるが、交付
額は一般財源ベース
で対前年度比約
7,300万円の減となっ
ている。

令和4年度一般会計
当初予算の市単独
補助金等の交付件
数は対前年度比3件
の増であるが、交付
額は一般財源ベース
で対前年度比約
1,700万円の減となっ
ている。

令和5年度一般会計
当初予算の市単独
補助金等の交付件
数は、電子地域通貨
の導入や物価高騰
対策など、新たな補
助金等の新設に伴
い、対前年度比3件
の増、交付額は一般
財源ベースで対前年
度比約3億2,700万円
の増となっている。
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⑸

№

令和6年度

・社会情勢等
の検証

・採用基準の
見直し

・総合評価落
札方式の実施

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　財政部契約検査課

取組内容
　大型工事の入札案件に対して採用している総合評価落札方式について、より適切
な執行となるよう見直します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　総合評価落札方式を採用する対象案件の決定について、執行時点での社会情勢や
他市の動向等を踏まえた柔軟な対応とし、より技術力の差が出る審査となるよう業
者選定委員会で決定していきます。

重点項目　２　安定的な財政運営

公共事業の適正な発注

　厳しい財政環境の下、経常的な公共事業費の抑制を図るとともに、公共工事等の競争性、透明
性を高めるための入札・契約事務の改善について取り組みを進めます。

① 取組項目 　社会情勢に応じた総合評価落札方式の見直し

検証 検証 検証 検証 検証

見直し 見直し 見直し 見直し 見直し

実施 実施 実施 実施 実施
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引続き、総合評価落
札方式の採用が妥
当と思われる技術力
が必要な案件の判
断を的確に行うととも
に、社会情勢等を注
視しながら検証を継
続し、必要があれば
随時見直しを行う。

引続き、総合評価落
札方式の採用が妥
当と思われる技術力
が必要な案件の判
断を的確に行うととも
に、社会情勢等を注
視しながら検証を継
続し、必要があれば
随時見直しを行う。

昨年度と同様の基準
により、総合評価落
札方式の採否を予定
金額のみではなく工
事の内容も含めて総
合的に検討し、業者
選定委員会の承認を
得た上で執行した。

昨年度と同様の基準
により、総合評価落
札方式の採否を予定
金額のみではなく工
事の内容も含めて総
合的に検討し、業者
選定委員会の承認を
得た上で執行した。

昨年度と同様の基準
により、総合評価落
札方式の採否を予定
金額のみではなく工
事の内容も含めて総
合的に検討し、業者
選定委員会の承認を
得た上で執行した。

昨年度と同様の基準
により、総合評価落
札方式の採否を予定
金額のみではなく工
事の内容も含めて総
合的に検討し、業者
選定委員会の承認を
得た上で執行した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

採用案件数
土木一式工事　1件
建築一式工事　2件
管工事　　　　　 2件
　　　　　　　　 計5件

本年度は、総合評価
落札方式の対象とな
る大型案件が少な
く、採用案件数は減
少した。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

昨年度と同様の基準
により、総合評価落
札方式の採否を予定
金額のみではなく工
事の内容も含めて総
合的に検討し、業者
選定委員会の承認を
得た上で執行した。

採用案件数
土木一式工事　７件
建築一式工事　４件
電気工事　　　　４件
管工事　　　　　６件
防水工事　　　　１件
水道施設工事　１件
　　　　　　　 計２３件

本年度は、総合評価
落札方式の対象とな
る大型案件が見ら
れ、採用案件数は増
加した。

○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

引続き、総合評価落
札方式の採用が妥
当と思われる技術力
が必要な案件の判
断を的確に行うととも
に、社会情勢等を注
視しながら検証を継
続し、必要があれば
随時見直しを行う。

引続き、総合評価落
札方式の採用が妥
当と思われる技術力
が必要な案件の判
断を的確に行うととも
に、社会情勢等を注
視しながら検証を継
続し、必要があれば
随時見直しを行う。

引続き、総合評価落
札方式の採用が妥
当と思われる技術力
が必要な案件の判
断を的確に行うととも
に、社会情勢等を注
視しながら検証を継
続し、必要があれば
随時見直しを行う。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

採用案件数
土木一式工事　1件
管工事　　　　　 2件
　　　　　　　　 計3件

本年度は、総合評価
落札方式の対象とな
る大型案件が少な
く、採用案件数は減
少した。

採用案件数
建築一式工事　２件
電気工事　　　　１件
管工事　　　　　１件
水道施設工事　３件
　　　　　　　　 計７件

本年度は、総合評価
落札方式の対象とな
る大型案件が見ら
れ、採用案件数は増
加した。

採用案件数
土木一式工事　５件
建築一式工事　２件
電気工事　　　　１件
管工事　　　　　７件
防水工事　　　　１件
水道施設工事　２件
解体工事　　　　１件
　　　　　　　 計１９件

本年度は、総合評価
落札方式の対象とな
る大型案件が見ら
れ、採用案件数は増
加した。

－ － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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⑹

№

15,000千円 15,000千円 15,000千円 15,000千円 15,000千円

令和4年度 令和5年度

担当部課 　総務部管財課

取組内容

　自主財源を確保するため、未利用財産等の運用施策を検討し、処分可能な市有地
や不用物品については公売等により処分し、自主財源の確保と財産の適正管理を図
ります。

取組項目 　利活用のない市有財産の処分による自主財源の確保と財産管理の適正化

重点項目　２　安定的な財政運営

財産管理の適正化

　継続的な市有財産の情報整備により、未利用財産を抽出、その利活用について運用施策の立案
等を行うとともに、処分可能な財産は売却をするなど市有財産の管理の適正化に努めます。

①

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市有財産のうち、利活用の見込みの無い財産は公売等により処分し、自主財源の
確保と財産の適正管理を図ります。

【財政効果額】75,000千円

令和6年度

・未利用財産
等の運用施策
の検討

・処分可能な
市有地の売却
実施

（歳入増加目
標額）

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度

検討 検討 検討 検討 検討

処分 処分 処分 処分 処分
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175,303 24,713 2,085,224

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般競争入札を９件
実施し４件が売却に
至り、先着順による
売払いも２件売却に
至る等の取り組みを
行ったことにより歳入
実績は計画額を上回
る結果となった。
今年度の売払い件
数は15件、売払い金
額は175,303千円と
なった。

一般競争入札を1件
実施し売却に至らな
かったが、今年度の
売払い件数は13件、
売払い金額は24,713
千円となったことによ
り歳入実績は計画額
を上回る結果となっ
た。

一般競争入札を実施
した３件について完
売し、歳入実績は計
画額を上回る結果と
なった。
今年度の売払い件
数は22件、売払い金
額は2,085,224千円と
なった。

9,398

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ◎ ◎ ◎ ◎

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

土地売却額 土地売却額 土地売却額 土地売却額 土地等売却額

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

未利用財産を所有す
る他課と連携して処
分を諮りたい。

未利用財産を所有す
る他課と連携して処
分を諮りたい。

未利用財産を所有す
る他課と連携して処
分を諮りたい。

未利用財産を所有す
る他課と連携して処
分を諮りたい。

未利用財産を所有す
る他課と連携して処
分を諮りたい。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

未利用財産の利活
用を検討し、処分可
能な市有地を積極的
に処分した。

未利用財産の利活
用を検討し、処分可
能な市有地を積極的
に処分した。

未利用財産の利活
用を検討し、処分可
能な市有地を積極的
に処分した。

未利用財産の利活
用を検討し、処分可
能な市有地を積極的
に処分した。

未利用財産の利活
用を検討し、処分可
能な市有地を積極的
に処分した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

歳入実績は計画額を
下回るが、一般競争
入札による売払いを
２件実施する等の積
極的な取り組みを行
い、財源の確保を
図った。
今年度の売払い件
数は13件、売払い金
額は9,398千円となっ
た。

一般競争入札を実施
した３件は完売、先
着順で売り出してい
た物件も1件売却に
至る等により、歳入
実績は計画額を上回
る結果となった。
今年度の売払い件
数は20件、売払い金
額は497,952千円と
なった。

497,952
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⑺

№

担当部課 　上下水道局総務課

取組内容

　水道事業の安定経営に欠かせない収入について、以下の取り組みを実施し、財源
の確保を図ります。
・未収金となっている水道料金等の収納率向上のための徴収の実施
・事業計画の変更等に伴う施設廃止により処分可能となった未利用地の売却
・検針票裏面等を利用した有料広告の募集

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　収納率向上のための徴収、未利用地の売却、有料広告などについて、継続的に調
査、検討を行い、計画的に実施することで水道事業の安定経営のための財源の確保
を図ります。

重点項目　２　安定的な財政運営

地方公営企業の経営健全化

　社会経済情勢の変化を的確に捉え、常に経営状況を検証するとともに、公営企業としての特色
を十分発揮し、効率的で効果的な事業の執行により経営の健全化に努めます。

① 取組項目 　安定経営のための財源確保

令和6年度

・各取り組み
の検討、計画

・各取り組み
の実施

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和3年度 令和4年度 令和5年度令和2年度

検討等

実施

検討等

実施

検討等

実施

検討等

実施

検討等

実施
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220 220 220 220 220
財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

有料広告料

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

○未収金対策
　休止未納者の住民
票確認を実施し、未
納料金が減少したの
で、今後も続けてい
く。また、「住民票（他
市含む）で住所を特
定して請求」は、継続
する。
○未利用地の売却
　未利用地の売却等
の検討を継続する。
○有料広告の募集
　検針票以外の有料
広告についての検討
を継続する。

○未収金対策
　休止未納者の住民
票確認を実施し、未
納料金が減少したの
で、今後も続けてい
く。また、「住民票（他
市含む）で住所を特
定して請求」は、継続
する。
○未利用地の売却
　未利用地の売却等
の検討を継続する。
○有料広告の募集
　検針票以外の有料
広告についての検討
を継続する。

○未収金対策
①休止未納者の住所
確認を実施。
②市外徴収
　1期　8月から10月まで
委託業者による市外訪
問徴収を実施。
　2期　11月に住所確認
をした未納者へ納付書
の郵送による督促を実
施。
　3期　12月に委託業者
による市外徴収を実
施。
　4期　1月から3月ま
で、納付約束者への事
後徴収を実施。
○未利用地の売却
　売却候補地について
検討を実施。
○有料広告の募集
　ホームページによる検
針票裏面広告等の募
集を実施。

○未収金対策
①休止未納者の住所
確認を実施。
②市外徴収
　1期　8月から10月まで
委託業者による市外訪
問徴収を実施。
　2期　11月に住所確認
をした未納者へ納付書
の郵送による督促を実
施。
  3期　11月から3月ま
で、納付約束者への事
後徴収を実施。
○未利用地の売却
　廃止施設が残ったま
までの土地の売却につ
いて検討を実施。
○有料広告の募集
　ホームページによる検
針票裏面広告等の募
集を実施。

○未収金対策
①休止未納者の住所
確認を実施。
②市外徴収
1期　8月から10月まで
委託業者による市外訪
問徴収を実施。
2期　11月に住所確認を
した未納者へ納付書の
郵送による督促を実
施。
3期　1月に委託業者と
総務課職員による市外
徴収を実施。
4期　2月から3月まで、
納付約束者への事後
徴収を実施。
○未利用地の売却
　廃止施設が残ったま
までの土地の売却につ
いて検討を実施。
○有料広告の募集
　ホームページによる検
針票裏面広告等の募
集を実施。

○未収金対策
①休止未納者の住所確
認を実施。
②市外徴収
1期　7月から11月まで委
託業者による市外訪問
徴収を実施。
2期　11月に住所確認を
した未納者へ納付書の
郵送による督促を実施。
3期　1月に委託業者と総
務課職員による市外徴
収を実施。
4期　2月から3月まで、納
付約束者への事後徴収
を実施。
○未利用地の売却
　廃止施設が残ったまま
での土地の売却につい
て検討を実施。
○有料広告の募集
　ホームページによる検
針票裏面広告等の募集
を実施。

○未収金対策
①休止未納者の住所
確認を実施。
②市外徴収
1期　7月から11月まで
委託業者による市外訪
問徴収を実施。
2期　11月に住所確認を
した未納者へ納付書の
郵送による督促を実
施。
3期　1月に委託業者と
総務課職員による市外
徴収を実施。
4期　2月から3月まで、
納付約束者への事後
徴収を実施。
○未利用地の売却
　廃止施設が残った土
地の一部の分筆登記を
実施。
○有料広告の募集
　ホームページによる検
針票裏面広告等の募
集を実施。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

○未収金対策
実績　　　 172　件
徴収額　　    569,609円
〔内訳〕
１期　 7件 　 54,954円
２期 85件   271,526円
３期　 6件 　 15,924円
４期 74件 　227,205円
【財政効果額内訳】
○未利用地の売却
実績　0件
○有料広告の募集
実績　        220,000円

○未収金対策
実績　　　 96　件
徴収額　　　 838,460円
〔内訳〕
１期　19件 　 99,706円
２期  70件   569,518円
３期　 7件 　169,236円
【財政効果額内訳】
○未利用地の売却
実績　0件
○有料広告の募集
実績　  　220,000円

○未収金対策
実績　       　      212件
徴収額 　    539,015円
〔内訳〕
１期　70 件    67,430円
２期　69 件  349,948円
３期・４期
       73 件  121,637円
【財政効果額内訳】
○未利用地の売却
実績　0件
○有料広告の募集
実績　  　220,000円

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

○未収金対策
　休止未納者の住民
票確認を実施し、未
納料金が減少したの
で、今後も続けてい
く。また、「住民票（他
市含む）で住所を特
定して請求」は、継続
する。
○未利用地の売却
　未利用地の売却等
の検討を継続する。
○有料広告の募集
　検針票以外の有料
広告についての検討
を継続する。

○未収金対策
　休止未納者の住民
票確認を実施し、未
納料金が減少したの
で、今後も続けてい
く。また、「住民票（他
市含む）で住所を特
定して請求」は、継続
する。
○未利用地の売却
　未利用地の売却等
の検討を継続する。
○有料広告の募集
　検針票以外の有料
広告についての検討
を継続する。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

○未収金対策
実績　       　      150件
徴収額 　    389,634円
〔内訳〕
１期　73 件    17,178円
２期　50 件  212,692円
３期・４期
       27 件  159,764円
【財政効果額内訳】
○未利用地の売却
実績　0件
○有料広告の募集
実績　  　220,000円

○未収金対策
実績　       　    166件
徴収額 　    659,163円
〔内訳〕
１期　68 件    43,536円
２期　57 件  348,713円
３期・４期
       41 件  266,914円
【財政効果額内訳】
○未利用地の売却
実績　0件
○有料広告の募集
実績　  　220,000円

○未収金対策
　休止未納者の住民
票確認を実施し、未
納料金が減少したの
で、今後も続けてい
く。また、「住民票（他
市含む）で住所を特
定して請求」は、継続
する。
○未利用地の売却
　未利用地の売却等
の検討を継続する。
○有料広告の募集
　検針票以外の有料
広告についての検討
を継続する。

有料広告料 有料広告料 有料広告料 有料広告料
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№

・医薬品価格
交渉（実績の
検証を含
む。）

５年後までの目標
（目指すべき姿）

取組内容

　２年に１度診療報酬の改定、薬価改定及び診療材料（償還材料価格）の改定があ
り、病院を取り巻く環境はより厳しさを増しています。当病院の高度医療、救急医
療、がん医療等を進めるには、診療材料や医薬品の購入が必要不可欠であり、経費
削減をするためには業者との価格交渉が大変重要となるため、今後も価格交渉によ
り経費削減に努めます。

　医療を取り巻く環境が大きく変わろうとする状況下、医療体制、診療報酬改定や
材料の価格改定に対応するため、他施設情報を参考としながら病院の目標値を定
め、材料の適正購入に努め、納入業者との価格交渉を行い経費削減を図ります。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・診療材料価
格交渉（実績
の検証を含
む。）

② 取組項目 　診療材料等の納入価格見直しに伴う経費削減

担当部課 　経営企画部財務課

（歳出削減目
標額） 20,000千円 15,000千円 20,000千円 15,000千円 20,000千円

実施

実施
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　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

― ―

診療材料及び医薬品の
価格交渉による削減額

診療材料及び医薬品の
価格交渉による削減額

診療材料及び医薬品の
価格交渉による削減額

診療材料及び医薬品の価
格交渉による削減額

診療材料及び医薬品の
価格交渉による削減額

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

医薬品：年度の、上
期、下期に分けて、
用度担当者及びコン
サルタント業者と協
働で卸業者と価格交
渉を実施
診療材料：医薬品同
様コンサルタント業
者と協働で卸業者と
価格交渉を実施し
た。

医薬品：年度の、上
期、下期に分けて、
用度担当者及びコン
サルタント業者と協
働で卸業者と価格交
渉を実施
診療材料：医薬品同
様コンサルタント業
者と協働で卸業者と
価格交渉を実施し
た。

診療材料の価格交
渉による年間効果額
5,156,470円
医薬品の価格交渉
による年間効果額
52,014,059円
合計57,170,529円
（税抜き）

診療材料の価格交
渉による年間効果額
5,873,022円
医薬品の価格交渉
による年間効果額,
31,052,165円
合計36,925,187円
（税抜き）

診療材料の価格交
渉による年間効果額
8,643,007円
医薬品の価格交渉
による年間効果額,
27,455,747円
合計36,098,754円
（税抜き）

診療材料の価格交
渉による年間効果額
7,215,622円
医薬品の価格交渉
による年間効果額
36,977,732円
合計44,193,354円
（税抜き）

診療材料の価格交
渉による年間効果額
7,034,903円
医薬品の価格交渉
による年間効果額
28,458,480円
合計35,493,383円
（税抜き）

― ―

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

―

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

薬価改定、材料の償
還価格改定がありま
したが、各業者と粘り
強く価格交渉したこと
で経費削減が図れ、
病院の利益が増加し
た。今後も引き続き
価格交渉を行う。

薬価改定がありまし
たが、各業者と粘り
強く価格交渉したこと
で経費削減が図れ、
病院の利益が増加し
た。今後も引き続き
価格交渉を行う。

薬価改定、材料の償
還価格改定がありま
したが、各業者と粘り
強く価格交渉したこと
で経費削減が図れ、
病院の利益が増加し
た。今後も引き続き
価格交渉を行う。

薬価改定がありまし
たが、各業者と粘り
強く価格交渉したこと
で経費削減が図れ、
病院の利益が増加し
た。今後も引き続き
価格交渉を行う。

薬価改定、材料の償
還価格改定がありま
したが、各業者と粘り
強く価格交渉したこと
で経費削減が図れ、
病院の利益が増加し
た。今後も引き続き
価格交渉を行う。

医薬品：年度の、上
期、下期に分けて、
用度担当者及びコン
サルタント業者と協
働で卸業者と価格交
渉を実施
診療材料：医薬品同
様コンサルタント業
者と協働で卸業者と
価格交渉を実施し
た。

医薬品：年度を上期・
下期に分けて、用度
担当者及びコンサル
タント業者と協働で
卸業者と価格交渉を
実施
診療材料：医薬品同
様コンサルタント業
者と協働で卸業者と
価格交渉を実施し
た。

医薬品：年度を上期・
下期に分けて、用度
担当者及びコンサル
タント業者と協働で
卸業者と価格交渉を
実施
診療材料：医薬品同
様コンサルタント業
者と協働で卸業者と
価格交渉を実施し
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

44,193 35,49357,170 36,925 36,098
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№

・患者への各
種制度や医療
費概算の説明

・早期の支払
相談

・回収業務委
託

取組項目 　患者自費未収金対策

担当部課 　経営企画部医療サービス課

（累積患者自
費未収金縮減
目標）

取組内容

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　患者自費未収金発生を抑制するとともに適正に回収業務を行うことで、累積患者
自費未収金を縮減し、病院経営の健全化に資することができ、安定した医療提供を
継続します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

③

　患者自費未収金発生抑制の取り組みとして、入院予約時に公的医療補助制度の案
内や医療費概算額の提示を継続して実施し、支払困難者には早期に支払計画の相談
に応じ、分納による患者の支払しやすい環境を整えます。
　回収強化の取り組みとして、弁護士への患者自費未収金回収委託を継続して実施
し、累積患者自費未収金の縮減を図ります。

令和6年度

3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円

実施

実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施実施実施実施

実施

実施実施

59



令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

20,458 8,383 14,641 7,404 1,234

未収金縮減額 未収金縮減額 未収金縮減額 未収金縮減額 未収金縮減額

― ― ― ― ―

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・今年度に作成した
ガイドラインに基づ
き、全ての未収患者
に対して迅速・確実
な文書督促および文
書催告を徹底する。
・催告に応じない患
者については、速や
かに弁護士に回収を
委託し、切れ目のな
い未収金対策を行う
とともに、従来とは別
の弁護士と委託契約
を締結し、従来回収
不能となっていた案
件についても再度徹
底した徴収を行う。

・引き続き全ての未
収患者に対して迅
速・確実な文書督促
および文書催告を徹
底する。
・催告に応じない患
者については、速や
かに弁護士に回収を
委託し、切れ目のな
い未収金対策を行
う。
・入院時に連帯保証
人が立てられない患
者に配慮し、連帯保
証人代行制度の活
用に向けた研究を進
める。

・未払いのある患者
に対して督催告を徹
底し、必要に応じて
SMSも活用していく。
・催告に応じない患
者について、速やか
に弁護士に回収を委
託し、切れ目のない
未収金対策を行う。
・連帯保証人が立て
られない入院患者に
配慮し、連帯保証人
代行制度の導入を検
討する。
・会計待ち時間緩和
のため外来費あと払
い制度の導入を検討
する。

・未払いのある患者に
対して早期の督催告
を徹底し、催告に応じ
ない患者については、
速やかに弁護士に回
収を委託し、切れ目の
ない未収金対策を行
う。また、必要に応じ
てSMSも活用する。
・連帯保証人が立てら
れない入院患者に配
慮し、連帯保証人代
行制度の導入を引き
続き検討する。
・会計待ち時間緩和の
ため外来費あと払い
制度の導入を引き続
き検討する。

・生活に困窮した患
者の増加により、支
払遅延が増加した。
・未払いのある患者
に対して早期の督催
告を徹底し、催告に
応じない患者につい
ては、速やかに弁護
士に回収を委託し、
切れ目のない未収金
対策を行う。
・連帯保証人が立て
られない入院患者に
配慮し、連帯保証人
代行制度の導入を引
き続き検討する。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

必要に応じて入院患
者は退院までに、外
来患者は来院時に
支払い相談を行い、
速やかな支払いを勧
奨するとともに、一括
支払いが困難な患者
に対しては具体的な
支払計画の提示を求
めている。また、支払
いが滞っている患者
に対しては、電話や
文書による督促・催
告を徹底し、なおも
未払いが続く場合は
弁護士に回収業務を
委託するなど未収金
縮減に努めた。

必要に応じて入院患
者は退院までに、外
来患者は来院時に
支払い相談を行い、
速やかな支払いを勧
奨するとともに、一括
支払いが困難な患者
に対しては具体的な
支払計画の提示を求
めている。また、支払
いが滞っている患者
に対しては、電話や
文書による督促・催
告を徹底し、なおも
未払いが続く場合は
弁護士に回収業務を
委託し未収金縮減に
努めた。

必要に応じ、入院患
者は退院までに、外
来患者は来院時に
支払相談を行い、速
やかな支払いを勧奨
するとともに、一括支
払いが困難な患者に
対しては具体的な支
払計画の提示を求め
ている。未払いのあ
る患者に対しては、
電話や郵便による督
催告の徹底に加え
SMSによる督促も実
施し、なおも未払い
が続く場合は弁護士
に徴収を委託し未収
金縮減に努めた。

必要に応じ、入院患者
は退院までに、外来患
者は来院時に支払相
談を行い、速やかな支
払いを勧奨するととも
に、一括支払いが困
難な患者に対しては
具体的な支払計画の
提示を求めている。未
払いのある患者に対
しては、電話や郵便に
よる督催告の徹底に
加えSMSによる督促も
実施し、なおも未払い
が続く場合は弁護士
に徴収を委託し未収
金縮減に努めた。

必要に応じ、入院患
者は退院までに、外
来患者は来院時に
支払相談を行い、速
やかな支払いを勧奨
するとともに、一括支
払いが困難な患者に
対しては具体的な支
払計画の提示を求め
ている。未払いのあ
る患者に対しては、
電話や郵便による督
催告の徹底に加え
SMSによる督促も実
施し、なおも未払い
が続く場合は弁護士
に徴収を委託し未収
金縮減に努めた。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

未収金残高を計画以
上に減少することが
できた。
未収金縮減額
　　　　20.458千円

未収金残高を計画以
上に減少することが
できた。
未収金縮減額
　　　　　8,383千円

未収金残高を計画以
上に減少することが
できた。
未収金縮減額
　　　　14,641千円

未収金残高を計画以
上に減少することが
できた。
未収金縮減額
　　　　　7,404千円

未収金残高を一定額
減少することができ
た。
未収金縮減額
　　　　　1,234千円

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

◎ ◎ ◎ ◎ ○

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）
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⑻

№ ① 取組項目 　伊勢崎市スポーツ協会の経営健全化

担当部課 　健康推進部スポーツ振興課

取組内容

　スポーツ施設の管理運営の受託を目指し準備を進めます。また、ホームページの
内容の充実を進めます。さらに、本市のスポーツ推進の指針となる「スポーツ推進
計画」の施策実現を進め、「１市民１スポーツ」を楽しむまちいせさきを目指し、
多くの事業を遂行します。

重点項目　２　安定的な財政運営

外郭団体の経営健全化

　市が出資等をしている外郭団体については、社会経済情勢の変化等を念頭に経営状況を常に把
握し、自主性の向上・経営基盤の安定化と市民サービスの向上のため、組織体制の見直しを図る
など、業務の効率化及び経営の健全化について積極的に指導・監督を行います。

・スポーツ施
設管理運営の
受託

・ホームペー
ジ等の活用

・「１市民１
スポーツ」の
推進

５年後までの目標
（目指すべき姿）

・スポーツ施設の管理運営の受託を目指し準備を進めます。
・スポーツ協会の事務連絡等をメールの活用により、郵便料の削減を図ります。ま
た、加盟団体のホームページ開設を推進し、市民への情報提供とスポーツが行いや
すい環境づくりを進めます。
・「１市民１スポーツ」の推進を図ります。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

研究・検討 研究・検討 研究・検討 研究・検討 研究・検討

推進 推進 推進 推進 推進

推進 推進 推進 推進 推進
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令和3年度 令和4年度

スポーツ協会ホーム
ページがリニューア
ルし、行事予定の紹
介や各種申請書の
ダウンロードが可能
となった。また、各競
技団体の情報もホー
ムページにリンクでき
るようになっており、
団体数も増やせるよ
うスポーツ協会と連
携し、呼びかけをす
すめている状況であ
る。

スポーツ協会ホーム
ページについては、
５月のスポーツ協会
総会にて、ホーム
ページへの掲載方法
や広報に記載されて
いる各競技団体の主
催行事については、
令和５年度からス
ポーツ協会のホーム
ページに掲載移行す
ることを各競技団体
へ促した。

スポーツ協会ホーム
ページについては、
行事予定に加え、大
会やスポーツ教室の
紹介、各種申請書の
ダウンロード等、市
民への情報提供を
図った。
　また、各競技団体
のホームページにリ
ンクできるようにし、
内容の充実を図っ
た。

スポーツ協会ホーム
ページについては、
行事予定に加え、大
会やスポーツ教室の
紹介、各種申請書の
ダウンロード等、市
民への情報提供を
図った。
　また、各競技団体
のホームページにリ
ンクできるようにし、
内容の充実を図っ
た。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

スポーツ協会ホーム
ページのリニューア
ルに向け、スポーツ
協会と協議し、行事
予定の紹介、各種申
請書のダウンロー
ド、また、各競技団体
へのホームページに
リンクできるよう内容
を検討し充実を図る
ための準備をした。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － ― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － ― ― ―

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

スポーツ協会ホーム
ページに記載されて
いる内容が、充実し
てきている。

新型コロナウィルス
感染拡大の影響によ
り、令和2年度の事
業については中止を
余儀なくされたが、元
旦ニューイヤー全日
本実業団駅伝と東京
2020オリンピック聖
火リレー（3/30）につ
いては、感染対策を
講じ、開催できた。

スポーツ協会ホーム
ページに記載されて
いる内容は、各加盟
団体の協力もあり、
充実してきている。

新型コロナウィルス
感染拡大の影響によ
り、令和3年度の事
業については中止を
余儀なくされたが、伊
勢崎シティマラソンと
元旦ニューイヤー全
日本実業団駅伝に
ついては、感染対策
を講じ、開催できた。

スポーツ協会ホーム
ページに記載されてい
る内容は、各加盟団
体の協力もあり、充実
してきている。

令和4年度の事業につ
いてはwithコロナによ
り、会場と種目を見直
し、市民レクリエーショ
ンスポーツ祭を開催し
た他、伊勢崎シティマ
ラソンでは、公認コー
スで開催をした。元旦
ニューイヤー全日本
実業団駅伝について
は、中継所の変更は
あったが無事開催でき
た。

スポーツ協会ホーム
ページに記載されて
いる内容は、各加盟
団体の協力もあり、
充実してきている。

市民レクリエーション
スポーツ祭を今年度
からトライアルスポー
ツ祭（例年４月開催）
と統合し開催、高齢
者及び障害者でも楽
しむことができるレク
リエーションスポーツ
を追加し、多くの市民
の参加が図られた。

スポーツ協会ホーム
ページに記載されて
いる内容は、各加盟
団体の協力もあり、
充実してきている。

伊勢崎市誕生20周
年記念事業として伊
勢崎シティマラソンを
開催し、箱根駅伝等
で活躍した神野大地
選手をゲストラン
ナーに迎え、参加人
数は過去最多の
2093名の参加があり
「1市民1スポーツ」の
推進が図られた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

新型コロナウィルス
感染拡大の影響によ
り、事業の大半が中
止を余儀なくされた
ため、感染対策を講
じ、事業が開催でき
るよう推進する。

スポーツ協会ホーム
ページをリニューア
ルし、各競技団体に
ホームページを作成
してもらいリンクを増
やし充実を図ってい
く。

令和3年度においても
新型コロナウィルス感
染拡大の影響により、
事業の大半が中止を
余儀なくされたため、
次年度以降について
も感染対策を講じ、事
業が開催できるよう推
進する。

スポーツ協会ホーム
ページについては、引
き続き、各競技団体に
ホームページを作成し
てもらいリンクを増や
し充実を図っていく。

令和4年度において
は、withコロナにより、
感染対策を講じながら
制限を施しながら事業
が開催できた。次年度
以降については、コロ
ナの規制も緩和されて
いることから通常開催
ができるよう推進す
る。

スポーツ協会ホーム
ページについては、引
き続き、各競技団体に
掲載情報を増やしても
らい充実を図ってい
く。

スポーツ協会ホーム
ページの充実を図
り、ホームページ未
作成の各競技団体
にホームページを作
成してもらいリンクを
増やしていきたい。

　「１市民１スポーツ」
の推進を図るため、
スポーツ振興課、ス
ポーツ協会との連携
に努める。

スポーツ協会ホーム
ページの充実を図
り、ホームページ未
作成の各競技団体
にホームページを作
成してもらいリンクを
増やしていきたい。

　「１市民１スポーツ」
の推進を図るため、
スポーツ振興課、ス
ポーツ協会との連携
に努める。

令和5年度 令和6年度令和2年度

62



⑼

№

令和6年度

・導入施設の
検証

・導入施設に
おける再選定
事務の実施

取組内容
　特定規模電気事業者（PPS）から電気を購入することにより、経費の節減を図り
ます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　令和２年４月より、これまで実施している６施設に加え、新たに１１施設でPPS
の運用を始めるため、今後は、導入効果の検証を行います。

【導入済６施設】・あかぼり運動公園・あずまサッカースタジアム
　　　　　　　　・あずまスタジアム・境いよく野球場・境総合運動場
　　　　　　　　・あずま体育館

【新規導入１１施設】・華蔵寺公園運動施設管理事務所・第二市民体育館
　　　　　　　　　　・境体育館・境いよく沼公園テニス場・境弓道場
　　　　　　　　　　・赤堀剣道場・赤堀中央運動場（野球場）
　　　　　　　　　　・赤堀中央運動公園（テニス場）
　　　　　　　　　　・赤堀コミュニティ広場・赤堀西部スポーツ公園
　　　　　　　　　　・あずまゲートボール場

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

行政コスト縮減の推進

　庁舎等各種施設の維持管理費、消耗品費、印刷製本費等、全ての事業について、職員の創意工
夫による経費の削減に引き続き努めます。

① 取組項目 　スポーツ施設における特定規模電気事業者（PPS)からの電気購入

担当部課 　健康推進部スポーツ振興課

重点項目　２　安定的な財政運営

検証１７施設 検証１７施設 検証１７施設 検証１７施設 検証１７施設

再選定６施設

更新１１施設 更新１１施設 更新１１施設 更新１１施設 更新１１施設
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

次年度以降も継続し
ていき、条件に合う
体育施設についても
導入する方向で検討
していく。

次年度以降も継続し
ていき、条件に合う
体育施設についても
導入する方向で検討
していく。

あかぼり運動公園外
5施設については、
条件に合う特定規模
電気事業者との契約
が可能となり次第、
電気購入事業者を変
更したい。華蔵寺運
動公園管理事務所
外10施設について
は、条件が合えば現
在の伊勢崎ガス㈱と
の契約を更新してい
く。

あかぼり運動公園外
5施設及び華蔵寺運
動公園管理事務所
外10施設について
は、今後も条件が合
えば現在の伊勢崎ガ
ス㈱との契約を更新
していく。

令和7年度からは、
17施設のうち9施設
についてＲＣ２１発電
電力・地産地消プロ
ジェクトに移行し、脱
炭素化及び経費の
削減を図りたい。他
の8施設について
は、今後も条件が合
えば現在の伊勢崎ガ
ス㈱との契約を更新
していく。

あかぼり運動公園外5施設
は、市場単価高騰により条
件に合う契約相手が無いた
め、令和４年７月１日から令
和６年２月29日まで最終保
障供給として東京電力パ
ワーグリッド㈱から電気を
購入していたが、３月１日
から伊勢崎ガス㈱と契約し
電気を購入している。今後
は、華蔵寺運動公園管理
事務所外10施設を含む17
施設について、引き続き特
定規模電気事業者(PPS)で
ある伊勢崎ガス㈱から電気
を購入し、経費の削減を目
指したい。

前年度に引き続き、
17施設について特定
規模電気事業者
(PPS)である伊勢崎
ガス㈱と契約し電気
を購入した。令和7年
度からは、17施設の
うち9施設についてＲ
Ｃ２１発電電力・地産
地消プロジェクトに移
行し、脱炭素化及び
経費の削減を図りた
い。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

あかぼり運動公園外5
施設での電気購入
は、(伊藤忠エネクス
㈱)から、華蔵寺運動
公園管理事務所外10
施設での電気購入
は、伊勢崎ガス㈱)か
ら、購入し電気料金の
削減が図れている。

<R2年度電気料>
伊藤忠エネクス㈱
契約施設分
　　　8,971,288円
東京電力契約時想定
　　14,683,684円

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　14,898,513円
東京電力契約時想定
　　21,781,550円

あかぼり運動公園外5
施設での電気購入
は、(伊藤忠エネクス
㈱)から、華蔵寺運動
公園管理事務所外10
施設での電気購入
は、伊勢崎ガス㈱)か
ら、購入し電気料金の
削減が図れている。

<R3年度電気料>
伊藤忠エネクス㈱
契約施設分
　　10,031,379円
東京電力契約時想定
　　15,967,349円

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　15,841,626円
東京電力契約時想定
　　23,368,764円

あかぼり運動公園外5
施設での電気購入
は、令和4年6月30日
まで伊藤忠エネクス㈱
から、華蔵寺運動公
園管理事務所外10施
設での電気購入は、
伊勢崎ガス㈱から購
入し、電気料金の削
減が図れている。

<R4年度電気料>
伊藤忠エネクス㈱
契約施設分
※R4.6.30まで
　　　2,626,197円
東京電力契約時想定
※R4.6.30まで
　　　4,380,770円

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　23,540,582円
東京電力契約時想定
　　30,983,793円

あかぼり運動公園外5
施設及び華蔵寺運動
公園管理事務所外10
施設共に、市場単価
高騰により令和５年度
において電気料金の
削減は図れなかった
が、PPS導入から総体
としては大幅に削減が
図れている。

<R5年度電気料>
東電パワーグリッド→
伊勢崎ガス㈱
　　　19,963,809円
東京電力契約時想定
　　　17,587,342円

伊勢崎ガス㈱
　　　26,088,822円
東京電力契約時想定
　　　25,840,738円

あかぼり運動公園外
5施設及び華蔵寺運
動公園管理事務所
外10施設共に、市場
単価高騰により令和
6年度において電気
料金の削減は図れ
なかったが、PPS導
入から総体としては
大幅に削減が図れて
いる。

<R6年度電気料>
※17施設
伊勢崎ガス㈱
　　　42,776,663円
東京電力契約時想
定
　　　40,292,411円

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

― ―

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

あかぼり運動公園外
5施設は特定規模電
気事業者 (PPS)であ
る伊藤忠エネクス㈱
から、華蔵寺運動公
園管理事務所外10
施設は特定規模電
気事業者 (PPS)であ
る 伊 勢 崎 ガ ス ㈱ か
ら、電気を購入し、経
費の削減を図った。

あかぼり運動公園外
5施設は特定規模電
気事業者 (PPS)であ
る伊藤忠エネクス㈱
から、華蔵寺運動公
園管理事務所外10
施設は特定規模電
気事業者 (PPS)であ
る 伊 勢 崎 ガ ス ㈱ か
ら、電気を購入し、経
費の削減を図った。

あかぼり運動公園外5施設
は、伊藤忠エネクス㈱との
契約期間が令和4年6月30
日に満了したが、現在、市
場単価高騰により条件に合
う契約相手がないため、最
終保障供給として東京電力
パワーグリッド㈱から電気
を購入している。華蔵寺運
動公園管理事務所外10施
設は、引き続き特定規模電
気事業者(PPS)である伊勢
崎ガス㈱から電気を購入
し、経費の削減を図る。
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№

　令和２年４月より、４５施設でPPSの運用を開始します。

【新規導入４５施設】　西部公園、坂東公園、いせさき市民のもり公園、
　　　　　　　　　　　子供のもり公園伊勢崎　外４１施設

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・導入施設の
検証

・導入施設に
おける再選定
事務の実施

② 取組項目 　公園施設における特定規模電気事業者（PPS)からの電気購入

担当部課 　都市計画部公園緑地課

取組内容
　特定規模電気事業者（PPS）から電気を購入することにより、経費の節減を図り
ます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

検証４５施設 検証４５施設 検証４５施設 検証４５施設 検証４５施設

再選定４５施
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       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

西部公園外44施設
での電気購入は、伊
勢崎ガス㈱)から、購
入し電気料金の削減
が図れている。

<R2年度電気料>

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　20,634,167円

東京電力契約時想
定
　　24,385,206円

西部公園外44施設
での電気購入は、伊
勢崎ガス㈱)から、購
入し電気料金の削減
が図れている。

<R3年度電気料>

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　21,593,323円

東京電力契約時想
定
　　25,344,362円

西部公園外44施設
での電気購入は、伊
勢崎ガス㈱)から、購
入し電気料金の削減
が図れている。

<R4年度電気料>

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　32,332,063円

東京電力契約時想
定
　　32,513,701円

西部公園外44施設
での電気購入は、伊
勢崎ガス㈱)から、購
入し電気料金の削減
が図れている。

<R5年度電気料>

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　28,323,348円

東京電力契約時想
定
　　28,515,661円

西部公園外43施設
での電気購入は、伊
勢崎ガス㈱)から、購
入し電気料金の削減
が図れている。

<R6年度電気料>

伊勢崎ガス㈱
契約施設分
　　28,934,698円

東京電力契約時想
定
　　29,514,368円

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

次年度以降につい
て、毎年の電気の使
用量は大きく変動し
ないことから、5年サ
イクルで見直してい
く。
また、照明設備を
LEDに更新した場合
は、電気の使用量が
変わるため、その都
度見直していく。

次年度以降につい
て、毎年の電気の使
用量は大きく変動し
ないことから、5年サ
イクルで見直してい
く。
また、照明設備を
LEDに更新した場合
や電気料金が改定さ
れた場合は、その都
度見直していく。

次年度以降につい
て、毎年の電気の使
用量は大きく変動し
ないことから、5年サ
イクルで見直してい
く。
また、照明設備を
LEDに更新した場合
や電気料金が改定さ
れた場合は、その都
度見直していく。

次年度以降につい
て、毎年の電気の使
用量は大きく変動し
ないことから、5年サ
イクルで見直してい
く。
また、照明設備を
LEDに更新した場合
や電気料金が改定さ
れた場合は、その都
度見直していく。

現状PPSからの電気
購入により電気料金
の削減が図れている
ことから、次年度以
降も継続して購入す
ることとし、5年サイク
ルで見直していく。
また、照明設備を
LEDに更新した場合
や電気料金が改定さ
れた場合は、その都
度見直していく。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

西部公園外44施設
は特定規模電気事
業者(PPS)である伊
勢崎ガス㈱から、電
気を購入し、経費の
削減を図った。

西部公園外44施設
は特定規模電気事
業者(PPS)である伊
勢崎ガス㈱から、電
気を購入し、経費の
削減を図った。

西部公園外44施設
は特定規模電気事
業者(PPS)である伊
勢崎ガス㈱から、電
気を購入し、経費の
削減を図る。

西部公園外44施設
は特定規模電気事
業者(PPS)である伊
勢崎ガス㈱から、電
気を購入し、経費の
削減を図る。

西部公園外43施設
は特定規模電気事
業者(PPS)である伊
勢崎ガス㈱から、電
気を購入し、経費の
削減を図る。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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⑴

№

取組内容

　社会経済情勢の変化に対応した効率的で効果的な市政の実現を推進するため、本
市の行政改革の推進及び行政評価に対して、第三者的な立場の視点を加味し客観性
及び透明性を確保するために設置した「伊勢崎市行政改革推進及び行政評価市民委
員会」を開催し、行政運営に市民の意見が反映しやすい体制の整備を目指します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　行政改革と行政評価を同一の市民委員の視点で検証を行う「伊勢崎市行政改革推
進及び行政評価市民委員会」を開催し、検証結果を行政改革及び業務改善へ反映さ
せる行政運営のマネジメントサイクルの推進に努め、市民と行政とのパートナー
シップの強化を図ります。

担当部課 　企画部事務管理課、企画部企画調整課

重点項目　３　市民協働の推進

　きめ細かく魅力的で個性豊かなまちづくりを進めていくためには、市民がこれまで以上に政策形成過程に
参画する機会を拡大していくことが求められます。
　このため、市民と行政の役割を明確にしつつ、コミュニティ活動団体や、ボランティア・ＮＰＯ（民間非営利
組織）等の各種市民団体とのネットワークづくりを行うとともに、協働の仕組みづくりや活動環境の整備等の
支援を進めます。

市民協働による行政システムの確立

　市民との協働による市政をより一層推進するため、市民参加条例に基づき、市民の参加を積極
的に推進し、一人ひとりの声を反映しやすい仕組みや制度の整備を総合的に進めます。
　そのために、重要施策の計画策定段階で市民の意見を求めるパブリックコメント手続の実施、
各種審議会委員の公募などを行い、市民と行政とのパートナーシップの強化を図ります。

① 取組項目 　伊勢崎市行政改革推進及び行政評価市民委員会の開催

・会議の開催

・市民委員の
選出

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

開催 開催 開催 開催 開催

選出 選出
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

- - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

行政改革の推進及
び行政評価に対し
て、第三者的な立場
の視点を加味し、客
観性及び透明性を確
保しながら、市民委
員会を開催しご意見
をいただいた。

委員会回数　２回

行政改革の推進及
び行政評価に対し
て、第三者的な立場
の視点を加味し、客
観性及び透明性を確
保しながら、市民委
員会を開催しご意見
をいただいた。

委員会回数　２回

委員の改選により、
新たに８名の委員を
選出した。

行政改革の推進及
び行政評価に対し
て、第三者的な立場
の視点を加味し、客
観性及び透明性を確
保しながら、市民委
員会を開催しご意見
をいただいた。

委員会回数　２回

行政改革の推進及
び行政評価に対し
て、第三者的な立場
の視点を加味し、客
観性及び透明性を確
保しながら、市民委
員会を開催しご意見
をいただいた。

委員会回数　２回

委員の改選により、
新たに８名の委員を
選出した。

行政改革の推進及
び行政評価に対し
て、第三者的な立場
の視点を加味し、客
観性及び透明性を確
保しながら、市民委
員会を開催しご意見
をいただいた。

委員会回数　２回

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

- - - - -

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

５か年の行政改革推
進計画に対する取組
内容や、行政評価に
おける事務事業評価
を客観的な視点で意
見をいただき、行政
運営のマネジメント
サイクルにおいて、
透明性の確保と説明
責任を果たすことが
でき、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化が図れた。

５か年の行政改革推
進計画に対する取組
内容や、行政評価に
おける事務事業評価
を客観的な視点で意
見をいただき、行政
運営のマネジメント
サイクルにおいて、
透明性の確保と説明
責任を果たすことが
でき、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化が図れた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

次年度も市民委員か
らの貴重な意見を伺
いながら、マネジメン
トサイクルの推進に
努め、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化を図っていく。

次年度も市民委員か
らの貴重な意見を伺
いながら、マネジメン
トサイクルの推進に
努め、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化を図っていく。

次年度も市民委員か
らの貴重な意見を伺
いながら、マネジメン
トサイクルの推進に
努め、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化を図っていく。

次年度も市民委員か
らの貴重な意見を伺
いながら、マネジメン
トサイクルの推進に
努め、市民と行政と
のパートナーシップ
の強化を図っていくと
ともに、効率的な行
政改革の推進体制
の構築のため、行政
改革推進計画の見
直しを図っていく。

今後も行政運営に対
する市民の声を反映
しやすい体制整備を
推進し、市民と行政
のパートナーシップ
の強化に努めてい
く。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

行政改革及び行政
評価における客観的
な意見をいただき、
行政運営のマネジメ
ントサイクルにおい
て、透明性の確保と
説明責任を果たすこ
とができ、市民と行
政とのパートナー
シップの強化が図れ
た。

行政改革及び行政
評価における客観的
な意見をいただき、
行政運営のマネジメ
ントサイクルにおい
て、透明性の確保と
説明責任を果たすこ
とができ、市民と行
政とのパートナー
シップの強化が図れ
た。

行政改革及び行政
評価における客観的
な意見をいただき、
行政運営のマネジメ
ントサイクルにおい
て、透明性の確保と
説明責任を果たすこ
とができ、市民と行
政とのパートナー
シップの強化が図れ
た。
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№

・市民参加庁
内推進委員会
の開催

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　幅広い市民参加の確保や多くの市民の意見を市政に反映させるための効果的な市
民参加の方法の研究を行い、審議会等の会議運営の工夫やパブリックコメント手続
等の市民への啓発など、市民が市政に参加しやすい環境を整備します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・市民参加条
例による市民
参加手続きの
管理

② 取組項目 　市民参加条例の進行管理

担当部課 　市民部市民活動課

取組内容

　市民参加条例の運用ルールに沿った進行管理を行い、審議会やパブリックコメン
ト手続、市民会議など、市民参加の対象事業をあらかじめ広報いせさきや市ホーム
ページで公表するとともに、実施結果についても公表します。また、伊勢崎市市民
参加庁内推進委員会により、市民参加条例に基づく市民参加を適正に推進します。

・市民参加実
施予定・実施
状況などの公
表

研究・実施

実施

実施

研究・実施

実施

実施

研究・実施

実施

実施

研究・実施

実施

実施

研究・実施

実施

実施
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財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

－ - - - -

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

庁内において、市民
参加全般に対する意
識が浸透してきてい
る。今後も市民参加
の一層の推進と適切
な運用の推進を図っ
ていく。

庁内において、市民
参加全般に対する意
識が浸透してきてい
る。今後も市民参加
の一層の推進と適切
な運用の推進を図っ
ていく。

庁内において、市民
参加全般に対する意
識が浸透してきてい
る。今後も市民参加
の一層の推進と適切
な運用の推進を図っ
ていく。

庁内において、市民
参加全般に対する意
識が浸透してきてい
る。今後も市民参加
の一層の推進と適切
な運用の推進を図っ
ていく。

庁内において、市民
参加全般に対する意
識が浸透してきてい
る。今後も市民参加
の一層の推進と適切
な運用の推進を図っ
ていく。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

５月に市民参加の取
り組み状況や予定に
ついて、広報やホー
ムページ等で公表し
た。
また、市民参加を適
正に推進し全庁的に
調整するため、３月
に市民参加庁内推
進委員会を開催し
た。
パブリックコメントの
運用手引きに、報道
機関への情報提供
の実施を追加した。

５月に市民参加の取り
組み状況や予定につ
いて、広報やホーム
ページ等で公表した。
また、市民参加を適正
に推進し全庁的に調
整するため、３月に市
民参加庁内推進委員
会を開催した。
令和４年度委嘱替え
予定があり、女性の割
合が３０％未満の審議
会等について所管す
る担当課に対して現
状の把握と他課の取
り組み状況等の意見
交換を実施した。

5月に市民参加の取り
組み状況や予定につ
いて、広報やホーム
ページ等で公表した。
また、市民参加を適正
に推進し全庁的に調
整するため、３月に市
民参加庁内推進委員
会を開催した。
令和５年度委嘱替え
予定があり、女性の割
合が３０％未満の審議
会等について所管す
る担当課に対して現
状の把握と他課の取
り組み状況等の意見
交換を実施した。

5月に市民参加の取り
組み状況や予定につ
いて、広報やホーム
ページ等で公表した。
また、市民参加を適正
に推進し全庁的に調
整するため、３月に市
民参加庁内推進委員
会を開催した。
令和6年度委嘱替え予
定があり、女性の割合
が３０％未満の審議会
等について所管する
担当課に対して現状
の把握と他課の取り
組み状況等の意見交
換を実施した。

5月に市民参加の取り
組み状況や予定につ
いて、広報やホーム
ページ等で公表した。
また、市民参加を適正
に推進し全庁的に調
整するため、３月に市
民参加庁内推進委員
会を開催した。
令和７年度委嘱替え
予定があり、女性の割
合が３０％未満の審議
会等について所管す
る担当課に対して現
状の把握と他課の取
り組み状況等の意見
交換を実施した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

あらかじめ市民参加
の予定や実施結果を
公表したことにより、
実施する時期が周知
され、市民参加への
意識高揚や市政へ
の透明性が図られ
た。

市民参加者数
　　　　         3,322人

あらかじめ市民参加
の予定や実施結果を
公表したことにより、
実施する時期が周知
され、市民参加への
意識高揚や市政へ
の透明性が図られ
た。

市民参加者数
　　　　         3,982人

あらかじめ市民参加
の予定や実施結果を
公表したことにより、
実施する時期が周知
され、市民参加への
意識高揚や市政へ
の透明性が図られ
た。

市民参加者数
　　　         10,353人

あらかじめ市民参加
の予定や実施結果を
公表したことにより、
実施する時期が周知
され、市民参加への
意識高揚や市政へ
の透明性が図られ
た。

市民参加者数
　　　       5,182 人

あらかじめ市民参加
の予定や実施結果を
公表したことにより、
実施する時期が周知
され、市民参加への
意識高揚や市政へ
の透明性が図られ
た。

市民参加者数
　　　      7,299人

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

70



⑵

№

担当部課 　市民部市民活動課

取組内容

　市民活動団体の自主性やアイデア、主体性を尊重しながら、市民活動団体と行政
が協働で事業を実施できる体制づくりを支援するための補助金の交付、また市民活
動通信の発行やインターネットを活用したまちづくりプロジェクトの運用などによ
り市民活動団体の活動の活性化を図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市民との協働による事業の推進や市民活動団体への情報発信、市民活動団体相互
の交流促進を積極的に実施することにより、市民と行政による協働まちづくりを実
現します。

重点項目　３　市民協働の推進

市民活動・ボランティアの育成支援

　市民活動の支援や学習活動を拡充して市民の参加意欲を高めるとともに、市民と行政の役割を
明確にしながら、地域コミュニティ、ボランティア団体、ＮＰＯ等各種市民団体との連携と協働
のまちづくりを推進します。
　市民のボランティア活動に対する関心の高まりに応え、人的な財産である社会参加活動を育成
し、心豊かな地域社会を育むとともに、地域における市民の自主的・主体的な活動を支援しま
す。

① 取組項目 　協働まちづくり事業の実施

令和4年度 令和5年度 令和6年度

・事業内容や
募集方法等の
検討

・市民活動通
信の発行

・まちづくり
プロジェクト
の活用や検討

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度

検討・実施

実施

活用・検討

検討・実施

実施

活用・検討

検討・実施

実施

活用・検討

検討・実施

実施

活用・検討

検討・実施

実施

活用・検討
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

【協働まちづくり事業】
　新型コロナウィルス
の影響により、提案
募集の説明会を個別
にて実施、審査会を
書面開催とした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　見やすい紙面づくり
を心掛け、発行した。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進のため市
民団体等が集まるイ
ベント等でPRを実施
した。

-

【協働まちづくり事
業】
　今後も多くの団体
から応募をしてもらえ
るよう周知方法など
も含めて検討してい
く。
【ボランティア・市民
活動通信】
　内容の充実を図
り、より良い紙面づく
りをしていく。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進を図るた
め周知方法も含めて
検討していく。

- -

【協働まちづくり事
業】
　新型コロナウィルス
の影響により、提案
募集の説明会を個別
にて実施、審査会を
書面開催とした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　見やすい紙面づくり
を心掛け、発行した。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進のため市
民団体等が集まるイ
ベント等でPRを実施
した。

【協働まちづくり事
業】
　新型コロナウィルス
の影響により、提案
募集の説明会を個別
にて実施、審査会を
開催した。
【ボランティア・市民
活動通信】
　見やすい紙面づくり
を心掛け、発行した。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進のため市
民団体等が集まるイ
ベント等でPRを実施
した。

【協働まちづくり事
業】
　提案募集の説明会
を個別にて実施、審
査会を書面開催し
た。
【ボランティア・市民
活動通信】
　見やすい紙面づくり
を心掛け、発行した。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進のため市
民団体等が集まるイ
ベント等でPRを実施
した。

【協働まちづくり事
業】
　提案募集の説明会
を個別にて実施、審
査会を開催。追加募
集は審査会を書面開
催した。
【ボランティア・市民
活動通信】
　見やすい紙面づくり
を心掛け、発行した。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進のため市
民団体等が集まるイ
ベント等でPRを実施
した。

○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

【協働まちづくり事業】
　今後も多くの団体
から応募 をしてもら
えるよう周知方法な
ども含めて検討して
いく。
【ボランティア・市民
活動通信】
　内容の充実を図
り、より良い紙面づく
りをしていく。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進を図るた
め周知方法も含めて
検討していく。
　各取組がコロナ禍
においても充実する
よう検討していく。

【協働まちづくり事
業】
　今後も多くの団体
から応募をしてもらえ
るよう周知方法など
も含めて検討してい
く。
【ボランティア・市民
活動通信】
　内容の充実を図
り、より良い紙面づく
りをしていく。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進を図るた
め周知方法も含めて
検討していく。
　各取組がコロナ禍
においても充実する
よう検討していく。

【協働まちづくり事
業】
　今後も多くの団体
から応募をしてもらえ
るよう周知方法など
も含めて検討してい
く。
【ボランティア・市民
活動通信】
　内容の充実を図
り、より良い紙面づく
りをしていく。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進を図るた
め周知方法も含めて
検討していく。
　各取組がコロナ禍
においても充実する
よう検討していく。

【協働まちづくり事業】
　今後も多くの団体か
ら応募をしてもらえる
よう周知方法なども含
めて検討していく。
【ボランティア・市民活
動通信】
　内容の充実を図り、
より良い紙面づくりを
していく。
【まちづくりプロジェク
ト】
　利用促進を図るため
周知方法も含めて検
討していく。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

【協働まちづくり事業】
　１団体から提案が
あり採択され、
100,000円の補助をし
た。
【ボランティア・市民
活動通信】
　１回10,000部、年２
回発行し、関係各所
への配架と行政区へ
の回覧をした。
【まちづくりプロジェク
ト】
登録団体106団体
アクセス数7550件

【協働まちづくり事
業】
　2団体が採択され、
合計123,240円の補
助をした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　１回1,000部、新型
コロナウイルス感染
拡大のため年1回発
行し、関係各所への
配架をした。
【まちづくりプロジェク
ト】
登録団体107団体
アクセス数6132件

【協働まちづくり事
業】
　3団体が採択され、
合計210,000円の補
助をした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　１回10,000部、年4
回発行し、関係各所
への配架と行政区へ
の回覧をした。
【まちづくりプロジェク
ト】
登録団体107団体
アクセス数5710件

【協働まちづくり事
業】
　2団体が採択され、
合計40,000円の補助
をした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　１回10,000部、年3
回発行し、関係各所
への配架と行政区へ
の回覧をした。
【まちづくりプロジェク
ト】
登録団体109団体
アクセス数5281件

【協働まちづくり事
業】
　３団体が採択され、
合計187,000円の補
助をした。
【ボランティア・市民
活動通信】
　１回10,000部、年4
回発行し、関係各所
への配架と行政区へ
の回覧をした。
【まちづくりプロジェク
ト】
登録団体111団体
アクセス数4962件

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ -

72



⑶

№

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

重点項目　３　市民協働の推進

市民協働による施設運営の推進

　公共施設運営の効率化を図るとともに行政効果を高めるため、市民の人的資源の積極的な活用
と市民との協働による施設運営を推進します。
　既存の施設は、今後の組織・機構の再編も視野に入れながら、市民サービスの向上と市民の視
点による利便性の高い施設運営を目指し、市民の満足度の向上を図ります。
　絣の郷を核とし、各施設の連携によりボランティアを含む市民参加を促進し、市民との協働に
よる施設運営を推進します。

① 取組項目 　市民協働による「絣の郷」の施設運営の実施

担当部課 　市民部市民活動課

取組内容

　「市民交流を推進するとともに、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自
由な社会貢献活動を支援することにより、市民と行政の協働による活力ある地域づ
くりを進め、もって市民活動の健全な発展を図る」という施設の設置目的を踏ま
え、市民協働による「絣の郷」の施設運営を検討し、実施します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　「絣の郷」施設について、より効果的かつ効率的なアイデアを市民と行政が協働
で出し合い、市民のニーズにかなった施設運営を行い、市民サービスの向上と利便
性の高い運営を実施します。

令和6年度

・市民協働に
よる施設管理
の検討・実施

取
組
工
程

具体的な
取組事項

検討 検討 検討 検討 実施
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令和4年度 令和5年度

「絣の郷」における多
方面からの市民協働
を検討していくため、
協働まちづくり事業
の事業提案団体やイ
ベント開催時の参加
団体との交流を図っ
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

現状では、市民協働
による「絣の郷」の施
設運営に対応する市
民活動団体の見当
は難しいが、「絣の
郷」を使用する団体
が環境美化活動等を
実施され、関係団体
の自主性が促進され
た。

現状では、市民協働
による「絣の郷」の施
設運営に対応する市
民活動団体の見当
は難しいが、「絣の
郷」を使用する団体
が継続して環境美化
活動等を実施され、
関係団体の自主性
が促進された。

現状では、市民協働
による「絣の郷」の施
設運営に対応する市
民活動団体の見当
は難しいが、「絣の
郷」を使用する団体
が継続して環境美化
活動等を実施され、
関係団体の自主性
が促進された。

現状では、市民協働
による「絣の郷」の施
設運営に対応する市
民活動団体の見当
は難しいが、「絣の
郷」を使用する団体
が継続して環境美化
活動等を実施され、
関係団体の自主性
が促進された。

現状では、市民協働
による「絣の郷」の施
設運営に対応する市
民活動団体の見当
は難しいが、「絣の
郷」を使用する団体
が継続して環境美化
活動等を実施され、
関係団体の自主性
が促進された。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

-

「絣の郷」における多
方面からの市民協働
を検討していくため、
協働まちづくり事業
の事業提案団体やイ
ベント開催時の参加
団体との交流を図っ
た。

「絣の郷」における多
方面からの市民協働
を検討していくため、
協働まちづくり事業
の事業提案団体やイ
ベント開催時の参加
団体との交流を図っ
た。

「絣の郷」における多
方面からの市民協働
を検討していくため、
協働まちづくり事業
の事業提案団体やイ
ベント開催時の参加
団体との交流を図っ
た。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

「絣の郷」における多
方面からの市民協働
を検討していくため、
協働まちづくり事業
の事業提案団体やイ
ベント開催時の参加
団体との交流を図っ
た。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－

令和6年度

-- -

令和2年度 令和3年度

-

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

引き続き、市民活動
団体との交流等を図
りながら、より良い市
民協働について検討
していく。

引き続き、市民活動
団体との交流等を図
りながら、より良い市
民協働について検討
していく。

引き続き、市民活動
団体との交流等を図
りながら、より良い市
民協働について検討
していく。

引き続き、市民活動
団体との交流等を図
りながら、より良い市
民協働について検討
していく。

引き続き、市民活動
団体との交流等を図
りながら、より良い市
民協働について検討
していく。
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⑷

№

５年後までの目標
（目指すべき姿） 　市の審議会等における女性委員割合を３０％以上とすることを目標とします。

令和6年度

・第３次伊勢
崎市男女共同
参画計画の進
行管理

取組内容

　市政の多くの分野に女性の意見が反映されるよう、市の審議会等における女性の
積極的な登用を促進します。
　第３次伊勢崎市男女共同参画計画の指標の１つとして審議会等における女性委員
の割合を掲げ、計画の進行管理により各課の取組を促します。
　意欲のある女性と、女性人材を必要とする各課とをつなぐため、女性人材データ
バンクの活用を広げます。

重点項目　３　市民協働の推進

男女共同参画の推進

　男女共同参画社会の確立のため、その必要性・重要性について理解や認識を高め、各種審議会
等において女性の積極的な登用に努めるなど、様々な施策により、市民、企業、関係団体などと
協働し推進を図ります。

① 取組項目 　審議会等における女性登用の促進

　市民部人権課担当部課

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

・女性人材
データバンク
の活用

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施実施
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

第３次男女共同参画
計画の推進のため、
計画に位置づく各事
業の進捗状況をとり
まとめ、第４次男女
共同参画計画（案）を
作成し、伊勢崎市男
女共同参画計画策
定・推進本部会議及
び伊勢崎市男女共
同参画推進協議会
に諮った。
女性人材データバン
クについては、市の
事業の参加者への
声掛け等の周知によ
り、登録者が増加し
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

伊勢崎市男女共同
参画計画策定・推進
本部会議　年１回開
催（書面協議）

伊勢崎市男女共同
参画推進協議会　年
１回開催（書面協議）

女性人材データバン
クの登録者数24人と
なり、2名増加した。

審議会等における女
性委員割合23.7％
で、ほぼ横ばいと
なった。

伊勢崎市男女共同
参画計画策定・推進
本部会議　年１回開
催

伊勢崎市男女共同
参画推進協議会　年
１回開催（書面協議）

女性人材データバン
クの登録者数25人と
なり、1名増加した。

審議会等における女
性委員割合24.3％
で、増加した。

伊勢崎市男女共同
参画計画策定・推進
本部会議　年１回開
催

伊勢崎市男女共同
参画推進協議会　年
１回開催

女性人材データバン
クの登録者数29人と
なり、4名増加した。

審議会等における女
性委員割合24.4％
で、増加した。

伊勢崎市男女共同
参画計画策定・推進
本部会議　年１回開
催

伊勢崎市男女共同
参画推進協議会　年
１回開催

女性人材データバン
クの登録者数32人と
なり、3名増加した。

審議会等における女
性委員割合24.4％
で、横ばいとなった。

伊勢崎市男女共同
参画計画策定・推進
本部会議　年３回開
催

伊勢崎市男女共同
参画推進協議会　年
３回開催

女性人材データバン
クの登録者数34人と
なり、2名増加した。

審議会等における女
性委員割合24.7％
で、増加した。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ - - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

第３次男女共同参画
計画の進行管理の
ため、伊勢崎市男女
共同参画計画策定・
推進本部会議及び
伊勢崎市男女共同
参画推進協議会を開
催し、計画に位置づ
く各事業について指
標項目の設定を行っ
た。
審議会等における女
性委員比率向上の
ため、女性人材デー
タバンクの周知・広
報を進めた。

第３次男女共同参画
計画の推進のため、
計画に位置づく各事
業の進捗状況をとり
まとめ、伊勢崎市男
女共同参画計画策
定・推進本部会議及
び伊勢崎市男女共
同参画推進協議会
に諮った。
女性人材データバン
クについては、市の
事業の参加者への
声掛け等の周知によ
り、登録者が増加し
た。

第３次男女共同参画
計画の推進のため、
計画に位置づく各事
業の進捗状況をとり
まとめ、伊勢崎市男
女共同参画計画策
定・推進本部会議及
び伊勢崎市男女共
同参画推進協議会
に諮った。
女性人材データバン
クについては、市の
事業の参加者への
声掛け等の周知によ
り、登録者が増加し
た。

第３次男女共同参画
計画の推進のため、
計画に位置づく各事
業の進捗状況をとり
まとめ、伊勢崎市男
女共同参画計画策
定・推進本部会議及
び伊勢崎市男女共
同参画推進協議会
に諮った。
女性人材データバン
クについては、市の
事業の参加者への
声掛け等の周知によ
り、登録者が増加し
た。

市の審議会等におけ
る女性委員割合は前
年度よりも0.3ポイン
ト増加した。
社会のあらゆる分野
における女性参画の
必要性を多くの職員
や市民に伝え、さら
なる女性委員比率向
上の取組につなげ
る。

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

市の審議会等におけ
る女性委員割合は前
年度、前々年度に引
き続いて23％台が続
いている。
女性比率の低い審
議会等の事務局に
は、向上に向けた改
善策の作成を依頼す
るとともに、女性人材
データバンクの周知・
活用を進め、女性委
員の増加に努める。

市の審議会等におけ
る女性委員割合は前
年度よりも、 0.6ポイ
ント増加した。
社会のあらゆる分野
における女性参画の
必要性を多くの職員
や市民に伝え、さら
なる女性委員比率向
上の取組につなげ
る。

市の審議会等におけ
る女性委員割合は前
年度よりも、 0.1ポイ
ント増加した。
社会のあらゆる分野
における女性参画の
必要性を多くの職員
や市民に伝え、さら
なる女性委員比率向
上の取組につなげ
る。

市の審議会等におけ
る女性委員割合は前
年度と同数値となっ
た。
社会のあらゆる分野
における女性参画の
必要性を多くの職員
や市民に伝え、さら
なる女性委員比率向
上の取組につなげ
る。
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⑸

№

令和6年度

・出前講座を
継続実施

担当部課 　教育部生涯学習課

取組内容

　市民の学習活動を支援するために、市民の求めに応じて、市職員が市の施策につ
いて各地区に出向いて説明します。市民の多様なニーズに応えられるよう出前講座
メニューを拡充していきます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　子どもから大人まで、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力を身
につけ、心豊かな人生が送れるようにします。また、地域のコミュニティーに根ざ
した生涯学習活動を推進することにより、住みよいまちづくりを目指します。

重点項目　３　市民協働の推進

職員出前講座の推進

　市民との協働を推進するため、職員自らが市政について説明等を行うとともに、まちづくりを
市民と共有できる職員出前講座を推進します。

① 取組項目 　まちづくりを市民と共有できる職員出前講座の推進

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

・市民のニー
ズ調査

取
組
工
程

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

ニーズ調査 ニーズ調査 ニーズ調査 ニーズ調査 ニーズ調査
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「出前講座メニュー」
を作成し、各行政区
に配布するとともに、
公民館等の窓口で
希望者に配布。ま
た、ホームページ等
に掲載し、申し込み
やすい環境とした。
実施後のアンケート
調査等により、　住
民ニーズを把握し、
講座メニューの検討
につなげることがで
きた。
 メニュー数　71

「出前講座メニュー」
を作成し、各行政区
に配布するとともに、
公民館等の窓口で
希望者に配布。ま
た、ホームページ等
に掲載し、申し込み
やすい環境とした。
実施後のアンケート
調査等により、　住
民ニーズを把握し、
関係各課へ情報提
供し、講座メニューの
検討につなげること
ができた。
 メニュー数　72

「出前講座メニュー」
を作成し、各行政区
に配布するとともに、
公民館等の窓口で
希望者に配布。ま
た、ホームページ等
に掲載し、申し込み
がスムーズな環境と
した。実施後のアン
ケート調査により、住
民ニーズを把握し、
関係各課へ情報提
供することで、講座メ
ニューの改善や増加
につなげることがで
きた。
メニュー数　77

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

実施件数　19件
利用者数　526人

実施件数　29件
利用者数　890人

実施件数　98件
利用者数　3,625人

－ －

実施件数　143件
利用者数　5,774人

実施件数　　121件
利用者数　4,244人

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

－ － －

新型コロナウイルス
感染防止対策を徹底
し、講座の実施を
図った。　また、実施
後のアンケート調査
等により、　住民ニー
ズを把握し、次年度
以降の講座メニュー
の検討につなげるこ
とができた。
今後も感染防止対策
を講じながら住民
ニーズにあった出前
講座ができるよう努
めたい。

新型コロナウイルス
感染防止対策を徹底
し、講座の実施を
図った。　また、実施
後のアンケート調査
等により、　住民ニー
ズを把握し、次年度
以降の講座メニュー
の検討につなげるこ
とができた。
今後も感染防止対策
を講じながら住民
ニーズにあった出前
講座ができるよう努
めたい。

今後より多くの申し
込みが見込まれるた
め、関係各課と連携
し円滑に講座実施が
図れるようにする。
住民ニーズを把握
し、講座メニューへ反
映させ、講座実施に
つなげる。

関係各課と連携し、
円滑な講座実施を図
る。
住民ニーズを把握
し、関係各課に情報
提供するなどして講
座メニューへ反映さ
せ、実施につなげ
る。

関係各課と連携し、
市民が求める講座実
施を図る。実施後の
アンケートにおいて、
住民ニーズを把握
し、関係各課へ情報
提供するなどして、
講座メニューの改善
や反映につなげ、学
習内容の選択肢を増
やし、実施につなげ
る。

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

「出前講座メニュー」
を作成し、各行政区
に配布するとともに、
公民館等の窓口で
希望者に配布。ま
た、ホームページ等
に掲載し、いつでも
申し込みが出来るよ
うな環境とした。
メニュー数　67

「出前講座メニュー」
を作成し、各行政区
に配布するとともに、
公民館等の窓口で
希望者に配布。ま
た、ホームページ等
に掲載し、いつでも
申し込みが出来るよ
うな環境とした。
メニュー数　71

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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⑴

№

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　研修を実施することにより、計画的な人財育成を推進し、職員に職務遂行上必要
な知識・能力の向上や複雑・高度化する行政課題等への対応能力と解決していく姿
勢を持つ職員の育成を図ります。

重点項目　４　人財の育成と適正な人事管理、定員管理

　社会情勢の変化に対応できる人財が求められているため、伊勢崎市人事・人財育成方針に基づき、人財
の確保、育成、評価、活用を推進していくとともに、適材適所の人事配置と昇任管理を図りながら、適正な
人事管理に努めます。
　また、変化する行政需要に対応した合理的な組織運営を目指し、最少の経費で最大の効果を上げられる
よう、適正な定員管理に努めます。

人財の確保と育成

　定年延長制度導入の動向を踏まえながら引き続き、行政課題に創造的・積極的に取り組む意欲
と能力を備えた人財を確保していきます。
　また、引き続き、職員の政策形成能力の向上を図るとともに、合理的な組織運営を推進するた
めに、限られた財源の中で事務事業の見直し、効率化や業務改善を推進していける人財の育成を
目指します。

① 取組項目 　職員研修事業の推進

・各種研修の
実施

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　総務部職員課

取組内容

　急激に変化する社会情勢や多様な行政課題に柔軟に対応し、限られた財源の中で
事務事業の見直し、効率化や業務改善を推進できる職員の育成を図るための職員研
修を実施します。

令和6年度

担当部課

計画・実施・検討 計画・実施・検討 計画・実施・検討 計画・実施・検討 計画・実施・検討
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新規採用職員から課
長補佐職職員までの
職務・職階に応じて８
階層に区分した階層
別研修を実施した。
特別研修では、キャ
リアデザイン研修を
新たに実施した。
派遣研修では、ほぼ
予定通り職員の派遣
を行った。自主研修
では、自己啓発支援
のため、新たに動画
配信サービスを活用
した動画研修を行っ
た。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

階層別研修受講者
数
３２８人

特別研修受講者数
５２２人

派遣研修受講者数
９８人

通信教育受講者数
５９人

階層別研修受講者
数
３００人

特別研修受講者数
７４５人

派遣研修受講者数
８６人

動画研修受講者数
２２０人

階層別研修受講者
数
３０４人

特別研修受講者数
３５５人

派遣研修受講者数
７１人

動画研修受講者数
２３５人

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

職位に応じて求めら
れる職員の成長や能
力を促進するため、
実施される研修内容
について精査し、行
政環境の変化に応じ
た科目の追加や内
容の見直しを随時行
う。派遣研修におい
ては、コロナ禍により
中止や自粛となった
が、令和３年度にお
いても感染対策や状
況を考慮しながら職
員派遣を行う。

職位に応じて求めら
れる職員の成長や能
力を促進するため、
研修内容の精査を行
い、行政環境の変化
に応じた内容の見直
しを随時行う。特別
研修では、令和４年
度に課長職等の管
理職を対象にカード
ゲームを用いたＳＤ
Ｇｓ研修を開催する
ため、ＳＤＧｓゲーム
公認ファシリテーター
を職員から養成す
る。

職位に応じて求めら
れる職員の成長や能
力を促進するため、
研修内容の精査を行
い、行政環境の変化
に応じた内容の見直
しを随時行う。特別
研修では、令和５年
度に部長・副部長職
を対象に幹部職員研
修、課長補佐職を対
象にカードゲームを
用いたＳＤＧｓ研修を
開催する。

職位に応じて求めら
れる職員の成長や能
力を促進するため、
研修内容の精査を行
い、行政環境の変化
に応じた内容の見直
しを随時行う。自主
研修では、職員が学
べる環境、機会を幅
広く提供するため
に、令和６年度も動
画研修を活用し、「学
ぶ」組織文化を醸成
する。

職位に応じて求めら
れる職員の成長や能
力を促進するため、
研修内容の精査を行
い、行政環境の変化
に応じた内容の見直
しを随時行う。自主
研修では、職員が学
べる環境、機会を幅
広く提供するため
に、令和７年度も動
画研修を活用し、「学
ぶ」組織文化を醸成
する。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

階層別研修受講者
数
２８８人

特別研修受講者数
４５８人

派遣研修受講者数
５９人

通信教育受講者数
５３人

階層別研修受講者
数
３０９人

特別研修受講者数
２７９人

派遣研修受講者数
６０人

通信教育受講者数
６２人

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

新規採用職員研修
から課長級職員まで
の職務・職階に応じ
て９階層に区分した
階層別研修を実施し
た。
また、特別研修で
は、フィードバック研
修を新たに実施した
ほか、自己啓発支援
のため通信教育の
受講者に対して補助
を行った。派遣研修
では、感染対策や状
況を考慮しながら、
職員派遣を行った。

新規採用職員から課
長補佐職職員までの
職務・職階に応じて８
階層に区分した階層
別研修を実施した。
また、特別研修で
は、キャリアデザイン
研修を新たに実施し
たほか、自己啓発支
援のため通信教育
の受講者に対して補
助を行った。派遣研
修では、感染対策や
状況を考慮し、オン
ライン受講も活用し
ながら職員の派遣を
行った。

新規採用職員から課
長級職員までの職
務・職階に応じて９階
層に区分した階層別
研修を実施した。
特別研修では、ＳＤＧ
ｓ研修、ハラスメント
研修、交通安全研修
を新たに実施した。
派遣研修では、オン
ライン受講も活用し
ながら、ほぼ予定通
り職員の派遣を行っ
た。自主研修では、
自己啓発支援のた
め、通信教育の受講
者に対して補助を
行った。

新規採用職員から課
長補佐職職員までの
職務・職階に応じて８
階層に区分した階層
別研修を実施した。
特別研修では、幹部
職員、マネジメント研
修、キャリア支援研
修を新たに実施し
た。
派遣研修では、ほぼ
予定通り職員の派遣
を行った。自主研修
では、自己啓発支援
のため、新たに動画
配信サービスを活用
した動画研修を行っ
た。
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⑵

№

重点項目　４　人財の育成と適正な人事管理、定員管理

人財の評価と活用

　人事評価制度を通じた人財育成を引き続き行うとともに人事評価に関する業務を効率的効果的
に行えるよう、人事評価のシステム化を推進します。
　また、職員の能力を高め、充分発揮できるよう、自己申告制度を活用しながら、適材適所の人
事配置を行うことにより、人財の活用を図ります。

① 取組項目 　人事評価制度を活用した適材適所の人事配置の推進

・定年延長に
伴う、人事評
価制度の改正

・適材適所に
向けた人事異
動

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

担当部課 　総務部職員課

取組内容

　令和４年度から導入される予定である、公務員の定年延長の動向を踏まえなが
ら、求められる職務並びに職員一人ひとりの能力及び業績を把握、分析しながら、
適材適所の人事配置に向けた取り組みを推進します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　組織目標を職員間で共有しながら、職員一人ひとりが求められる職務に対して、
自ら能力を高め、それを存分に発揮し、業績を挙げている。

調査、研究 実施見直し

分析・計画・実施 分析・計画・実施 分析・計画・実施 分析・計画・実施 分析・計画・実施
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

国家公務員の定年
延長に関する法案は
廃止になったため、
その後の国の動向に
注視していくととも
に、地方公務員の定
年延長制度への影
響を見極め、必要な
対応をしていくととも
に職員意識調査の
分析など適材適所の
人事配置を進めてい
く必要がある。

国家公務員の定年延
長が令和４年度から
の開始から１年延期さ
れ、令和５年度から開
始されることとなった。
それに伴い、地方公
務員も令和５年度から
開始されることにな
り、役職定年制度も創
設されることになるた
め、人事評価制度の
見直しの検討を行うと
ともに必要な調査及び
分析を行い、適材適
所の人事配置を進め
ていく必要がある。

人事評価のシステム
化により、部署間に
おける評価のばらつ
きや職員一人ひとり
の特性の把握など、
より精緻な分析が可
能となってきており、
人事評価制度の改
善や人材育成に向
けた活用について検
討を進め、適材適所
の人事配置の推進を
図る必要がある。

人事評価や職員意
識調査、自己申告か
ら得られた結果から
職位ごとに求められ
る能力や役割などを
見直し、人事人財育
成方針の改定に反
映させ、適材適所の
人事配置の推進を図
る必要がある。

改定後の人事・人財
育成方針の職員へ
の浸透の程度、人事
評価や効果的な人
事配置などの当該方
針で掲げた施策の効
果を検証し、行政を
取り巻く状況の変化
に応じた改定を図っ
ていく必要がある。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

各部局の人事担当
係長を中心とした
ワーキングチームを
立ち上げ、国や群馬
県の定年延長制度
に関する動向などの
情報収集を行うととも
に役職定年制度の
導入などを踏まえ、
人事評価制度を含め
た人事制度改革につ
いての調査研究を
行った。
また、職場における
業務の特性や専門
性などの把握を目的
とした職員意識調査
を実施した。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ －

○ ○ ○

各部局の人事担当
係長を中心とした
ワーキングチームに
おいて前年度に引き
続き、国や群馬県の
定年延長制度に関
する情報収集を行う
とともに人事評価制
度を含めた係長と係
長代理の一本化に
向けた調査研究を
行った。
また、前年度に引き
続き、職場における
業務の特性や専門
性などの把握を目的
とした職員意識調査
を実施した。

各部局の人事担当
係長を中心とした
ワーキングチームに
おいて定年引上げ制
度に向けた検討を行
うとともに、制度構築
を行ったほか、定年
引上げや係長と係長
代理の一本化等の
職制変更に伴う人事
評価制度の見直しを
行った。
また、前年度に引き
続き、職場における
業務の特性などの把
握を目的とした職員
意識調査を実施し
た。

前年度に見直しを
行った人事評価制度
を引き続き実施した。
また、業務において
求められている能力
などを把握し、次年
度以降に予定してい
る人事人財育成方針
の改定の基礎資料と
するため職員意識調
査を実施するほか、
公安職、医療職を除
く全職員を対象として
自己申告を実施し
た。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○

令和４年度に見直し
た人事評価制度を引
き続き実施した。
また、人事・人財育
成方針改定の基礎
資料とするための職
員意識調査を実施す
るほか、例年実施し
ている自己申告に加
え、組織の活性化と
貢献意欲の向上を目
的とする人事異動に
係るマッチング制度
を実施した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

適材適所の人事配
置に向け、「職場に
おける目指す職員
像」や「職場における
求められる能力」を
明示した「人財育成
リクエストシート」を全
庁的に共有する仕組
みを整えた。

適材適所の人事配
置に向け、前年度に
全庁的に共有されて
いる、「人財育成リク
エストシート」などを
活用しながら５３人に
対して、キャリアデザ
イン研修を実施する
とともに、組織として
求めることを理解し
た上で、自分のやり
たいこととの適合を
図った。

適材適所の人事配
置に向け、令和４年
度からの人事評価の
システム化とともに
人事評価結果の公
開項目を広げ、自分
自身で業績の振り返
りや自己の強み弱み
を把握できるように
し、所属長等による
フィードバック効果を
高め、より効果的な
人財育成を図った。

適材適所の人事配置
に向け、人事評価結
果について全体評語
だけではなく、個表ま
で公開し、透明性を高
めることで、自分自身
で業績の振り返りや自
己の強み弱みを把握
できるようにし、所属
長等によるフィード
バック効果を高め、よ
り効果的な人財育成
を図った。

適材適所の人事配
置に向け、人事評価
結果の公表による自
己分析と所属長によ
るフィードバック効果
で、効果的な人財育
成を図った。また、職
員意識調査結果を人
事・人財育成方針の
人事施策の改定に
反映させた。さらに人
事異動に係るマッチ
ング制度により20人
が異動した。
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⑶

№

　新たな行政需要や国、県からの権限移譲及び市民ニーズの多様化に対応するた
め、職員定員の管理と組織機構の適切な見直しを図り、効果的で効率的な行政運営
に努めます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　社会情勢に対応した組織の見直しやＩＣＴの活用などによる業務改革に積極的に
取り組み、職員定員の合理化の推進による人的資源の効果的配分を行うことによ
り、組織の活性化を図り、より良い市民サービスを提供します。

重点項目　４　人財の育成と適正な人事管理、定員管理

適正な定員管理

　雇用を取り巻く環境の変化や国、県からの権限移譲等に伴い増大する行政需要に的確に対応し
ていくため、スリムで効率的な行政運営に努めるとともに、適正な職員定員の管理に努めます。

①

担当部課 　企画部事務管理課

取組内容

取組項目 　合理的な組織運営の推進

令和6年度

・組織及び定
員に関する部
長ヒアリング

・組織に係る
職員提案の募
集

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

・行政組織機
構検討委員会
の開催

課題調査 課題調査 課題調査 課題調査 課題調査

組織見直し検討 組織見直し検討 組織見直し検討 組織見直し検討 組織見直し検討

実施 実施 実施 実施 実施
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       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

機構改正に係る提案
募集及び各部局に
対して組織及び定員
に関する要望調査を
行い、それらを取りま
とめのうえ関係部局
長との組織及び定員
要望ヒアリングを実
施した。ヒアリング結
果を踏まえ行政組織
機構検討委員会を開
催した。
定員管理について
は、基礎資料作成の
ため各所属を対象と
した業務量調査を
行った。

各部局からの組織要
望調査及びヒアリン
グを実施した。
また、係長職以上を
対象とした職員提案
を募集し、ヒアリング
結果を取りまとめの
上、行政組織機構検
討委員会において検
討を行った。
定員管理について
は、基礎資料作成の
ため、各課等の業務
量調査を行った。

組織機構について
は、各部局の組織及
び定員要望の調査
や、組織機構に係る
提案を募集し、関係
部局長とのヒアリン
グを実施した。この
結果を踏まえ、行政
組織機構検討委員
会において各要望等
について検討を行っ
た。
定員管理について
は、基礎資料作成の
ため各課等の業務
量調査を行った。

各部局長から組織要
望を徴取するととも
に、係長職以上の職
員から組織に関する
提案を募集した。上
記結果に係る意見を
関係部局長からヒア
リングの上調整し、
行政組織機構検討
委員会で検討を行っ
た。
定員管理について
は、各部局長から要
望する職員数等のヒ
アリングを行うととも
に、各所属の業務量
調査を行い、職員数
の検討を行った。

令和７年度の組織機
構について、各部局
からの要望、職員提
案等を踏まえ、行政
組織機構検討委員
会において検討し、１
０月に決定した。
定員管理について
は、各部局長からの
ヒアリング結果と、業
務量調査及び今年
度初めて実施した必
要人員数調査の結
果を踏まえ、職員数
の検討を行った。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－

－ － －

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

引き続き、効率的で
効果的な行政運営に
向けた組織機構の構
築を目指し、調査研
究を行うとともに、地
方公共団体定員管
理研究会の定める定
員モデルを参考にし
ながら、人的資源の
効果的配分を踏まえ
た、適切な定数案の
作成を目指し、調査
研究を行う。

多様化する市民ニー
ズや変化する社会情
勢に対応できる行政
組織を構築するとと
もに、適正な職員配
置を目指し、地方公
共団体定員管理研
究会より提示された
第１０次定員モデル
等を基に本市の現状
を分析しながら、調
査研究を行う。

引き続き、日々変化
する社会情勢に対応
できる、効率的かつ
効果的な行政組織
の構築のため、他市
等の状況を参考にし
ながら調査研究を進
めるとともに、定年引
上げ制度の開始を踏
まえ、各部署におけ
る適切な人員配置を
実施するため、定員
モデル等参考にし、
調査研究を行う。

退職年齢の引き上げ
に伴う退職者数の減
少を踏まえ、高年齢
職員の働き方の傾向
を検討しながら、各
所属における適正な
職員配置について研
究を行う。また、法改
正等日々変化する社
会情勢に柔軟に対
応できる組織体制と
して、担当制につい
ても視野に入れなが
ら調査研究を行う。

法改正への対応や、
政策推進をより迅速
に、かつ効率的に実
施するための組織機
構の形成が喫緊の課
題であるため、他市の
状況等を参考にしな
がら、検討を進める。
定員管理においては、
各課等所管の業務量
を可視化し、客観的な
視点から必要人員数
の検討をするため、現
在行っている業務量
調査の外部委託につ
いて調査研究を行う。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

行政組織機構検討
委員会において、効
率的で効果的な行政
運営に着目のうえ、
各部局からの組織要
望等に対し協議・検
討を行い、機構改正
案を決定した。
また、委員会での協
議結果及び業務量
調査等の資料に基
づき、人的資源の効
果的配分を踏まえた
職員数案を作成し
た。

行政組織機構検討
委員会　年３回開催

市の職員数 1,405人

行政組織機構検討
委員会において、効
率的で効果的な行政
運営に着目のうえ、
各部局からの組織要
望等に対し協議・検
討を行い、機構改正
案を決定した。
また、委員会での協
議結果及び業務量
調査等の資料に基
づき、人的資源の効
果的配分を踏まえた
職員数案を作成し
た。

行政組織機構検討
委員会　年３回開催

市の職員数 1,398人

４月１日付けで支所及
び環境部を再編し、市
民サービスの向上を
図った。また、効率的・
効果的な組織機構の構
築を推進するため、各
部局からの要望等につ
いて行政組織機構検討
委員会で検討し、施設
や事務の移管等の改
正案を決定した。
この結果を踏まえ、業
務量調査の資料を基
に、人的資源の適正な
配置のため職員数案を
作成した。

行政組織機構検討委
員会　年３回開催

市の職員数 1,381人

農業の更なる振興のた
め農政課を農地利用
係・農業支援係・農業
推進係の３係とした。ま
た、外国籍児童生徒や
医療的ケアを必要とす
る児童生徒へのきめ細
かい対応を図るため、
学校教育課に児童生徒
支援係と学校支援係を
設置するとともに学務
課を設置した。効率的
な行政組織の構築のた
め、次年度の組織案に
ついて行政組織機構検
討委員会において検討
を行い、その案に伴う
職員数案を作成した。

行政組織機構検討委
員会　年３回開催

市の職員数　1,357人

改正児童福祉法・母
子保健法に基づき、こ
ども家庭センターの新
設や、ＳＤＧｓ未来都
市計画を推進や、共
生、交流の両面から
外国籍住民が生活者
として地域に溶け込
み、活躍できる社会を
目指しするため、国際
課を廃止し、多文化共
生課を新設を行った。
以上の機構改正を踏
まえ、効率的な人員配
置のため、職員数案
を作成、人事担当部
門へ提案した。

行政組織機構検討委
員会　年４回開催

市の職員数　1,373人

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

－ － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ －
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⑴

№

令和5年度 令和6年度

・輸送警備委
託
 （現金等）

・証明書の交
付率

令和2年度 令和3年度 令和4年度

担当部課 　市民部市民課行政センター

取組内容

　市民サービスセンターの認知度（宮子はいせさきガーデンズへ移転し、あずまは
スマーク伊勢崎で開業し、およそ10年）も定着してきており、市民へのニーズに応
え年々利用者が増加傾向にあります。市役所・支所の平日時間外や土日祝日の本庁
支所の休業時の営業をしていることで、利用者への利便性とサービスの向上に努め
ます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市民のサービスにいつでも安心に利用していただけるよう、身近な窓口として親
切丁寧な接客で質の高いサービス提供をいたします。また、マイナンバーカードの
申請事務も併せて行い、マイナンバーカード交付の普及に努めます。但しマイナン
バーカード交付促進により、各種証明書のコンビニ交付サービスの増加が見込まれ
ることで、サービスセンターの交付率の低下が予想されることもあり得ます。な
お、手数料・納税等の現金を取扱うことから、輸送警備委託を継続し安全な公金管
理に努めます。

取
組
工
程

具体的な
取組事項

重点項目　５　市民サービスの向上

　誰にとっても暮らしやすい社会の実現を目指すため、より質の高い市民サービスが求められています。
　市民と行政がそれぞれの役割と責任を認識し、連携・協働して一体となったまちづくりを推進するため、市
民ニーズの的確な把握や情報の提供を充実するとともに、各種申請事務手続の簡素合理化や窓口におけ
る市民の利便性・快適性を高め、行政運営における市民サービスの向上に努めます。

窓口サービスの向上

　親切で丁寧な窓口対応に徹するとともに、事務事業の見直しや効率化により、手続の簡素化・
迅速化を進めるなど、市民目線に立った窓口サービスの提供に努めます。

・市民への周
知・啓発

① 取組項目 　市民サービスセンター事業の充実

実施

実施

検証実施
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１日当たりの利用件
数
市民サービスセン
ター宮子　    99.0 件
市民サービスセン
ターあずま　56.1 件

１日当たりの利用件
数
市民サービスセン
ター宮子　   84.6 件
市民サービスセン
ターあずま　45.3 件

１日当たりの件数
いせさきガーデンズ
行政センター　68.2
件
スマーク伊勢崎行政
センター　 59.1件

－

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

新型コロナウイルス
感染症の感染防止
に努め、平日時間外
や土日祝日の本庁
及び支所の休業時
における利用者への
利便性とサービスの
向上に努めた。

取扱件数：54,298件
稼働日数：324日
（コロナに伴う営業休
止期間28日、外臨時
休業7日）

新型コロナウイルス
感染症の感染防止
に努め、平日時間外
や土日祝日の本庁
及び支所の休業時
における利用者への
利便性とサービスの
向上に努めた。

取扱件数：58,682件
稼働日数：358日
（臨時休業1日）

新型コロナウイルス
感染症の感染防止
に努め、平日時間外
や土日祝日の本庁
及び支所の休業時
における利用者への
利便性とサービスの
向上に努めた。

取扱件数： 55,526件
稼働日数：358日
（臨時休業1日）

感染症による感染防
止に努め、平日時間
外や土日祝日の本
庁及び支所の休業
時における利用者へ
の利便性とサービス
の向上に努めた。ま
た、コンビニ交付
サービスの利用を促
した。

取扱件数：46,617件
稼働日数：359日
（臨時休業1日）

平日時間外や土日祝
日の本庁等の休業時に
おける利用者への利便
性とサービス向上に努
めた。また、コンビニ交
付サービスの利用を促
した。
名称が変更になり、市
民から施設が分かりや
すくなった。（いせさき
ガーデンズ行政セン
ター、スマーク伊勢崎行
政センターに変更）

取扱件数：44,435件
稼働日数：ガーデンズ
347日（臨時休業12日）
スマーク351日（臨時休
業8日）

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

１日当たりの利用件
数
市民サービスセン
ター宮子　 116.3件
市民サービスセン
ターあずま　51.3件

１日当たりの利用件
数
市民サービスセン
ター宮子　 106.1件
市民サービスセン
ターあずま　57.9件

○ ○ ○ ○ ○

土曜・日曜の窓口混
雑時の対応として職
員数の確保と職員研
修を継続するととも
に、引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症
への対応を徹底し利
用者への利便性と
サービスの向上に努
めていく。

土曜・日曜の窓口混
雑時の対応として職
員数の確保と職員研
修を継続するととも
に、引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症
への対応を徹底し利
用者への利便性と
サービスの向上に努
めていく。

土曜・日曜の窓口混
雑時の対応として職
員数の確保と職員研
修を継続するととも
に、引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症
への対応を徹底し利
用者への利便性と
サービスの向上に努
めていく。

土曜・日曜の窓口混
雑時の対応として職
員数の確保と職員研
修を継続し、利用者
への利便性とサービ
スの向上に努めてい
く。
コンビニ交付サービ
スの積極的利用を促
していく。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

土曜・日曜の窓口混
雑時の対応として職
員数の確保と職員研
修を継続し、利用者
への利便性とサービ
スの向上に努めてい
く。
コンビニ交付サービ
スの積極的利用を促
していく。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － －
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№

　健康推進部保健センター

取組内容

・受診しやす
い体制整備

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　がんに対する正しい知識の普及啓発や受診しやすい検診体制の整備、受診勧奨等
を実施することで、受診率向上を図り、がんの早期発見・早期治療につなげ、医療
費の削減とともにがん死亡の減少を図ります。
【指標・目標値】
　がん検診受診率　40.0％
　75歳未満のがんによる年齢調整死亡率　　55人(令和4年）

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

② 取組項目 　がん検診受診率向上対策

令和6年度

・個人通知の
工夫

担当部課

　がん検診受診率向上及びコスト削減のため、以下の取組を推進します。
　①個人通知をわかりやすくする工夫
　②他課と連携したがん検診の周知啓発
　③子宮頸がん、乳がん検診の一定年齢対象者への自己負担金無料の継続
　④受診しやすい検診体制の整備

・自己負担金
無料の継続

・他課と協力
した啓発

検討

自己負担金無料

体制整備

発行

周知啓発の実施

検討 検討 検討 検討

発行 発行 発行 発行

周知啓発の実施 周知啓発の実施 周知啓発の実施 周知啓発の実施

自己負担金無料 自己負担金無料 自己負担金無料 自己負担金無料

体制整備 体制整備 体制整備 体制整備
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財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ －

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・感染対策を行いな
がら安心して安全に
検診が受けられるよ
う体制を整備した。
・がん予防について
の周知啓発を実施し
た。（市役所・図書館
でのパネル展、広報
掲載、成人式での動
画放映）
・がん検診のぼり旗
を設置し周知啓発を
実施した。
・発症の多い年齢の
子宮がん・乳がん検
診の自己負担金無
料を実施した。
・精度管理状況を把
握した。

・安全に検診を実施す
ることができた。
・県と協力してショッピン
グモールでの検診を実
施したことから、新規受
診者の開拓につながっ
た。
・普及啓発に、ＳＮＳや
受診勧奨資材を積極的
に活用たことで、周知の
場を広げることができ
た。
・個別検診実施医療機
関のチェックリスト・プロ
セス指標を把握でき
た。
・平均受診率（胃・大
腸・子宮・乳・肺）：
19.0％（Ｒ4）

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

感染拡大により、講
演会等の実施はでき
なかったが、検診は
実施時期や流れ等を
変更し感染対策を取
りながら実施した。
次年度の取組とし
て、①感染対策を取
り、安心して受けられ
る体制の整備　②コ
ロナ禍で受診控えを
することがないよう検
診受診を含めたがん
予防の啓発　③検診
の精度管理を継続。

昨年に引き続き講演
会等の実施はできな
かったが、検診や普
及啓発については感
染対策を取りながら
実施した。
次年度の取組課題
は、以下のとおり。①
感染対策を取り、安
心して受けられる検
診体制の整備　②コ
ロナ禍で受診控えを
することがないよう検
診受診を含めたがん
予防の啓発　③検診
の精度管理を継続。

感染対策を実施しなが
ら３年ぶりに講演会を
開催した。また、県・他
市町村と協力してライン
予約によるショッピング
モールでの検診を実施
した。定期的に検診を
受けていない若い世代
の受診者も多かった。
次年度の取組課題は、
以下のとおり。①多くの
人が定期的に受けられ
る検診体制の整備　②
検診受診を含めたがん
予防の啓発　③検診の
精度管理を継続。

引き続き、検診体制
の整備とがん予防に
関する正しい知識の
普及啓発を実施す
る。
次年度の取組課題
は、以下のとおり。①
多くの人が定期的に
受けられる検診体制
の整備　②検診受診
を含めたがん予防の
普及啓発　③検診の
精度管理の実施。

○ ○ ○

・感染対策を行いなが
ら検診を実施した。
・がん検診は不要不
急ではないことやがん
予防についての周知
啓発を実施した。(図
書館でのパネル展、
広報掲載、HP、健康
推進員による毎戸配
布チラシ、成人式での
動画放映)
・がん検診すすめのの
ぼり旗を設置した。
・発症の多い年齢の
子宮がん・乳がん検
診の自己負担金無料
を実施した。
・精度管理状況を把握
した。

・感染対策を行いなが
ら検診を実施した。
・ショッピングモールで
の検診を実施した。
・がん検診は不要不急
ではないことやがん予
防の普及啓発を実施し
た。(講演会、市役所・
図書館でのパネル展、
広報掲載、HP、成人式
での動画放映)
・がん検診のぼり旗を
設置した。
・発症の多い年齢の子
宮がん・乳がん検診の
自己負担金無料を実施
した。
・精度管理状況を把握
した。

・感染対策を行いなが
ら検診を実施した。
・ショッピングモールで
の検診を実施した。
・がん予防の普及啓発
を実施した。(講演会、
市役所・図書館でのパ
ネル展、広報掲載、
HP、成人式での動画放
映、大腸がん受診勧奨
資材やＳＮＳの活用)
・がん検診のぼり旗を
設置した。
・発症の多い年齢の子
宮がん・乳がん検診の
自己負担金無料を実施
した。
・精度管理状況を把握
した。

・感染対策を行いなが
ら検診を実施。
・ショッピングモールで
の検診を単独で実施。
・がん予防の普及啓発
を実施。(講演会、市役
所・図書館でのパネル
展、広報掲載、HP、成
人式での動画放映、大
腸がん受診勧奨資材や
ＳＮＳの活用)
・がん検診のぼり旗を
設置。
・発症の多い年齢の子
宮がん・乳がん検診の
自己負担金無料を実
施。
・NHKがん撲滅キャン
ペーンへの参加。
・精度管理状況の把
握。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・コロナ禍であった
が、対策を図りなが
ら検診を継続するこ
とができた。
・科学的根拠に基づ
いたがん予防に係る
周知が図れた。
・個別検診実施医療
機関のチェックリス
ト・プロセス指標を把
握できた。
・平均受診率（胃・大
腸・子宮・乳・肺）：
21.7％（Ｒ１）

・感染症対策を図り
ながら検診を継続す
ることができた。
・科学的根拠に基づ
いたがん予防の生活
習慣や罹患状況・検
診の内容等につい
て、市HPで記事や動
画の掲載も含め周知
が図れた。
・個別検診実施医療
機関のチェックリス
ト・プロセス指標を把
握できた。
・平均受診率（胃・大
腸・子宮・乳・肺）：
15.2％（Ｒ2）

・感染症対策を図りな
がら検診を継続するこ
とができた。
・県と協力してショッピン
グモールでの検診を実
施したことから、新規受
診者の開拓につながっ
た。
・がん予防や検診の内
容等について、市HPで
周知が図れた。
・個別検診実施医療機
関のチェックリスト・プロ
セス指標を把握でき
た。
・平均受診率（胃・大
腸・子宮・乳・肺）：
19.9％（Ｒ3）

○ ○

引き続き、検診体制
の整備とがん予防に
関する正しい知識の
普及啓発を実施す
る。
次年度の取組課題
は、以下のとおり。①
多くの人が定期的に
受けられる検診体制
の整備　②検診受診
を含めたがん予防の
普及啓発　③検診の
精度管理の実施。④
胃カメラ検診 対象者
変更周知の徹底。

－ － －

・安全に検診を実施す
ることができた。
・市単独でショッピング
モールでの検診を実施
し、より多くの新規受診
者の開拓につながっ
た。
・普及啓発のため、ＳＮ
Ｓや受診勧奨資材の活
用を継続しながら、NHK
がん撲滅キャンペーン
にも参加し、積極的に
周知活動を実施した。
・個別検診実施医療機
関のチェックリスト・プロ
セス指標を把握でき
た。
・平均受診率（胃・大
腸・子宮・乳・肺）：
19.4％（Ｒ5）
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⑵

№

担当部課 　総務部総務課

取組内容

令和2年度 令和4年度 令和6年度

・情報公開制
度の徹底

・市民情報
コーナーの整
備

・個人情報の
管理

・個人情報の
管理

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和5年度

　社会情勢及び市民ニーズに応じて市政情報の公開、公表及び利用ができるよう情
報公開制度の適正な運用を徹底するとともに、情報公開の総合的な推進に基づいて
市民情報コーナーの整備等を図ります。
　個人情報保護に関して、研修等により職員の制度の理解と意識の向上に努め、個
人情報の取扱いをより一層に強化し、市民の権利利益を守ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　情報公開制度の運用の徹底に併せて、市民情報コーナーの配架資料等を点検し、
随時更新することにより的確な情報提供に努め、多くの市民が効率的に市政情報を
収集または利用できるようにします。
　個人情報の管理、収集、利用、提供に関して、職員の的確な理解と意識の向上を
図り、個人情報の取扱い及び制度の適正な運用を徹底します。

重点項目　５　市民サービスの向上

情報公開の推進と個人情報の保護

　情報公開の総合的な推進を図り、情報公開制度の的確な運用に努めるとともに、市民の理解と
信頼を深め公正で開かれた行政を推進します。
　また、個人情報等の管理徹底を図り、プライバシーの保護など、個人の権利の尊重に努めま
す。

① 取組項目 　情報公開の推進と個人情報の保護

令和3年度

随時 随時 随時 随時 随時

点検・整備 点検・整備 点検・整備 点検・整備 点検・整備

説明会・研修会 説明会・研修会 説明会・研修会 説明会・研修会 説明会・研修会

点検・整備 点検・整備 点検・整備 点検・整備 点検・整備

89



　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

－ － － － －

所管課が情報公開
制度及び個人情報
保護制度の適正な
運営を行うよう、研修
会や庁内LAN等によ
り周知を行う。市民
情報コーナーの配架
資料等を点検し、随
時更新することによ
り的確な情報提供に
努め、多くの市民が
効率的に市政情報を
収集または利用でき
るようにしていく。

所管課が情報公開
制度及び個人情報
保護制度の適正な
運営を行うよう、研修
会や庁内LAN等によ
り周知を行う。市民
情報コーナーの配架
資料等を点検し、随
時更新することによ
り的確な情報提供に
努め、多くの市民が
効率的に市政情報を
収集または利用でき
るようにしていく。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

所管課が情報公開
制度及び個人情報
保護制度の適正な
運営を行うよう、研修
会や庁内LAN等によ
り周知を行う。市民
情報コーナーの配架
資料等を点検し、随
時更新することによ
り的確な情報提供に
努め、多くの市民が
効率的に市政情報を
収集または利用でき
るようにしていく。

所管課が情報公開
制度及び個人情報
保護制度の適正な
運営を行うよう、研修
会や庁内LAN等によ
り周知を行う。市民
情報コーナーの配架
資料等を点検し、随
時更新することによ
り的確な情報提供に
努め、多くの市民が
効率的に市政情報を
収集または利用でき
るようにします。

所管課が情報公開
制度及び個人情報
保護制度の適正な
運営を行うよう、研修
会や庁内LAN等によ
り周知を行う。市民
情報コーナーの配架
資料等を点検し、随
時更新することによ
り的確な情報提供に
努め、多くの市民が
効率的に市政情報を
収集または利用でき
るようにしていく。

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

情報公開制度及び
個人情報保護制度
について、新規採用
職員等を対象に研修
を実施した。外部講
師による講演会で
は、個人情報保護主
任及び担当者を対象
にし、職員の意識向
上に努めた。また、
庁内LANにより、情
報漏えいについて注
意喚起を行うととも
に、個人情報の適切
な管理運営を周知し
た。

情報公開制度及び
個人情報保護制度
について、新規採用
職員等を対象に研修
を実施した。個人情
報保護主任及び担
当者については、e
ラーニングを受講し、
個人情報に関する理
解と意識の向上を図
り、個人情報保護制
度の適正な運用を
行った。

情報公開制度及び
個人情報保護制度
について、新規採用
職員等を対象に研修
を実施した。個人情
報保護主任及び担
当者には、個人情報
ファイル簿作成作業
説明会を開催、全職
員には庁内LANによ
り個人情報の保護に
関する法律に関する
理解と知識の向上を
図り、個人情報保護
制度の適正な管理を
周知した。

情報公開制度及び
個人情報保護制度
について、新規採用
職員を対象に研修を
実施した。個人情報
保護主任には、個人
情報ファイル簿等の
作成等に関する説明
会を開催した。個人
情報保護管理者及
び個人情報保護主
任については、eラー
ニングを受講し、個
人情報に関する理解
と意識の向上を図
り、個人情報保護制
度の適正な運用を
行った。

「個人情報info」を掲
示板に定期的に掲
載し個人情報の取扱
に関する注意喚起等
を行った。個人情報
に関するeラーニング
については原則全職
員が受講し、個人情
報に関する理解と意
識の向上を図り、個
人情報保護制度の
適正な運用を行っ
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

情報公開制度及び
個人情報保護制度
の適切な運用を行う
ため、各課からの問
い合わせ等につい
て、随時に対応し、
円滑な事務処理の
徹底を図った。
市民情報コーナーで
は市民が利用しやす
いよう市政情報を適
切に管理した。

実務研修　　　　1回
参加者数　  　24人
外部講師　　　　1回
参加者数　　　81人
計 2　回　　　  105人

情報公開制度及び個
人情報保護制度の適
切な運用を行うため、
各課からの問い合わ
せ等について、随時に
対応し、円滑な事務処
理の徹底を図った。
市民情報コーナーで
は市民が利用しやす
いよう市政情報を適切
に管理した。

実務研修　　　　1回
参加者数　  　24人
eラーニング　　　1回
参加者数　　　327人
計 2　回　　　  351人

情報公開制度及び
個人情報保護制度
の適切な運用を行う
ため、各課からの問
い合わせ等につい
て、随時に対応し、
円滑な事務処理の
徹底を図った。
市民情報コーナーで
は市民が利用しやす
いよう市政情報を適
切に管理した。

実務研修　　　　2回
参加者数　  　190人
庁内LAN　　　　4回
対象者　　　全職員
計 6　回

情報公開制度及び
個人情報保護制度
の適切な運用を行う
ため、各課からの問
い合わせ等につい
て、随時に対応し、
円滑な事務処理の
徹底を図った。
市民情報コーナーで
は市民が利用しやす
いよう市政情報を適
切に管理した。

実務研修　　　 1回
参加者数　  　79人
eラーニング　　1回
参加者数　　257人
計 2　回　　　336人

情報公開制度及び
個人情報保護制度
の適切な運用を行う
ため、各課からの問
い合わせ等につい
て、随時に対応し、
円滑な事務処理の
徹底を図った。
市民情報コーナーで
は市民が利用しやす
いよう市政情報を適
切に管理した。

eラーニング　1回
参加者数　1662名

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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⑶

№

令和4年度 令和5年度

担当部課 　企画部広報課

取組内容

　行政情報をわかりやすく的確に発信するため、広報いせさき及び市ホームページ
の更なる充実を図るとともに、幅広い世代への情報提供に努めるため、ソーシャル
メディアを活用した行政情報の発信を継続します。
　なお、多様化及び複雑化する市民ニーズの把握に努めるため、広聴活動の充実を
図ります。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　多様な媒体による行政情報の発信及び広聴活動の充実により、市民の市政への関
心の高まりが図れるよう努めます。

重点項目　５　市民サービスの向上

広報広聴機能の充実

　透明性の高い開かれた行政を推進するため、広報いせさき、市ホームページなどの充実を図る
とともに、ソーシャルメディアを活用し、市民が必要とする情報を正しく、わかりやすく、迅速
に提供していくことに努めます。
　また、市民の声を活かした行政運営を推進するため、市に対するメールや手紙、陳情や要望及
び懇談会などの開催により、多様化する市民ニーズの的確な把握に努めます。

① 取組項目 　行政情報の共有と市民ニーズの把握

令和6年度

・わかりやす
い行政情報の
提供

・ソーシャル
メディアを活
用した行政情
報発信の充実

・市民の声の
聴取

・市民との意
見交換会等の
実施

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施
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財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円） －

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

災害時の情報発信や
障害のある人や高齢
の人、外国人住民な
どすべての人に情報
が伝わるよう、様々な
媒体・アプリを利用し、
情報発信を充実させ
ていくとともに、広聴の
機会も十分に確保し、
より多くの市民の意見
を市政に反映できるよ
う努めていく。

災害時の情報発信や
障害のある人や高齢
の人、外国人住民な
どすべての人に情報
が伝わるよう、様々な
媒体・アプリを利用し、
情報発信を充実させ
ていくとともに、広聴の
機会も十分に確保し、
より多くの市民の意見
を市政に反映できるよ
う努めていく。

あらゆる世代の人に
対して必要な情報を
正確に届けるため、
伊勢崎市広報戦略
に基づき、情報発信
力の強化を進める。
また、広聴の機会も
十分に確保し、より
多くの市民の意見を
市政に反映できるよ
う努めていく。

あらゆる世代の人に
対して必要な情報を
正確に届けるため、
伊勢崎市広報戦略
に基づき、引き続き
情報発信力の強化を
進める。また、広聴
の機会も十分に確保
し、より多くの市民の
意見を市政に反映で
きるよう努めていく。

あらゆる世代の人に
対して必要な情報を
正確に届けるため、
伊勢崎市広報戦略
の見直しを行い、情
報発信力の強化を進
める。また、広聴の
機会も十分に確保
し、より多くの市民の
意見を市政に反映で
きるよう努めていく。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

従来の広報紙やホー
ムページによる情報
発信に加え、「マチイ
ロ」による広報紙の配
信をするとともに、Ｆ
cebook等のSNSによ
る情報発信も充実さ
せたことから、今まで
あまり市政に関心が
なかったと思われる
世代にも関心を持っ
てもらえた。
・Facebook登録者
約1,600人
・Twitterのフォロワー
約7,400人
広聴の取組において
は、市民の意見を市
政に反映できた事例
もあった。

広報紙、ホームペー
ジ、SNS、YouTubeな
どの媒体を活用し、そ
れぞれの特徴を生か
し、正確かつ迅速な情
報発信を行った。
Twitterのフォロワー数
は1,100人増加した。
・Facebook登録者
約1,660人
・Twitterのフォロワー
約8,500人
広聴の取組では、市
政に対する市民ニー
ズの把握ができた。
・iネットモニター登録
者151人
・iミーテイング参加者
約20人

広報紙、ホームペー
ジ、SNS、YouTubeな
どの媒体を活用し、
それぞれの特徴を生
かし、正確かつ迅速
な情報発信を行っ
た。
・Facebook登録者
約1,710人
・Twitterのフォロ
ワー
約9,230人
広聴の取組では、市
政に対する市民ニー
ズの把握ができた。
・iネットモニター登録
者230人
・iミーテイング参加者
約21人

広報紙、ホームページ、
SNS、YouTubeなどの
媒体を活用し、それぞ
れの特徴を生かし、正
確かつ迅速な情報発信
を行った。
・Facebook登録者
約1,790人
・X（旧Twitter）のフォロ
ワー
約9,840人
・Instagramのフォロワー
約1,360人
・LINEの友だち
約4,120人
広聴の取組では、市政
に対する市民ニーズの
把握ができた。
・iネットモニタ登録者
250人
・iミーテイング参加者
約26人

広報紙、ホームページ、
SNS、YouTubeなどの
媒体を活用し、それぞ
れの特徴を生かし、正
確かつ迅速な情報発信
を行った。
・Facebook登録者
約1,850人
・X（旧Twitter）のフォロ
ワー
約11,000人
・Instagramのフォロワー
約1,820人
・LINEの友だち
約6,280人
・ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数
約1,280人
広聴の取組では、市政
に対する市民ニーズの
把握ができた。
・iネットモニタ登録者
269人
・iミーテイング参加者
23人

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

令和2年度

広報紙の発行、ホー
ムページの随時更
新、SNS、YouTubeな
どによる情報発信に
努めた。ホームページ
においてはＡＩチャット
ボットを導入するととも
に、２月にリニューア
ルを行い、検索性の
向上や災害情報発信
力の強化、外国人へ
の情報伝達能力の向
上を図った。広聴活動
については、市民の声
に加え、iネットモニ
ターを活用したアン
ケート調査及び市内
の諸団体等と市政の
課題などを話し合うi
ミーティングを実施し
た。

広報紙の発行、ホー
ムページ、SNSなどに
よる情報発信に努め
た。また、4月からいせ
さきFMと群馬テレビの
データ放送を開始し、
3月にはLINEを開設
し、情報伝達手段の
強化を図った。11月に
は市広報課公式イン
スタグラムを開設し、
市民と双方向による
市の魅力発信を行っ
た。
広聴活動については、
市民の声に加え、iネッ
トモニターを活用した
アケート調査及び市内
の諸団体と市政の課
題などを話し合うiミー
ティングを実施した。

広報紙発行、ホーム
ページ、SNSなどによ
る情報発信に努めた。
広報紙は、令和５年度
に実施したアンケート
結果等に基づき、発行
回数を月２回から１回
へ変更した。それに伴
い見やすい紙面作り
にも努めた。また、動
画を作成し、YouTube
などで公開するなど市
のPRを行った。
広聴活動については、
市民の声に加え、iネッ
トモニターを活用した
アンケート調査及び市
内の諸団体と市政の
課題などを話し合うI
ミーティングを実施し
た。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,937 7,261 7,775 8,017 8,378
財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

広報いせさき及び市ホー
ムページの広告収入

広報いせさき及び市ホー
ムページの広告収入

広報いせさき及び市
ホームページの広告収
入

広報いせさき及び市
ホームページの広告収
入

広報いせさき及び市
ホームページの広告収
入

- - - -

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

月2回の定期号に臨
時号2回を加え、年26
回の広報紙の発行、
「マチイロ」アプリによ
る広報紙の配信、
ホームページの随時
更新、Facebook、
Twitter、YouTubeへ
の動画アップによる
情報発信に努めた。
なお、広聴活動につ
いては、メールや手
紙の受付により多く
の市民の声を聴取し
可能な限り回答した。
また、大学教授との
協働による官学協働
制作動画を配信し、
情報発信を継続し
た。

広報紙の発行、ホー
ムページの随時更
新、SNS、YouTubeな
どによる情報発信に
努めた。
広聴活動については、
市民の声に加え、イン
ターネットを活用した
モニター制度（iネット
モニター）をスタート
し、アンケート調査を
実施した。また、市内
の諸団体等と市政の
課題などを話し合う懇
談会（iミーティング）を
開催した。さらに、大
学教授との協働によ
る官学協働制作動画
を配信し、情報発信を
継続した。

○ ○
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⑷

№

担当部課 　企画部事務管理課

取組内容

　行政手続法及び行政手続条例に規定されている、審査基準や標準処理期間につい
て、各課で定期的な見直しを実施し、行政手続の根拠の明確化に対する意識付けと
適正な管理を行い、分かりやすい基準等を公表します。

令和6年度

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　行政手続法及び行政手続条例に則り、各課内で審査基準や処分根拠などについて
の情報が適正に管理、共有され、処分等に関する市民からの明示の求めに対して明
確、迅速に対応し、市民サービスの向上を図ります。

令和5年度

・法令改正等
による定期的
見直し

・最新の個票
の管理、公表

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度

重点項目　５　市民サービスの向上

行政手続の明確化、迅速化

　市民にわかりやすく、かつ、速やかな行政手続とするため、行政手続法、行政手続条例の適正
な運用管理を行い、市民の利便性を高め、公正を確保するように努めます。

① 取組項目 　行政手続の処分における審査基準等の管理

見直し 見直し 見直し 見直し 見直し

管理・公表 管理・公表 管理・公表 管理・公表 管理・公表
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－ －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

- -

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

－ － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

処分根拠の明確化
に対する職員の意識
向上及び市民への
迅速な明示を目的
に、処分基準等の必
要事項を集約した
「個票」について、内
容の更新及び適正な
管理を促した。

処分基準等の必要
事項を記載した「個
票」については、例
年、担当課へ内容の
確認や更新を依頼
し、その結果を本課
で取りまとめ、一覧
表を作成し管理して
いるが、令和４年度
からの大規模な機構
改正に伴い、年度末
における個票の確認
については、混乱が
生じる可能性がある
ため、確認等の依頼
時期を遅らせる検討
を行った。

行政手続の処分根
拠の迅速な明示及び
職員の意識の向上を
図るため、４月１日付
け機構改正を踏ま
え、処分基準等を記
載した「個票」の見直
しを６月に実施した。
また、令和５年４月１
日を基準日とし、関
係法令等の改正を反
映させるため、３月に
再度「個票」の見直し
を行った。

行政手続における処
分根拠を確定し明示
できるよう、令和６年
４月１日を基準日とし
た「個票」の見直しに
ついて、担当各課へ
依頼し整備を行っ
た。

行政手続における処
分根拠を確定し明示
できるよう、令和７年
４月１日を基準日とし
た「個票」の見直しに
ついて、担当各課へ
依頼し整備を行っ
た。これにより、各担
当者の意識の向上
と、処分根拠の明確
化を図った。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

引き続き、行政手続
に係る処分の根拠と
なる法令等の確認・
見直しを促すことに
より、職員の意識の
向上を図り、正確な
行政処分の実施を図
る。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

- - －

行政処分の根拠とな
る法令等の改廃等を
反映させる「個票」の
定期的な見直しが完
了し、職員の意識向
上等に寄与すること
ができた。

・更新件数　177件
　（うち 新規　23件）

個票の確認等の依
頼は延期したが、各
担当課での個票の
備え付けは継続して
実施しており、処分
等に関する市民から
の明示の求めに対し
ては対応できた。

行政処分の根拠とな
る「個票」の見直しを
実施することで、職
員の意識の向上を図
るとともに、市民に対
し明示する資料の更
新を図ることができ
た。
・６月時
　更新件数　173件
　（うち 新規　29件）
・３月時
　更新件数　140件
　（うち 新規　29件）

「個票」の見直しを行
うことで、職員の意識
の向上を図り、市民
に明示する資料の整
備を図ることができ
た。

・更新件数　124件
（うち　新規60件）

「個票」の見直しを行
うことで、職員の意識
の向上を図り、市民
に明示する資料の整
備を図ることができ
た。

・更新件数　160件
（うち　新規55件）

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

引き続き、申請に対
する処分及び不利益
処分に対する根拠の
確認・見直しを促し、
所管課における正確
な行政処分の実施を
図る。

引き続き、申請に対
する処分及び不利益
処分に対する根拠の
確認・見直しを促すと
ともに、一覧表に係
る管理方法等につい
て検討していく。

引き続き、行政手続
に係る処分の根拠と
なる法令等の確認・
見直しを促すことに
より、職員の意識の
向上を図り、正確な
行政処分の実施を図
る。

引き続き、行政手続
に係る処分の根拠と
なる法令等の確認・
見直しを促すことに
より、職員の意識の
向上を図り、正確な
行政処分の実施を図
る。
また、申請に対する
処分及び不利益処
分の分類等の取扱
いについて、研究し
管理方法等について
検討していく。
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⑸

№

令和5年度

取組項目 　地域の情報やサービスの多言語化の推進

担当部課 　市民部多文化共生課

令和6年度

・外国人総合
相談窓口の母
国語での対応
言語の拡充

・外国人向け
生活ガイド
ブックの言語
の拡充

・日本語と外
国語の指差し
会話集の言語
の拡充

・やさしい日
本語の導入

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度

重点項目　５　市民サービスの向上

取組内容

　本市は県内で最も外国人住民数が多く、その国や地域の数も多岐にわたることか
ら、地域での生活に必要な情報の多言語化が求められています。
　そのため、外国人総合相談窓口や外国人向け生活ガイドブック、日本語と外国語
の指差し会話集の対応言語を拡充するよう取組みます。
　また、外国人にも伝わりやすい、やさしい日本語の導入に取組みます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　外国人総合相談窓口の母国語での対応言語を拡充することで、日本語でのコミュ
ニケーション能力が十分でない外国人住民も、生活相談や窓口での手続きが行いや
すくなっています。
　また、外国人向け生活ガイドブックや日本語と外国語の指差し会話集の対応言語
を拡充し、さらに、より多くの外国人へ情報発信するために外国人の集う施設や
キーパーソンとの連携を深めることで、外国人住民が生活に必要な情報を得やすく
なっています。

多文化共生社会の形成と国際交流の推進

　多文化共生社会の実現に向け、外国人住民が地域で活躍するための仕組みづくりを目指すとと
もに、地域の情報やサービスの提供における多言語化の推進に取り組みます。また、市民参加に
よる国際交流を推進し、市民の国際性と相互理解の向上を図ります。

①

3者通話の導入 検討 人材の確保 言語の拡充

言語の拡充

検討 言語の拡充

検討、導入 実施 実施 見直し

95



令和2年度

・外国人総合相談窓口
の相談員の後継者の
人材確保と育成は、引
き続き取り組む。また、
ベトナム語に対応でき
る人材を計画的に育成
していく。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と外国
語の指差し会話集」を
より利便性の高いもの
に改定し、引き続き周
知に取り組む。
・やさしい日本語の活用
に引き続き取り組む。
・キーパーソンとの協力
体制を強化する。

・外国人総合相談窓口
の相談員の後継者の
人材確保と育成は、引
き続き取り組む。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と外国
語の指差し会話集」を
より利便性の高いもの
に改訂し、引き続き周
知に取り組む。
・やさしい日本語の活用
がいろんな場面ででき
るように引き続き取り組
む。
・キーパーソンとの協力
体制を強化する。

・外国人総合相談窓
口の相談員の確保と
育成に取り組みつ
つ、効率の良いシフ
ト配置を検討してい
く。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と
外国語の指差し会話
集」の周知に取り組
み、活用者の増加を
図る。
・やさしい日本語の
活用がいろんな場面
でできるように引き続
き取り組む。

・外国人総合相談窓
口の相談員の確保と
育成に取り組みつ
つ、効率の良いシフ
ト配置を検討してい
く。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と
外国語の指差し会話
集」の周知に取り組
み、活用者の増加を
図る。
・やさしい日本語の
活用がいろんな場面
でできるように引き続
き取り組む。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

・外国人総合相談窓
口に、ベトナム語対応
の相談員を毎週月曜
日、火曜日午前8時30
分～午後5時、毎週木
曜日午後1時～午後5
時に配置し、タガログ
語対応の相談員を毎
週月曜日～木曜日の
午前9時～正午に配
置した。
・「外国人生活ガイド
ブック」をもとにした生
活ルール動画をやさし
い日本語を含む5言語
で制作し、視聴を始め
た。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・外国人総合相談窓
口に設置している多
言語対応の翻訳機を
2台増設した。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と
外国語の指差し会話
集」に、中国語版を
追加した。
・市の外国人向けの
情報を発信する際
に、やさしい日本語
を使うように心がけ
た。

・外国人総合相談窓口
に、ベトナム語対応の
相談員を臨時的に配置
した。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と外国
語の指差し会話集」を
市ホームページでも閲
覧できるようにした。
・市の外国人向けの情
報を発信する際に、や
さしい日本語を使うよう
に心がけた。
・多文化共生キーパー
ソンと、市の情報発信
について協力体制を築
いた。

・外国人総合相談窓
口に、ベトナム語対
応の相談員を確保
し、毎週木曜日午後
1時～4時に配置し
た。
・「外国人生活ガイド
ブック」に新型コロナ
ウイルス関連の情報
を加えた。
・税担当窓口課の職
員向けにやさしい日
本語の講座を行っ
た。

・外国人総合相談窓
口に、ベトナム語対
応の相談員を毎週火
曜日午前8時30分～
午後5時、毎週木曜
日午後1時～5時に
配置した。
・「外国人生活ガイド
ブック」にイラストを
加えた。
・外国人向け生活オ
リエンテーションを開
催した際にやさしい
日本語を活用して講
義等を行った。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

・相談員不在時でも、
多言語での相談へ
の対応が可能になっ
た。
・ガイドブックを外国
人の転入時に窓口で
配布するほか、市民
情報コーナーや外国
人相談窓口などに設
置したり、各種関係
団体を通じて配布し
た指差し会話集につ
いては、区長会を通
じて各行政区に配布
したりした。
・多様な言語の外国
人にも、様々な情報
を得やすい環境整備
が進んでいる。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・母国語での対応が
拡充できた。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と
外国語の指差し会話
集」をいつでも閲覧で
きるようになった。
・多様な言語の外国
人にも、様々な情報
を得やすい環境整備
が進んでいる。

・母国語での対応が
拡充できた。
・「外国人生活ガイド
ブック」に新型コロナ
ウイルス関連情報を
加え、時代に即した、
利便性の高いものに
改訂した。
・やさしい日本語の
使い方を学んだ職員
が窓口やホームペー
ジ作成等で活用でき
るようになった。

・母国語で相談でき
る日や時間が増え、
生活相談や窓口手
続きが行いやすく
なった。
・「外国人生活ガイド
ブック」にイラストを
加えることにより、視
覚的にも内容がわか
りやすくなった。
・やさしい日本語を活
用した生活オリエン
テーションを行うこと
により、いろんな国籍
の参加者に対応する
ことができた。

・母国語で相談でき
る日や時間が増え、
生活相談や窓口手
続きが行いやすく
なった。
・「外国人生活ガイド
ブック」をまとめた動
画を多言語で制作す
ることにより、市民課
等の手続きの待ち時
間を活用し、視聴で
きるようにすることに
より、幅広い国籍の
外国人市民が生活
ルールを手軽に学ぶ
ことができるように
なった。

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・外国人総合相談窓
口の相談員の後継
者の人材確保と育成
は一朝一夕ではでき
ないことから、継続し
て取り組む。
・「外国人生活ガイド
ブック」と「日本語と
外国語の指差し会話
集」の周知と利用促
進に取り組む。
・情報発信の際に、
より外国人に分かり
やすい日本語の活
用に取り組む。
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⑹

№

令和6年度

・メール配信
システムの充
実

・ＳＮＳの有
効活用

・防災情報伝
達システムの
導入

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

担当部課 　総務部安心安全課

取組内容
　いせさき情報メールによる配信を中心に環境を整え、高齢者などの要援護者に対
し確実に情報を伝達できるシステムの導入について検討します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　市民の生命、財産を守るため、災害発生時に災害情報の収集を行うほか、住民に
対して適切な情報を迅速かつ正確に伝達する体制を充実します。

重点項目　５　市民サービスの向上

安心安全社会の実現

　市民が安心して安全に暮らせるよう、危機管理体制の充実、防犯対策の強化、消防・救急体制
の充実、交通安全対策の推進、消費者保護対策の充実等に努めます。

① 取組項目 　防災情報伝達事業

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施検討 基本設計 導入
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防災情報伝達システ
ムの導入について
は、令和５年度も引
き続き同報系防災行
政無線に代わる様々
な方法を視野に入れ
検討して行きたいと
考えている。

防災情報伝達システ
ムの導入について、
令和６年度は同報系
防災行政無線に代
わりいせさきFMと連
携したラジオへの緊
急割り込み放送を導
入するための環境構
築を行う。

防災情報伝達システ
ムの導入について、
同報系防災行政無
線に代わるいせさき
FMと連携したラジオ
への緊急割り込み放
送の環境構築を令和
６年度に行った。令
和７年度について
は、災害時に備え、
試験放送を定期的に
行い、維持管理に努
める。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

気象に関する情報や
振り込め詐欺や防犯
情報のほか、新型コ
ロナウイルスに関す
る情報や市政情報を
合わせ８７２件の情
報を配信した。

気象に関する情報や
振り込め詐欺や防犯
情報のほか、新型コ
ロナウイルスに関す
る情報や市政情報を
合わせ１，１００件の
情報を配信した。

気象に関する情報や
振り込め詐欺や防犯
情報のほか、新型コ
ロナウイルスに関す
る情報や市政情報を
合わせ１，０７８件の
情報を配信した。

気象に関する情報や
振り込め詐欺や防犯
情報のほか、観光・
イベント情報など市
政情報を合わせ１，３
７２件の情報を配信
した。

気象に関する情報や
振り込め詐欺や防犯
情報のほか、観光・
イベント情報など市
政情報を合わせ１，４
５０件の情報を配信
した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

令和２年３月３１日時
点での登録件は、１
４，３０８件であった
が、令和３年３月３１
日時点での登録件
数は１６，２２６件とな
り１，９１８件の登録
件数増となっている。

令和３年３月３１日時
点での登録件は、１
６，２２６件であった
が、令和４年３月３１
日時点での登録件
数は１７，１２９件とな
り９０３件の登録件数
増となっている。

令和４年３月３１日時
点での登録件は、１
７，１２９件であった
が、令和５年３月３１
日時点での登録件
数は１７，４３３件とな
り３０４件の登録件数
増となっている。

令和５年３月３１日時
点での登録件は、１
７，４３３件であった
が、令和６年３月３１
日時点での登録件
数は１７，７８５件とな
り３５２件の登録件数
増となっている。

令和６年３月３１日時
点での登録件は、１
７，７８５件であった
が、令和７年３月３１
日時点での登録件
数は１７，７０３件とな
り８２件の登録件数
減となっている。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

防災情報伝達システ
ムの導入について
は、令和３年度も引
き続き同報系防災行
政無線に代わる様々
な方法を視野に入れ
検討して行きたいと
考えている。

防災情報伝達システ
ムの導入について
は、令和４年度も引
き続き同報系防災行
政無線に代わる様々
な方法を視野に入れ
検討して行きたいと
考えている。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―
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№

・防犯灯及び
防犯カメラ内
蔵防犯灯の維
持管理

② 取組項目 　防犯灯及び防犯カメラ内蔵防犯灯事業

担当部課 　総務部安心安全課

取組内容

　通学路や地域の主要道路で防犯上危険と認められる箇所や犯罪、事故等の発生場
所等に防犯灯及び防犯カメラ内蔵防犯灯を計画的に設置するとともに、維持管理に
努めます。

・防犯灯の新
規設置

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　夜間における犯罪の防止及び通学路の安全確保を図るため、防犯灯及び防犯カメ
ラ内蔵防犯灯事業を実施することにより、市民が安心して安全に暮らせるまちづく
りを推進します。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・防犯カメラ
内蔵防犯灯の
新規設置

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施
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防犯灯については、
区長から提出された
設置要望報告書に
基づき、現地調査を
行い、設置基準に照
らして設置した。ま
た、防犯カメラについ
ては、警察と連携し、
不審者情報が多い
場所や犯罪発生箇
所などに設置した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

伊勢崎警察署管内
のうち市内で発生し
た刑法犯の件数は、
379件減少となった。

刑法犯認知件数：
1,255件
防犯灯設置数：
413基
防犯カメラ内蔵防犯
灯（単体防犯カメラ
含）設置数：7基

伊勢崎警察署管内
のうち市内で発生し
た刑法犯の件数は、
38件減少となった。

刑法犯認知件数：
1,217件
防犯灯設置数：
425 基
防犯カメラ内蔵防犯
灯（単体防犯カメラ
含）設置数：6基

伊勢崎警察署管内
のうち市内で発生し
た刑法犯の件数は、
203件増加となった。

刑法犯認知件数：
1,420件
防犯灯設置数：
406 基
防犯カメラ内蔵防犯
灯（単体防犯カメラ
含）設置数：5基

伊勢崎警察署管内
のうち市内で発生し
た刑法犯の件数は、
449件増加となった。

刑法犯認知件数：
 1,869件
防犯灯設置数：
351 基
防犯カメラ内蔵防犯
灯（単体防犯カメラ
含）設置数：15基

伊勢崎警察署管内
のうち市内で発生し
た刑法犯の件数は、
376件増加となった。

刑法犯認知件数：
 2,245件
防犯灯設置数：
402 基
防犯カメラ内蔵防犯
灯（単体防犯カメラ
含）設置数：15基

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○

令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

防犯灯については、
区長から提出された
設置要望報告書に
基づき、現地調査を
行い、設置基準に照
らして設置した。ま
た、防犯カメラについ
ては、警察と連携し、
不審者情報が多い
場所や犯罪発生箇
所などに設置した。

防犯灯については、
区長から提出された
設置要望報告書に
基づき、現地調査を
行い、設置基準に照
らして設置した。ま
た、防犯カメラについ
ては、警察と連携し、
不審者情報が多い
場所や犯罪発生箇
所などに設置した。

防犯灯については、
区長から提出された
設置要望報告書に
基づき、現地調査を
行い、設置基準に照
らして設置した。ま
た、防犯カメラについ
ては、警察と連携し、
不審者情報が多い
場所や犯罪発生箇
所などに設置した。

防犯灯については、
区長から提出された
設置要望報告書に
基づき、現地調査を
行い、設置基準に照
らして設置した。ま
た、防犯カメラについ
ては、警察と連携し、
不審者情報が多い
場所や犯罪発生箇
所などに設置した。

○ ○

市内には未だ防犯上
危険と認められる箇
所や犯罪等の発生
箇所等があり、行政
区からの要望も多数
あることから継続して
実施していく。

市内には未だ防犯上
危険と認められる箇
所や犯罪等の発生
箇所等があり、行政
区からの要望も多数
あることから継続して
実施していく。

市内には未だ防犯上
危険と認められる箇
所や犯罪等の発生
箇所等があり、行政
区からの要望も多数
あることから継続して
実施していく。

市内には未だ防犯上
危険と認められる箇
所や犯罪等の発生
箇所等があり、行政
区からの要望も多数
あることから継続して
実施していく。

市内には未だ防犯上
危険と認められる箇
所や犯罪等の発生
箇所等があり、行政
区からの要望も多数
あることから継続して
実施していく。

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示
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№

　建設部道路管理課

取組内容
　警察をはじめ関係機関と連携を密にし、交通事故多発地点や道路状況の点検、見
直しを行い、道路反射鏡及び視線誘導標等を設置します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　交通安全施設の整備及び交通危険箇所の解消を図り、市民が安心、安全に利用で
きる交通環境を整備することにより、交通人身事故発生件数の減少を目指します。
【指数・目標値】
　交通人身事故発生件数　1,160件（令和6年度）

令和6年度

・交通危険個
所の調査

・交通安全施
設の整備

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

　交通安全施設整備の推進

担当部課

③ 取組項目

調査 調査 調査 調査 調査

実施 実施 実施 実施 実施
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　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

◎ ◎ ◎ ◎ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

交通人身事故の発
生件数において、全
体計画の令和2年の
目標値である1,280
件を下回り目標を達
成することが出来
た。
今後も、交通人身事
故の減少を図るた
め、引き続き交通安
全施設の整備と危険
個所の解消に取り組
む。

交通人身事故の発
生件数において、全
体計画の令和3年の
目標値である1,250
件を下回り目標を達
成することが出来
た。
今後も、交通人身事
故の減少を図るた
め、引き続き交通安
全施設の整備と危険
個所の解消に取り組
む。

交通人身事故の発
生件数において、全
体計画の令和4年の
目標値である1,220
件を下回り目標を達
成することが出来
た。
今後も、交通人身事
故の減少を図るた
め、引き続き交通安
全施設の整備と危険
個所の解消に取り組
む。

交通人身事故の発
生件数において、全
体計画の令和5年の
目標値である1,190
件を下回り目標を達
成することが出来
た。
今後も、交通人身事
故の減少を図るた
め、引き続き交通安
全施設の整備と危険
個所の解消に取り組
む。

交通人身事故の発生
件数において、コロナ禍
からの回復による人流
の増加により、事故件
数の増加傾向がみられ
た。
今後も、交通人身事故
の減少を図るため、道
路パトロールや職員に
よる見廻り、他課職員
からの連絡などを活用
し、引き続き交通安全
施設の整備と危険個所
の解消に取り組む。

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

交通人身事故発生
箇所の状況確認及
び地元からの危険箇
所改善要望等につい
て、道路反射鏡と視
線誘導標等を設置及
び修繕を行った。
【対応内訳】
道路反射鏡新設・修
繕
32件・312件
区画線
21区画
約25,200ｍ
視線誘導標・標識等
29件

交通人身事故発生
箇所の状況確認及
び地元からの危険箇
所改善要望等につい
て、道路反射鏡と視
線誘導標等を設置及
び修繕を行った。
【対応内訳】
道路反射鏡新設・修
繕
18件・236件
区画線
16区画
約23,900ｍ
視線誘導標・標識等
25件

交通人身事故発生
箇所の状況確認及
び地元からの危険箇
所改善要望等につい
て、道路反射鏡と視
線誘導標等を設置及
び修繕を行った。
【対応内訳】
道路反射鏡新設・修
繕
35件・122件
区画線
6区画
約21011.8ｍ
視線誘導標・標識等
5件

交通人身事故発生
箇所の状況確認及
び地元からの危険箇
所改善要望等につい
て、道路反射鏡と視
線誘導標等を設置及
び修繕を行った。
【対応内訳】
道路反射鏡新設・修
繕
69件・145件
区画線
14区画
約18,045.8ｍ
視線誘導標・標識等
9件

交通人身事故発生
箇所の状況確認及
び地元からの危険箇
所改善要望等につい
て、道路反射鏡と視
線誘導標等を設置及
び修繕を行った。
【対応内訳】
道路反射鏡新設・修
繕
57件・128件
区画線
14区画
約19,496.5ｍ
視線誘導標・標識等
4件

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

令和元年の交通人
身事故状況と比べ、
減少する効果が得ら
れ、目標を達成する
ことが出来た。

【令和元年】
交通人身事故
　　　　1,465件

【令和2年】
交通人身事故
　　　　1,180件
（前年比－285件）

※件数は1月～12月

令和２年の交通人身
事故状況と比べ、若
干の増加となった
が、目標値は達成す
ることが出来た。

≪令和３年≫
目標件数
　　　　1,250件

【令和3年】
交通人身事故
　　　　1,193件
（前年比＋13件）

※件数は1月～12月

令和３年の交通人身
事故状況と比べ、減
少する効果が得ら
れ、目標値は達成す
ることが出来た。

≪令和４年≫
目標件数
　　　　1,220件

【令和4年】
交通人身事故
　　　　1,143件
（前年比－50件）

※件数は1月～12月

令和４年の交通人身
事故状況と比べ、若
干の増加となった
が、目標値は達成す
ることが出来た。

≪令和５年≫
目標件数
　　　　1,190件

【令和5年】
交通人身事故
　　　　1,185件
（前年比＋42件）

※件数は1月～12月

令和５年の交通人身
事故状況と比べ、若
干の増加となった。

≪令和６年≫
目標件数
　　　　1,160件

【令和6年】
交通人身事故
　　　　1,204件
（前年比＋19件）

※件数は1月～12月

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －
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・職員による
出前講座の実
施

　ライフステージや環境・状況に応じた出前講座や講演会、イベント等を開催し、
消費者意識の向上に努めます。市広報紙や市ホームページ、啓発資料による情報提
供を行います。教育現場と連携し、消費者教育の推進を図ります。

・市広報や
ホームペー
ジ、啓発資料
による情報提
供

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　啓発イベントや講演会等の定期的な開催を目指します。職員による出前講座への
参加者数の増加を目指します。市内の小中学校、高等学校、大学と連携を図り講演
会の開催や啓発資料等による消費者教育の推進を図ります。
【指標・目標値】
　職員による出前講座への参加者数：800人（Ｒ6年度）

④

・教育現場と
の連携

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・啓発イベン
トや講演会の
開催

取組内容

取組項目 　消費者意識向上のため講座や啓発イベント等の実施

担当部課 　産業経済部商工労働課

調整・開催

見直し・実施

調整・実施

検討・調整・実施

調整・開催 調整・開催 調整・開催 調整・開催

見直し・実施 見直し・実施 見直し・実施 見直し・実施

調整・実施 調整・実施 調整・実施 調整・実施

検討・調整・実施 検討・調整・実施 検討・調整・実施 検討・調整・実施
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取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

継続したイベントの
開催。
出前講座の内容の
精査と実施。

継続したイベントの
開催。
出前講座の内容の
精査と実施。

継続したイベントの
開催。
出前講座の内容の
精査と実施。

継続したイベントの
開催。
出前講座の内容の
精査と実施。

継続したイベントの
開催。
出前講座の内容の
精査と実施。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

成年年齢引き下げに
ついて注意喚起・啓
発ができた。
広報・ホームページ・
動画・メールによって
消費者意識の向上
について注意喚起・
啓発ができた。

成年年齢引き下げに
ついて注意喚起・啓
発ができた。
広報・ホームページ・
動画・メール・ＤＳＶに
よって消費者意識の
向上について注意喚
起・啓発ができた。
動画の作成にサポー
ターが参加すること
で、参加者への啓発
が行えた。
スマークのイベントで
は約８９０名の参加
があり、周知・啓発が
行えた。

成年年齢引き下げにつ
いて注意喚起・啓発が
できた。
広報・ホームページ・動
画・メール・ＤＳＶによっ
て消費者意識の向上等
の注意喚起・啓発がで
きた。
消費者庁との講座では
集合とオンラインを同時
開催し、その動画も期
間限定で配信し、見守
りについて啓発ができ
た。
スマークのイベントでは
２回合計で７３０名の参
加があり、周知・啓発が
行えた。

成年年齢引き下げにつ
いて注意喚起・啓発が
できた。
広報・ホームページ・動
画・メール・ＤＳＶによっ
て消費者意識の向上等
の注意喚起・啓発がで
きた。
スマークのイベントでは
２回合計で５８６名の参
加があり、周知・啓発が
行えた。

成年年齢が引き下げに
なったことについて引き
続き若年層に対する注
意喚起・啓発ができた。
広報・ホームページ・動
画・メール・ＳＮＳ等に
よって消費者意識の向
上等の注意喚起・啓発
ができた。
スマークのイベントでは
２回合計で７１０名の参
加があり、周知・啓発が
行えた。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

小・中学校にて出前
授業を実施した。
高校への出前講座を
実施した。
小・中・高・大学への
啓発資料を提供し
た。
出前講座の内容を精
査し、新たにカルタを
作成したり動画を作
成した。

小・中・高校にて出前
授業（外部講師）を実
施し、小・中・高・大
学へ啓発資料、啓発
物品を提供した。
出前講座の内容を精
査し、小学３年生（低
学年）等を対象に出
前授業を実施した。
既存の紙芝居を動画
にし、アテレコをサ
ポーターの参加で
行った。
消費者教育講演会
（落語）やスマークで
の啓発イベントを開
催した。

小・中・高校にて出前授
業（外部講師）を実施
し、小・中・高・大学へ啓
発資料、啓発物品を提
供した。
放課後子ども教室にお
いて、小学３年生（低学
年）等を対象に出前授
業を実施した。
消費者庁と共催し見守
り講座を実施した。
消費者教育講演会（落
語）を実施した。
スマークで消費者月間
（５月）と消費生活安心
安全フェア（１１月）の啓
発イベントを開催した。

小・中・高校にて出前授
業（外部講師）を実施
し、小・中・高・大学へ啓
発資料、啓発物品を提
供した。
放課後子ども教室にお
いて、全学年（１～６年）
を対象に出前授業を実
施した。
消費者教育講演会（落
語）を実施した。
スマークで消費者月間
（５月）と消費生活安心
安全フェア（１１月）の啓
発イベントを開催した。

小・中・高校にて出前授
業（外部講師）を実施
し、小・中・高・大学へ啓
発資料、啓発物品を提
供した。
放課後子ども教室にお
いて、小学３年生を中
心とした５学年（２～６
年）を対象に出前授業
を実施した。
消費者教育講演会（落
語）を実施した。
スマーク伊勢崎で消費
者月間（５月）と生活向
上展（１１月）の啓発イ
ベントを開催した。

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示
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№

・伊勢崎駅自
由通路での入
団促進映像の
放映

⑤ 取組項目

令和6年度

・イベント等
での広報

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度

・ＳＮＳを利
用した消防団
活動ＰＲの実
施

取
組
工
程

令和4年度 令和5年度

　消防団員の確保対策の推進

担当部課 　消防本部総務課

取組内容

　全国的に消防団員の確保が難しい中、伊勢崎市も例外ではなく、４５の分団の中
には、定数を割り込む分団もある。また、近年、規模の大きい災害が頻繁に発生し
ていることから、団員確保は喫緊の問題である。
　地域防災力を向上させるためには、消防団の力は必要不可欠であることから、今
まで入団の少なかった学生や女性、また消防団ＯＢに活躍していただけるよう入団
促進を図り、十分な団員数が確保できるよう取り組みます。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　消防団員定数７３５人に対し、令和２年３月１日現在で７１４人の実員である。
今後５年間、毎年７００人を割り込むことなく、また、７３５人の定数確保を目指
します。

実施

実施

実施

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施
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       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

コロナ禍で、消防団
行事や各種イベント
が中止となる中、春
季全国火災予防運
動中に機能別（学
生）団員が、「団員募
集」の法被を着て、
交通量の多い通勤
時間帯に火災予防
に伴う街頭広報活動
を実施した。
年間を通し、伊勢崎
駅自由通路で団員
募集の映像を放送す
るとともに、団員募集
のポスターを掲示し
た。

機能別（学生・女性）
消防団員が秋季全
国火災予防運動の
期間中、スマーク伊
勢崎にて火災予防広
報を実施し、消防団
活動のＰＲを行った。
また、春季全国火災
予防運動期間中に
団員募集の法被を着
て、消防本部で街頭
広報を実施した。
年間を通し、伊勢崎
駅自由通路で団員
募集の映像を流すと
ともに、団員募集の
ポスターを掲示した。

機能別（学生・女性）
消防団員がイベント
で広報活動を実施し
た。
市内の大学へ入団
募集のポスター掲示
とチラシの配布を
行った。また、伊勢崎
駅自由通路で団員
募集の映像を流すと
ともに、団員募集の
ポスターを掲示した。

機能別消防団員がイ
ベントで広報活動を
実施した。
市内の大学に対して
入団募集の広報活
動を行った。また、伊
勢崎駅自由通路で
団員募集の映像を流
し、ＰＲした。

機能別消防団員がイ
ベント会場などで広
報活動を実施した。
市内の大学と連携し
入団促進のPRを
行った。また、伊勢崎
駅インフォメーション
センターで団員募集
の映像を流しＰＲを
行った。

令和2年度 令和3年度 令和4年度

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）

－ － － － －

－ －

令和5年度

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

学生団員は、城西大
学（1名）及び東京福
祉大学（11名）の学
生であるため、他の
大学や専門学校等
への働きかけを行い
たい。
今年度、各種イベン
ト等の行事がほとん
ど中止となったため、
令和3年度は積極的
に広報活動等を行っ
ていきたい。

今年度もコロナ禍の
ため、各種イベントが
中止となり思うような
消防団活動ができな
かったことから、令和
4年度はイベント等に
おいてＳＮＳを活用す
るなど積極的に広報
活動を実施していき
たい。

次年度は、各イベン
トの開催が、コロナ
禍前に戻ることが予
想されるため、計画
的に広報活動を行
い、団員確保につな
げたい。
また、市内の大学へ
の働きかけを継続的
に行っていきたい。

今年度、市内の上武
大学に対し、学生の
消防団への入団に
ついて、働きかけた
ところ、基本団員2
名、機能別団員7名
が入団してくれること
となった(4/1付けで
の入団)。
イベントでの広報、画
像・ポスターでの広
報活動を継続すると
ともに、大学生に対し
ても積極的に広報し
て団員確保につなげ
たい。

市内の上武大学に
対し学生の消防団へ
の入団について働き
かけを行い、機能別
団員4名が入団に
至った。
今後も、イベント会場
での広報、画像・ポ
スターでの広報活動
を継続するとともに、
学生に対しても積極
的に広報して団員確
保につなげたい。

令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － －

令和7年3月31日現
在、実員670人で目
標の700人には達し
てはいないが、年度
当初の実員数より3
人増加となった。
実員670人の内訳
は、基本団員659人、
機能別（学生）団員
11人で、その内、女
性団員は16人で、年
度当初より3人増加し
た。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

令和3年3月1日現
在、実員711人で充
足率は96.7%と県内
の他市と比較しても
高い充足率を保って
いる。
今年度より、東京福
祉大学の学生11人
が、火災予防等広報
活動及び応急手当
の技術の普及に従
事する機能別消防団
員として活動を開始
した。また、女性の団
員は、令和元年度は
6人だったのが、令和
2年度は20人（機能
別団員含む）と増加
した。
 

令和4年3月1日現
在、実員712人で充
足率は96.9%と県内
の他市と比較しても
高い充足率を保って
いる。
712人の内訳は、基
本団員699人、機能
別（学生）団員13人と
なっている。女性の
団員は、令和2年度
の20人から令和3年
度は22人と増加し
た。
 

令和5年3月1日現
在、実員689人で、目
標の700人に達して
はいないが、充足率
は93.7%と県内の他
市と比較しても高い
状態を保っている。
689人の内訳は、基
本団員682人、機能
別（学生）団員7人と
なっている。女性の
団員は、令和3年度
の22人から令和4年
度は16人と減少し
た。

令和6年3月1日現
在、実員674人で、目
標の700人に達して
はいないが、充足率
は91.7%と県内の他
市と比較しても高い
状態を保っている。
674人の内訳は、基
本団員672人、機能
別（学生）団員2人と
なっている。女性の
団員は、令和4年度
の17人から令和5年
度は13人と減少し
た。
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№

取組内容

・住宅用火災警報器の設置を推進します。
・住宅用火災警報器の適正な維持管理を推進します。
・各種イベントや訓練会場等で、広報活動を実施します。
・無作為抽出によるアンケート調査により、活動の成果を検証します。

５年後までの目標
（目指すべき姿）

　平成１８年に消防法が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れました。
　警報器の電池寿命は約１０年であることから、電池交換または機器本体の交換時
期を迎えています。設置推進を進めると同時に、維持管理のための広報活動を実施
し、一般住宅の住宅火災による死者の軽減に努めます。

取
組
工
程

具体的な
取組事項 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・設置の推進

・適正な維持
管理の推進

・成果の検証

⑥ 取組項目 　火災予防対策の推進

担当部課 　消防本部予防課

推進 推進 推進 推進 推進

推進 推進 推進 推進 推進

検証 検証 検証 検証 検証
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― ― ―

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

・管内には依然、住
宅用火災警報器を設
置していない住宅が
存在している。また、
設置義務化から１０
年以上が経過したこ
とから電池切れ等が
懸念される。
　新型コロナウイル
ス感染症の影響によ
り対面型のイベント
広報が制限される状
況であるが、非接触
型の広報活動を取り
入れ、住宅用火災警
報器の有効性と維持
管理の重要性につい
て周知していく。

・管内の住宅用火災
警報器の設置率は７
４％で、依然として未
設置の住宅が存在し
ている。また、設置義
務化から１０年以上
が経過し、電池切れ
や経年劣化による故
障が懸念される。こ
のようなことから、今
後も継続して広報活
動を行うとともに、消
防団や女性防火クラ
ブと協力し、効果的
な広報活動を実施し
ていく。

・管内の住宅用火災
警報器の設置率は８
０％で、昨年と比較し
６％向上したものの、
依然として全国平均
を下回っている。ま
た、設置義務化から
１０年以上が経過し、
電池切れや経年劣
化による故障が懸念
されることから、今後
も関係機関と協力
し、設置促進及び適
正な維持管理につい
て、広報活動を実施
していく。

・管内の住宅用火災
警報器の設置率は８
３％で、昨年と比較し
約３％向上したもの
の、依然として全国
平均を下回ってい
る。また、設置義務
化から１０年以上が
経過し、電池切れや
経年劣化による故障
が懸念されることか
ら、今後も関係機関
と協力し、設置促進
及び適正な維持管理
について、広報活動
を実施していく。

・管内の住宅用火災
警報器の設置率は８
４．４％で、昨年と比
較し約１％向上し、全
国平均（８４．５％）と
ほぼ同様な結果と
なった。また、設置義
務化から１０年以上
が経過したため、電
池切れや経年劣化
による故障が懸念さ
れることから、高止ま
り傾向が見受けられ
る設置率と併せて、
適正な維持管理につ
いも、広報活動を実
施していく。

令和2年度 令和3年度

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・春と秋の火災予防
運動期間中には、住
宅用火災警報器の
設置及び維持管理
について、広報紙、
ホームページ等に掲
載するとともに、デジ
タルサイネージ放
映、ラジオ出演及び
学生消防団員による
広報活動を実施し
た。
・無作為抽出による
訪問調査を実施し
た。

・春と秋の火災予防運
動期間中に、住宅用
火災警報器の設置及
び維持管理について、
広報紙及びホーム
ページに掲載するとと
もに、伊勢崎オート
レース場の大型ビジョ
ンやデジタルサイネー
ジで放映、また、大型
商業施設にて学生消
防団員による広報活
動を実施した。
・無作為抽出による訪
問調査を実施した。

・春と秋の火災予防運
動期間中に、住宅用火
災警報器の設置及び維
持管理について、広報
紙及びホームページに
掲載するとともに、伊勢
崎オートレース場の大
型ビジョンやデジタルサ
イネージで放映した。ま
た、管内９箇所の大型
商業施設等において、
予防課及び各署分署一
斉に住宅用火災警報器
の広報活動を実施し
た。
・無作為抽出による訪
問調査を実施した。

・春と秋の火災予防運
動期間中に、住宅用火
災警報器の設置及び維
持管理について、広報
紙及びホームページに
掲載するとともに、伊勢
崎オートレース場の大
型ビジョンやデジタルサ
イネージで放映した。ま
た、管内の大型商業施
設等において、住宅用
火災警報器の広報活
動を実施した。
・無作為抽出による訪
問調査を実施した。

・春と秋の火災予防運動
期間中に、住宅用火災警
報器の設置及び維持管
理について、広報紙及び
ホームページに掲載する
とともに、伊勢崎オート
レース場の大型ビジョン
やデジタルサイネージで
放映した。
・管内の大型商業施設等
において、住宅用火災警
報器の広報活動を実施し
た。
・イベント会場に住宅用
火災警報器PRブースを
設置し、来場者へ広報し
た。
・無作為抽出による訪問
調査を実施した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

・広報紙、HPへの掲
載、デジタルサイ
ネージ放映、学生消
防団員によるのぼり
旗を使用した街頭広
報活動等により多く
の住民に周知するこ
とができた。更に、
SNS（フェイスブック）
を活用したり、ラジオ
放送局の番組に出
演したことで、より効
果的な活動ができ
た。
・７月１日時点の消防
本部管内の住宅用
火災警報器設置率
67.7％

・広報紙、ホーム
ページへの掲載、デ
ジタルサイネージ等
で放映、また、大型
商業施設での広報
活動等により、多くの
住民に周知すること
ができた。
・７月１日時点での消
防本部管内の住宅
用火災警報器設置
率は７４％であり、昨
年度より約８％向上
した。

・広報紙、ホーム
ページへの掲載、デ
ジタルサイネージ等
で放映、また、大型
商業施設等での広
報活動等により、多く
の住民に周知するこ
とができた。
・７月１日時点での消
防本部管内の住宅
用火災警報器設置
率は８０．２％であ
り、昨年度より約６％
向上した。

・広報紙、ホーム
ページへの掲載、デ
ジタルサイネージ等
で放映、また、大型
商業施設等での広
報活動により、多くの
住民に周知すること
ができた。
・７月１日時点での消
防本部管内の住宅
用火災警報器設置
率は８３．３％であ
り、昨年度より約３％
向上した。

・広報紙、ホーム
ページへの掲載、デ
ジタルサイネージ等
で放映、また、大型
商業施設やイベント
等での広報活動によ
り、多くの住民に周
知することができた。
・７月１日時点での消
防本部管内の住宅
用火災警報器設置
率は８４．４％であ
り、昨年度より約１％
向上した。

　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○ ○

― ―

令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

― ― ― ― ―

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）
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№ ⑦ 取組項目 空家等対策推進事業

担当部課 建設部住宅課

取組内容

　空家対策の各種事業について、市民、所有者等へ事業内容がより一層伝わるよ
う、様々な手法を検討するとともに、利用しやすい制度の整備を図ります。
　また、解体後の住宅用地特例の対象外となる土地について、増額分への対策を関
係部局と検討し、住環境の整備を図ります。

5年後までの目標
（目指すべき姿）

　老朽化や不適切な管理により周辺の生活環境を著しく悪化させている空家等につ
いて、周辺住民等からの苦情や相談の対応、所有者等に適切な管理の推進を促しな
がら指導、助言を実施し、新たな空家等を可能な限り増やさないことにより住環境
を保全し、市民が安心・安全に暮らすことのできる良好な生活環境の確保を目指し
ます。

取
組
工
程

具体的な
取組事項

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

移住者支援空
き家改修補助
金の創設

ＳＮＳ、関連
団体等を活用
した周知

伊勢崎市空家
等管理システ
ムの導入

導入

検討・創設

実施

管理

実施・検証

実施

管理

実施

実施

管理

実施

実施
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　　取組達成度
◎：計画以上
○：ほぼ計画通り
△：計画以下
×：進捗なし

○ ○ ○ ○

取組課題と次年度
以降の方針
（取組達成度が△、
×の場合は達成で
きなかった理由も記
載）
※取組における課
題及び課題を踏ま
えた次年度以降の
展開の方針を表示

各補助制度が浸透
するように新しい周
知方法等を検討して
いくなど、引き続き、
空き家管理者等が適
切に管理、利活用や
除却ができるように
努めていく。また、解
体後の税補填金を補
助する新制度を検討
し、利活用推進の具
体化に努めていく。

・各補助制度が浸透
するように周知方法
等の改善を検討して
いくなど、引き続き、
空き家管理者等が適
切に管理、利活用や
除却ができるように
努めていく。また、空
き家改修補助の対象
者拡大についても新
たに調査を検討して
いく。
・要綱改正した空き
家情報バンク事業に
ついて、登録件数が
増えるような取り組
みに努めていく。

・令和５年１２月に空き
家法が改正となり、新
たに創設された管理
不全空家について、認
定事務や周知などを
実施し、空き家問題の
解決に寄与していく。
・令和６年度より新た
に実施する市内転居
者空き家改修補助事
業が浸透するように周
知をしていく。
・本市の空き家が減に
なるような新しい取り
組みを他市のものを
参考に随時検討して
いく。

・空き家情報バンク
への登録促進や中
心市街地の活性化を
図るため、空き家バ
ンクへの登録対象の
拡大を検討する。
・移住者支援空き家
改修補助金の利用
促進のため、市外へ
の周知方法の検討を
する。

－ － － －

       取組状況
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の状況を表示

・ＳＮＳ等で周知する
機会を増やし、関連
団体等にも各種事業
を周知した。
・ｉミーティングの開催
で関連団体からの意
見を聴取した。
・空き家の利活用の
ための新制度を検討
した。
・税補填金を補助す
る新制度で利活用推
進のため資産税課と
意見交換した。

・ＳＮＳ等で周知する
機会を増やし、また不
動産団体の研修会で
講師をし、各種事業を
周知した。
・利活用推進のため税
補填金を補助する新
制度について資産税
課と検討をした。
・空き家セミナーを開
催し民法改正内容（相
続登記の義務化等）
や令和５年度の市の
空き家対策予定につ
いて市民や空き家所
有者などの参加者に
対し情報伝達した。

・市SNSや情報メール
の他、群馬県東京事
務所SNSでも事業周
知をした。空き家バン
クについては月一回
程度配信した。
・空家管理システムは
業務効率向上のため
白図を導入。
・官民連携プラット
フォームに空き家バン
クの登録件数増加を
行政改題として登録
し、企業からあった提
案を検討した。
・法務局や司法書士
会と連携し、空き家セ
ミナーを実施した。

・市SNSや情報メー
ルの他、群馬県東京
事務所SNSでも事業
周知をした。空き家
バンクについては月
一回程度配信した。
・空家対策の各種補
助事業について、よ
り市民等が利用しや
すいように要綱の改
正を実施した。
・管理不全空家の認
定等のため、マニュ
アルを作成した。
・空き家対策ガイド
ブックを官民連携で
制作した。

       取組成果
※継続した取組の
場合年度ごとに取
組の成果を表示

補助要件等を柔軟に
した「移住者支援空
き家改修支援補助事
業」を制定した。ま
た、ｉミーテングを開
催したことにより、空
き家予防等につい
て、市民の声を直接
聞くことができ、空き
家対策全体の問題
点や課題解決策等
が明確になった。

・今年度施行した「移
住者支援空き家改修
支援補助要綱」をよ
り利用しやすい制度
となるように、補助申
請の要件を広げるな
ど改正をした。
・空き家情報バンク
要綱についても、より
利用しやすい制度と
なるよう改正した。
・空き家セミナーの参
加者は７５人（会場約
６３人、オンライン約
１２人）であった。

・空き家改修補助要綱
をより利用しやすい制
度となるように、市外
の施工業者も可能と
し、また空き家改修の
対象者を市内転居者
に広げた。
・空き家バンク促進に
向け、官民連携プラッ
トフォームより提案の
あった会社と協定を締
結した。
・空き家セミナーは法
務局によるものが参
加者１５２人であった。
また、司法書士会によ
るものも市内３か所で
開催をした。

・各事業について、
SNSや空き家セミ
ナー等で広く周知し、
市内転居者空き家改
修補助金について
は、予定件数(5件)に
達し、空き家バンク
事業については、過
去最高の登録数(8
件)となった。
・管理不全空家等の
認定(7件)、勧告(4
件)を実施した。
・空家等管理システ
ムに過去の苦情処
理票等のデータも挿
入し、利便性の向上
に努めた。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財政効果額（歳入）
　　　　（単位：千円）

－ － － －

財政効果額（歳出）
　　　　（単位：千円）
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